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Ｊ Ｃ 宣言文

日本の青年会議所は、

混沌と いう 未知の可能性を 切り 拓き 、

個人の自立性と 社会の公共性が、

生き 生き と 協和する 確かな時代を

築く ために、

率先し て行動する こ と を 宣言する 。

T h e  Cr eed  of
J u n i or  Ch am b er  I n te r n a t i on a l

われわれＪ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ は

社会的・ 国家的・ 国際的な責任を 自覚し

志を 同じ う する 者　 相集い　 力を 合わせ

青年と し ての

英知と 勇気と 情熱を も っ て

明る い豊かな社会を 築き 上げよ う 。

綱　 　 領

T hat f aith in  God g ives m eaning  and

purpose to hum an l i fe;

T hat the brotherhood of  m an

transcends the sov ereig nty  of  nations;

T hat econom ic justice can best be

w on by  f ree m en through f ree

enterpr ise;

T hat g overnm ent should  be of  law s

rather  than  of  m en;

T hat earth’s g reat treasure l ies in

hum an personal ity ; and

T hat serv ice to hum anity  is the best

w ork  of  l i f e.

W e Bel iev e:

若き 能動的市民の

ト ッ プ・ グロ ーバル・ ネッ ト ワ ーク になる こ と

Ｊ Ｃ Ｉ のヴィ ジョ ン（ 構想）

JCI  V I S I ON

"T o be the lead ing  g lobal netw ork

of  young  activ e citizens,"

青年が積極的な変革を 創造し 開拓する ために、

能動的に活動でき る 機会を 提供する 。

Ｊ Ｃ Ｉ のミ ッ ショ ン（ 使命）

J CI  M I S S I ON

T o prov ide dev elopm ent opportun ities

that em pow er  young  people

to create positiv e change.

「 信仰は人生に意義と 目的を 与え

　 人類の同胞愛は国家の主権を 超越し

　 正し い経済の発展は

　 自由経済社会を 通じ て最も よ く 達成さ れ政

　 治は人によ っ て左右さ れず法によ っ て運営

　 さ れる べき も のであり

　 人間の個性はこ の世の至宝であり

　 人類への奉仕が人生最善の仕事である 」

Ｊ Ｃ Ｉ 綱領

我々はかく 信じ る ：
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公益社団法人 日本青年会議所 事務局

相澤弥一郎

● 陽はまた昇る
曇りなき「 心の月」で明日を照らす
世界に輝く 日本
論ずること に終わるなかれ！ 真の民主主義国家の創造

●J C I第6 5 回世界会議（ 大阪）

●徳溢れる心が未来をつく る
と もに歩もう 　 新たなる飛躍へ！

福井正興

●呼び覚ませ　 日本のプリンシプル

井川直樹

●美しく 先駆けよう！
すべては未来を生きる人のために

●J CI第7 0 回世界会議（ 金沢）

柴田剛介

●未来への決断　 全てと の「 つながり 」による
勇壮なる日本の創造

小畑宏介

●志高く 未来へ
意気あふれる人財による

「 たく まし い国」日本の創造

鈴木和也

● 強く 　 優しく 　 し なやかに
あらゆる価値の根源と なれ！

山本樹育

●自己成長を求め「 日本道」歩もう
「 日本を変えるのはオレたちだ！！」

青木照護

●感謝の心を以て、誠を尽く そう
～限りなき可能性を信じて～

池田祥護

●共に心躍る未来へ
「 やりましょう！」

鎌田長明
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はじ めに

　「 素直であ り たい」 何歳になっ ても こ の気持ちを 持ち続けていたい、 それが私

の志です。 私の人生、 こ こ ま で来る のに決し て良いこ と だけではあり ま せんでし

た。 し かし 、 ど んな状況にあっ ても 、 よ り 良く なり たいと 願っ てき ま し た。 そし

て、 ど う か私に関わる 全ての人々が幸せであっ て欲し い、 そう 願っ ていま す。

　 未来のこ と は誰にも わかり ま せんが、 未来が誰の手に委ねら れている かは明白

です。 そう 、 私たち自身です。 明る く 元気な姿勢で勇気を も っ て行動する こ と が

未来を 明る く 豊かにでき る のです。 大人が輝けば子ど も が輝く 。 そし て子ど も が

輝けば佐賀の未来、 日本の未来が変わっ ていき ま す。 私たちはそんな輝く 大人を

目指し ていき ま す。 大き なこ と を する 必要はあり ま せん。 自分が変わる こ と で世

界を 変える こ と ができ る と 信じ 、 たと え一人ではでき なく ても 同じ 志を も つ仲間

のたっ た数人が「 自分が変われば世界は変わる 」 と 素直に信じ て行動し ていけば、

必ず未来は変えら れま す。 たと え今は苦し く ても 自ら 変化の起点と なり 、 誰も が

心躍る 光り 輝く 佐賀の未来を 共に創造し ていこ う ではあり ま せんか。

　 佐賀青年会議所は１ ９ ５ ６ 年に誕生し て以来、 ６ ４ 年に亘り 諸先輩がご 尽力さ

れ礎を 築いてこ ら れま し た。 私たちは諸先輩が紡いでこ ら れた歴史ある 青年会議

所運動の偉大な功績の上に乗っ ている のです。 その歴史や時代の開拓者と し て常

に挑戦し 続けてこ ら れた志に敬意と 感謝を 表する と と も に、 私たちは自ら の置か

れた現状を 変えず同じ こ と を 繰り 返すこ と なく 、 成長を 止めないために挑戦し 続

ける こ と が不可欠です。目の前の問題だけにと ら われず、将来を 見据え、リ ーダー

シッ プを 取り 、 私たちが住み暮ら す地域のために、 ど のよ う な行動を 起こ すべき

かを 常に探求し 続ける 必要があり ま す。

一般社団法人佐賀青年会議所　 ２０２０年度 理事長所信

第65代   理事長

西村 祐二郎2 0 2 0 年度 ス ロ ーガン
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会員拡大について

　 昨今の人口減少時代においては、 数多の組織で人員拡大が重要なテーマと し て

掲げら れ、 その活動が展開さ れており ま す。 メ ン バーの減少は組織の衰退を 招き

ま す。 メ ン バー一人ひと り がこ の危機感を 持っ て真摯に向き 合い、 会員拡大に努

めていかなければなり ま せん。 一生涯で心から 仲間と 呼べる 人に出会う こ と はそ

う 多く はあり ま せん。共に過ご し た時間の長さ だけではなく 、その密度や距離感、

心と 心でぶつかり 合う から こ そ育ま れていく も のであり ま す。 青年会議所の環境

は、 そんな素晴ら し い仲間と 出会う 可能性を 大いに秘めた団体である こ と を 多く

の方に発信し 、 たく さ ん夢を 語り 、 みんなが承認し あえる 雰囲気で出迎え、 一人

でも 多く の仲間に出会える 機会を 作り ま す。

広報活動について

　 佐賀青年会議所が興し ている 活動・ 運動は地域にと っ て必ず明る い未来へと つ

ながる も のと 確信し ており ま す。地域の人々に理解し ても ら い、信頼関係を 築き 、

最終的にフ ァ ン になっ ても ら う ためのコ ミ ュ ニケーショ ン 活動が「 広報」 である

と 捉え、 目的や内容を 老若男女問わず多く の方々に情報を 発信し 、 認知し ていた

だく 広報活動が重要です。 ま た、 組織の情報がよ り 多く に広ま る よ う になる と 、

その組織で活動・ 運動を し たいと 考える 人も 多く なり 、 優秀な人材も 集ま り やす

く なり ま す。 優秀な人材が集ま る よ う になれば、 さ ら に組織と し て飛躍する こ と

にも 繋がり ま す。 組織のブラ ン ディ ン グを 含め広報のあり かたを 検証し 、 多く の

方たちに魅力ある 佐賀青年会議所の情報を 発信し ていき ま す。

会員の資質向上・ 新入会員の研修について

　 青年会議所は活動の基本を「 修練」「 奉仕」「 友情」 におき 、 会員は「 明る い豊

かな社会を 築き 上げる 」 こ と を 共通の理念と し ていま す。 なぜ、 何のためにＪ Ｃ

Ｉ ク リ ード 、 ＭＩ Ｓ Ｓ Ｉ Ｏ Ｎ 、 Ｖ Ｉ Ｓ Ｉ Ｏ Ｎ 、 宣言文、 綱領を 会の始めに発声す

る のかを し っ かり と 理解し 、 大き な声でハキハキと 発声する こ と が大切です。 地

域社会を 明る く し ていく には、 ま ずはメ ン バー一人ひと り が元気を 発信し 、 小さ

なこ と から 一つひと つ自身を 変えていかなければなり ま せん。 メ ン バーの明る く

元気なち から で地域を 牽引し て明る い元気な社会を 創造する 、 そんなリ ーダー

シッ プを 発揮でき る 人材を 育成し ていき ま す。
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国際の機会について

　 佐賀青年会議所は１ ９ ８ ５ 年以来、 ３ ６ 年に亘り 、 社團法人台南市新營国際青

年商會と 交流し ていま す。 入会歴の浅いメ ン バーが多数を 占める 現状、 こ の交流

に参加し たこ と のない方が大勢いる 状況です。 こ れま で姉妹Ｊ Ｃ と 育んでき た友

情を こ れから も 大切にし ていく には、 交流未体験のメ ン バーに交流を 体験し てい

ただかなく てはなり ま せん。 交流の歴史と 伝統を 改めて学び、 多く のメ ン バーで

訪問し 友情への感謝を 伝えていき ま す。 ま た、 地域や市民の皆様にも 国際交流の

素晴ら し さ を 伝えていく ために新たな形での交流を 築いていかなければなり ま せ

ん。自分たちの地域の良い文化を 互いに学び、こ れま で続けてき た交流を 通じ て、

佐賀の、 そし て台湾の良い文化を 発信し ま す。

ま ちづく り について

　 昨今、 人口減少社会の到来で、 年少人口や生産年齢人口が低下し ていく こ と が

懸念さ れていま す。 青年会議所の力だけでは、 社会を 変える こ と は容易ではあり

ま せん。 社会の中で影響力を 持つ組織と の連携なし には、 社会に長期的な変革を

起こ すこ と はでき ないのです。 長期的目的を 共有でき る 団体と 対話を 進めて信頼

関係を 醸成し 、 時に共に行動する こ と で、 パート ナーシッ プを 築いていかなく て

はなり ま せん。 １ ９ ７ ２ 年に開催さ れた「 納涼さ がま つり 」 から はじ ま り 、 本年

で４ ９ 回目を 迎える「 佐賀城下栄の国ま つり 」 は多く の諸先輩が関わっ てこ ら れ、

多く の関係者の皆さ ま のご 尽力のも と 、 毎年多く の人々に喜んでいただける ま つ

り と なっ ており ま す。 本年も 私たちはこ のま つり を 大いに盛り 上げ、 来年に控え

る ５ ０ 回目と いう 節目の年へ向けて、 こ のま つり を 他団体と 共に構築し ていき ま

す。

環境について

　 今日、 環境問題に対する 市民の意識は年々高ま っ てき ていま す。 し かし 、 与え

ら れる 情報の中には一方的な見解も 多く 、 こ れら を 安易に受け入れ、 逆に狭い了

見にと ら われてし ま う こ と も 少なく あり ま せん。 正し い環境認識を 有し 、 環境意

識の高い人材の育成を 目指し て市民の環境問題に対する 正し い認識を 培い、 環境

に関する 理解を 深め、 環境意識を 向上さ せま す。

青少年育成について

　 昨今、 ス マート フ ォ ン やＡ Ｉ 、 Ｉ ｏ Ｔ の急速な普及など によ り 、 人と 人が直接

触れ合い、 対話する 時間が希薄化し ている 傾向があり ま す。 未来ある 青少年の育

成にと っ ては大人たちと たく さ ん触れ合い、 コ ミ ュ ニケーショ ン 能力の向上や未

来への夢や希望を 見出すこ と が必要です。 本年度も 多様な体験活動の機会を 提供

し ながら も 、 メ ン バー自ら が青少年と の交流を 率先し て行い、 たく さ んの夢や希

望を 語り 、 心と 体の調和のと れた成長を 促進し 、 夢や希望を 見出すこ と の大切さ

や目的達成のための手段、 方法を 学ぶ機会を 構築し ていき ま す。
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ビ ジネス について

　 目ま ぐ る し く 社会が変動する 中、 ビ ジネス も 、 それに呼応する かのよ う に多種

多様なも のに変化し ていま す。 昨今の子ど も のなり たい職業ラ ン キン グでは、 Ｙ

ｏ ｕ Ｔ ｕ ｂ ｅ ｒ やプロ ゲーマーが上位に入り 、 一昔前は単なる 趣味と し か言いよ

う がなかっ たも のが職業と なる 、 そのよ う な新し い時代を 迎えていま す。 こ れか

ら のビ ジネス は、 固定観念にと ら われる こ と なく 、 新し いも のに対し て理解を 深

める こ と が不可欠で、 それに加え、 適応し ていく こ と も 必要です。 こ のよ う な新

し い時代を ふま え、 夢を 持ち一所懸命に何事も 取り 組めば、 夢に一歩ずつ近づい

ていける こ と を 次世代を 担う 子ど も たちに伝えていき ま す。

持続可能な開発目標の普及啓発活動について

　 国連サミ ッ ト において、 持続可能な開発目標「 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 」 が策定さ れて３ 年余

り が経過し ま し た。 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ を 達成する には、 理想と する 全体像を 想像し 、 必要

と さ れる 要件やツ ール、 サービ ス を 生み出すイ ノ ベーショ ン が必要不可欠です。

自ら の経営資源を 見極め、 それを 活かし て目標に向かう こ と が大切であり 、 その

上で企業や自治体が単独で取り 組むこ と にと ど ま ら ず、 社会全体が目指す共通の

理想に向けて、 連携を 意識し て行動を と る こ と で理想の未来が近づき ま す。 性別

や年齢や置かれた条件を 問わず、 日本中のあら ゆる 個人と 組織が挑戦し 続け実践

する こ と によ り 持続可能な社会の実現が達成さ れ、 よ り 良い未来を 拓く こ と につ

ながる と 信じ 行動し ていき ま す。

結びに

　 一部の人や集団が社会を リ ード する だけでは、 ２ ０ 年後も 佐賀が明る く 豊かで

世界に誇れる 地域と なる こ と は難し いでし ょ う 。 し かし 、 全ての人材が成長し て

活躍の場を 持つよ う になり 、 資源を 生かすこ と ができ れば、 佐賀の未来は輝かし

いも のと なる はずです。 佐賀にはいま だ多く の魅力があり 、 何よ り 多く の人材が

存在し ま す。 あ ら ゆる 個人と 組織が挑戦し 続ける 、 そんな 佐賀を 築いて いき ま

し ょ う 。

　 そう 、 思いは叶う 。 願えば叶う 。 光り 輝く 佐賀の未来を 想像し 、 仲間と と も に

元気・ やる 気・ 勇気を も っ て佐賀の明る い未来を 創造し ていき ま す。
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[2020年度　 各室活動方針]
　 本年度は６ 室６ 委員会を も っ て構成する 。

総務室
産 諸会議の運営活動（ 通年）

産 諸記録の整理（ 通年）

産 サマーコ ンフ ァ レ ン ス （ 横浜） 参加者への支援（ ７ 月）

産 献血活動の推進（ ４ 月）

産 広報活動、 情報の発信（ 通年）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

国際・ ビ ジネス 室
産 新營Ｊ Ｃ 訪問、 交流（ ４ 月）

産 ビ ジネス 事業の企画、 運営（ ７ 月）

産 シニア総会 参加者への支援（ １ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ３ 月）

産 佐賀ブロ ッ ク 大会 参加者への支援（ ６ 月）

産 Ｊ Ｃ Ｉ 世界会議（ 横浜） 参加者への支援（ １ １ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

会員研修室
産 新入会員並びに会員研修の企画・ 運営（ 通年）

産 会員研修事業の企画・ 運営（ ６ 月）

産 新年会の企画・ 運営（ １ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ４ 月、 ９ 月）

産 全国大会札幌大会参加者への支援（ ９ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

青少年・ 環境室
産 青少年・ 環境事業（ １ ０ 月）

産 河川清掃の実施（ ４ 月・ １ ０ 月）

産 厄入厄晴の企画・ 運営（ １ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ６ 月）

産 九州地区大会参加者への支援（ ８ 月）

産 卒業生を 送る 会の企画・ 運営（ １ ２ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 各委員会５ 名（ 通年）

ま ちづく り 室
産 佐賀城下栄の国ま つり 参画（ ８ 月）

産 ま ちづく り 事業の企画・ 運営（ ８ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ７ 月・ １ １ 月）

産 シニア交流事業の企画・ 運営（ ５ 月）

産 京都会議の参加者への支援（ １ 月）

産 ク リ ス マス 会交流会（ １ ２ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

会員拡大室
産 会員拡大　 拡大目標全体３ ０ 名（ 通年）

産 薩長土肥の会（ １ ０ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ２ 月、 ５ 月）

産 Ａ Ｓ P Ａ Ｃ （ カンボジア　 シェ ムリ アッ プ） 参加者への支援（ ６ 月）

産 佐賀ブロ ッ ク フ ァ イ ナル参加者への支援（ １ １ 月）
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総 務 室

総務委員長

松尾　 延寿

室 　 長

峰　 一智
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総務委員会　 基本方針

総務室　 総務委員会　  

委員長　 松尾　 延寿　

　 一般社団法人佐賀青年会議所が明る い豊かな社会の創造を 理想と し 、 規律ある 活動、

運動を 継続し 、多く の諸先輩の功績やつながり など の信頼を も っ て発展し て参り ま し た。

設立当初から 存在する 総務委員会が、 こ れま での流れを 踏襲し 、 よ り よ い社会の未来へ

と 進むべき 方向性と 、 意識の共有、 連携を 図り ながら 地域に根ざし た活動、 運動を 行え

る 組織基盤を 形成する こ と が必要です。

　 ま ずは、 総務委員会が佐賀青年会議所の屋台骨と し ての自覚と 責任を 持ち明る い豊か

な社会の実現のために、 各委員会が円滑に活動を 行える よ う し っ かり と サポート し 、 組

織の基盤と なる 委員会を 目指し ま す。 そし て、 諸会議のス ム ーズな運営を 行う ために、

最高の意思決定の場である 総会の設営を 粛々と 実施し 、 理事会も し っ かり と 円滑化でき

る よ う 、 委員会メ ン バーによ る 議案の誤字脱字や添付資料の精査を 行う こ と で、 精度の

高いアジェ ン ダを 構築し ま す。 さ ら に、 諸会議において一人ひと り が人ご と ではなく 自

分の事だと 認識を 持っ て議論し ても ら う ために、 ゆと り を も っ て事前に確認ができ る よ

う ７ ・ ５ ・ ３ シス テム に基づいた議案提出期限を 厳守する こ と で、 よ り 深い意見が活発

に出る よ う にし ま す。 ま た、 総会及び理事会の会議内容が次年度以降の青年会議所活動

において一助と なる ために、 正確な議事録の作成を 行う こ と で、 次年度以降への引き 継

ぎがス ム ーズに行える よ う にし ま す。 そし て、 広報活動では佐賀青年会議所の存在を 、

も っ と 一般市民に理解し て頂く ために、 Ｈ P 等のＷｅ ｂ ツ ールを 十分に活用し 、 活動目

的や、 事業内容の周知、 事業への一般の方々の参加の呼びかけなど を 分かり やすく 発信

する こ と で、 老若男女を 問わず多く の人々に対し 佐賀青年会議所の存在価値を 高めてい

き ま す。

　 組織の骨格を 担う 総務委員会が、 伝統ある 佐賀青年会議所の組織基盤を 強固に築き 上

げる と と も に、「 Ｏ Ｎ Ｅ 　 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ」 と し て、 光り 輝く 佐賀の未来を 想像し 、 仲間と と

も に元気・ やる 気・ 勇気を も っ て佐賀の明る い未来を 創造し ていき ま す

【 事業計画】

１ ． 諸会議の運営活動（ 通年）　

２ ． 諸記録の整理（ 通年）　

３ ． サマーコ ン フ ァ レ ン ス （ 横浜） 参加者への支援（ ７ 月）

４ ． 献血活動の推進（ ４ 月）

５ ． 広報活動、 情報の発信（ 通年）　

６ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）　
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国 際 ・ ビ ジ ネ ス 室

室 　 長

園 田 耕 太 郎

国際・ ビジネス委員長

福 田 　 将 也
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国際・ ビジネス 委員会　 基本方針

国際・ ビジネス 室　 国際・ ビジネス 委員会　  

委員長　 福田　 将也　

　 わが国では、 外国人労働者の受け入れが急速に拡大し 国際化が進んでいま す。 一般社

団法人佐賀青年会議所と し ても 、 社圑法人台南市新營國際青年商會と の国際交流を 通じ

外国人と のコ ミ ュ ニケーショ ン 能力を 高める 必要があり ま す。 ビ ジネス においてはプロ

ゲーマー、 Ｙ ｏ ｕ Ｔ ｕ ｂ ｅ ｒ など 、 趣味が職業になる 時代を 迎え、 住む場所にと ら われ

ず活躍でき る 可能性を 秘め、 地域でも 活力あふれ個性豊かな社会を 創造する 必要があり

ま す。

　 ま ずは、 異国の価値観を 尊重し あえる 関係や絆を 築く ために、 １ ９ ８ ５ 年から ３ ６ 年

目を 迎えた新營Ｊ Ｃ と の交流を 本年も 行い、 国際感覚を 高め地域社会に貢献する 人材と

なれる よ う 成長を 促し ま す。 そし て、 諸先輩から 受け継いだ交流の伝統を 守り 続ける た

めに、 交流未体験のメ ン バーにも 国際交流の良さ を 伝え多く のメ ン バーで訪問し 、 よ り

一層の交友関係を 深めま す。 さ ら に、 交流の更なる 発展を 目指すために、 会務交流会議

や姉妹締結の再調印を 行い、 新營Ｊ Ｃ と の関係性を よ り 確固たる も のにし ま す。 ま た、

新し い時代に必要な能力・ 知識を 身につける ために、 時代を 先駆ける 職業を 体感でき る

よ う な事業を 行い、 ビ ジネス における 適応力の向上を 図り ま す。 そし て、 時代の変化の

中で生ま れる 新たなビ ジネス を 見出し ていく ために、 ビ ジネス になる よ う なヒ ン ト ・ ア

イ デアや考える 力を 蓄えイ メ ージを 創造でき る 場を 提供し 、 佐賀の発展を 促進し ま す。

　 こ れら の事業を 通じ 人と 人と の出逢いに感謝し 、 得た経験を 個人の成長につなげる と

と も に、グロ ーバルな視野や感覚で、光り 輝く 佐賀の未来を 想像し 、仲間と と も に元気・

やる 気・ 勇気を も っ て佐賀の明る い未来を 創造し ていき ま す。

【 事業計画】

１ ． 新營Ｊ Ｃ 訪問・ 交流（ ４ 月）

２ ． ビ ジネス 事業の企画・ 運営（ ７ 月）

３ ． シニア総会　 参加者への支援（ １ 月）

４ ． 例会の企画・ 運営（ ３ 月）

５ ． 佐賀ブロ ッ ク 大会　 参加者への支援（ ６ 月）

６ ． Ｊ Ｃ Ｉ 世界会議（ 横浜） 参加者への支援（ １ １ 月）

７ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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会 員 研 修 室

人財づく り 委員長

岩 永 　 清 邦

室 　 長

兵 働 　 将 崇
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人財づく り 委員会　 基本方針

会員研修室　 人財づく り 委員会　  

委員長　 岩永　 清邦　

　 情報化社会と 言われる 現代において、 価値観も 多様化し 様々な団体が設立さ れ、 人財

が分散化し ている 中で、 青年会議所では会員数の減少が進んでおり 、 魅力を 語れる 諸先

輩の卒業や入会年数の浅い会員の割合が高く なっ ていま す。 こ のよ う な中、 明る い豊か

な社会を 築き 上げる ために、 私たちが社会へよ り 大き な影響力を も ち続ける には、 今ま

で以上に会員一人ひと り が率先し て学び、 リ ーダーシッ プを 発揮し 、 地域を 牽引する 人

財と なる こ と が必要です。

　 ま ずは、 メ ン バーが青年会議所の魅力や意義について再認識する ために、 入会年数の

長いメ ン バーも 運動の意義について学び直す研修会を 開催し 、 青年会議所の活動の取り

組み意識を 高めま す。 そし て、 入会間も ないメ ン バーが活動の理解と 横の繋がり を つく

る ために、 メ ン バー同士の対話を 大切にする 研修を し 、 関係を 築く こ と で、 仲間と 共に

青年会議所の輪を 広げる 活動へと つなげま す。 さ ら に、 メ ン バーが地域づく り の事業企

画を 積極的に考えら れる よ う になる ために、様々な団体と 意見交換ができ る 場を 創出し 、

協働で創り あげ未来を 描く こ と で、地域の未来を 先導する 人財と し ての意識を 高めま す。

ま た、 描いた未来を 現実と する ために、 同じ 志を 掲げる 仲間と 共に実践し 、 小さ な成功

体験を 積み上げていく こ と で、 自信に溢れた活動ができ る 人財を 創造し ま す。 そし て、

こ れま で以上に効果的な青年会議所運動を 推進する ために、 研修の成果を 実感し ていた

だく こ と で、 今後メ ン バー一人ひと り の活力ある 活動につなげま す。

　 こ の４ ０ 歳ま での限ら れた時間の中で、 仲間と 共に学び、 様々な場面を 経験し 、 広い

視野と 人脈を も っ た人財で、光り 輝く 佐賀の未来を 想像し 、仲間と と も に元気・ やる 気・

勇気を も っ て佐賀の明る い未来を 創造し ていき ま す。

【 事業計画】

１ ． 新入会員並びに会員研修の企画・ 運営（ 通年）

２ ． 会員研修事業の企画・ 運営（ ６ 月）

３ ． 新年会の企画・ 運営（ １ 月）

４ ． 例会の企画・ 運営（ ４ 月、 ９ 月）

５ ． 全国大会札幌大会参加者への支援（ ９ 月）

６ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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青 少 年 ・ 環 境 室

室 　 長

副 島 　 浩 司

青少年・ 環境委員長

光 吉 　 勝 助
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青少年・ 環境委員会　 基本方針

青少年・ 環境室　 青少年・ 環境委員会　  

委員長　 光吉　 勝助　

　 私たちが住み暮ら す地域では、 自然の中でのびのびと 遊ぶ子ど も の姿が見かけら れま

し たが、 ラ イ フ ス タ イ ルや社会構造の変化等も あり 、 子ど も たちが自然と 触れ合う 機会

や家族と 対話する 時間が希薄化し ている 傾向があり ま す。 一般社団法人佐賀青年会議所

でも 、地域が有する すばら し い自然環境の大切さ を 知り 、地域の良さ に親子で触れ合い、

郷土のすばら し さ を 再発見する と と も に、 遊ぶ楽し さ だけではなく 、 学ぶ楽し さ も 教え

ていく こ と が必要です。

　 ま ずは、 子ど も たちが地域のすばら し さ を 再発見する ために、 地域の人たちと の交流

の場を 設ける こ と で、 地域に愛着を 持ち、 コ ミ ュ ニケーショ ン 能力を 高める こ と を 促し

ま す。 そし て、 地域の未来を 担う 子ど も たちが将来の夢や目標を 抱く ために、 多様な体

験活動の機会を 提供し 、 大人と 子ど も が触れ合える 機会を 設ける こ と で、 社会性を 身に

つけ自立する 力へと つなげま す。 さ ら に、 世の中は様々な人で成り 立っ ている こ と を 認

識する ために、 幅広い世代の人たちと の交流を 深める こ と で、 互いの考えを 理解し なが

ら も 協力し 合う 、 強い人間関係を 構築し ま す。 ま た、 次世代に豊かな環境を 残し ていく

ために、 一つ一つでき る こ と を やっ ていく こ と が大切である こ と を 改めて認識し 、 長年

諸先輩が続けてこ ら れた河川清掃を メ ン バーの意識改善の機会と 捉え実施し ま す。

　 青少年・ 環境事業を 通じ て、 地域・ 社会と のつながり を 活かし 、 子ど も たちが夢や希

望を 持ち、 光り 輝く 佐賀の未来を 想像し 、 仲間と と も に元気・ やる 気・ 勇気を も っ て佐

賀の明る い未来を 創造し ていき ま す。

【 事業計画】

１ ． 青少年・ 環境事業（ １ ０ 月）

２ ． 河川清掃の実施（ ４ 月・ １ ０ 月）

３ ． 厄入厄晴の企画・ 運営（ １ 月）

４ ． 例会の企画・ 運営（ ６ 月）

５ ． 九州地区大会参加者への支援（ ８ 月）

６ ． 卒業生を 送る 会の企画・ 運営（ １ ２ 月）

７ ． 会員拡大　 拡大目標　 各委員会５ 名（ 通年）
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ま ち づ く り 室

まちづく り 委員長

森 永 　 正 昭

室 　 長

吉 村 　 篤
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ま ちづく り 委員会　 基本方針

ま ちづく り 室　 ま ちづく り 委員会　  

委員長　 森永　 正昭　

　 人口減少と 高齢化の問題はわが国では喫緊の課題と さ れており ま すが、 佐賀において

も 人口減少は既に本格的に始ま っ ており ま す。 我々の住む地域においても 様々な組織・

団体での担い手が不足し てき ており 、 単一の組織だけでの活動では地域を 盛り 上げる の

は容易ではなく なっ てき ており ま す。 一般社団法人佐賀青年会議所がま ちを 盛り 上げる

べく 、影響力を 持つ組織と 対話を 進めて信頼関係を 醸成し 共に行動する こ と が必要です。

　 ま ずは、 市民の皆様がふる さ と の夏の思い出と し て共有出来る ま つり を 創る ために、

第４ ９ 回佐賀城下栄の国ま つり で多く の方々の心に残る 花火大会を 行う こ と で、 諸先輩

が築いてこ ら れた伝統を 次世代につなげま す。 そし て、 来年に控える ５ ０ 回目と いう 節

目の年に向けてよ り 良い栄の国ま つり にする ために、 各団体や行政と 積極的に意見交換

を 行い、 各団体と 交流を 深め青年会議所が主体と なっ て率先し て取り 組むこ と で、 佐賀

青年会議所のメ ン バー同士の絆を 深めあう と と も に協力関係を 強固なも のと し ま す。 さ

ら に、 地域を 盛り 上げる ために、 郷土理解を 図り 地域で育っ た市民の皆様が故郷に愛着

と 誇り を 持ち魅力を 感じ る 事業を 行う こ と で、 地域社会の担い手不足の解消につなげま

す。 ま た、 佐賀青年会議所のメ ン バー一人ひと り が柔軟な発想を 身につけて市民の皆様

のために、 ま ちの将来を 真剣に考え新し いま ちの魅力を 佐賀青年会議所から 発信する こ

と で、 地域の皆様にま ちづく り に興味を も っ ていただき ま す。

　 佐賀青年会議所メ ン バーがま ちづく り を 通し て関係団体と 積極的に交流し 共に築いた

経験を も と に、 佐賀で働き たいと 思う 若者を 増やし 、 未来を こ れから も 共に考え、 新た

に光り 輝く 佐賀の未来を 創造し 、 仲間と と も に元気・ やる 気・ 勇気を も っ て佐賀の明る

い未来を 創造し ていき ま す。

【 事業計画】

１ ． 佐賀城下栄の国ま つり 参画（ ８ 月）

２ ． ま ちづく り 事業の企画・ 運営（ ８ 月）

３ ． 例会の企画・ 運営（ ７ 月・ １ １ 月）

４ ． シニア交流事業の企画・ 運営（ ５ 月）

５ ． 京都会議の参加者への支援（ １ 月）

６ ． ク リ ス マス 会交流会（ １ ２ 月）

７ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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会 員 拡 大 室

会員拡大委員長

韓 　 冬 梅
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会員拡大委員会　 基本方針

会員拡大室　 会員拡大委員会　  

委員長　 韓　 冬梅　

　 一般社団法人佐賀青年会議所は、創立以来創始の精神と 諸先輩の熱い思いを 受け継ぎ、

会員数が減少し つつある 課題に直面し た中、 会員一人ひと り の取り 組みと 諸先輩のご 尽

力によ っ て、会員減少に歯止めを かけ、活気に満ちた組織へと 転じ てき ま し た。 し かし 、

近年若者の意識の変化、 他団体の台頭など によ り 、 青年会議所への入会希望者が減っ て

おり ま す。 こ のよ う な社会情勢の中でも 、我々は明る い豊かな社会の創造に向け、活動・

運動を 推進し ていく こ と が求めら れ、 その原動力と し て全会員で拡大に取り 組み、 組織

を 強化し ていく 必要があり ま す。 　

　 ま ずは、 次世代を 担う 人財を 発掘し 会員拡大に繋げていく ために、 メ ン バーが一丸と

なっ て候補者の情報を 収集し 共有でき る 体制を 整える と と も に、 Ｊ Ｃ への関心を 高め、

と も に行動する 仲間を 増やし ていき ま す。 そし て、 佐賀青年会議所の運動がよ り 効果的

に展開し ていく ために、 会員拡大委員会が全会員と 連携し ながら 紹介者と 共に入会候補

者を 訪問し て、 青年会議所の魅力を 伝え、 入会意識を 高めま す。 さ ら に、 会員拡大を 円

滑に進める ために、 佐賀青年会議所が行っ てき た事業活動の説明やＯ Ｂ 先輩によ る 講演

会など を メ イ ン と し た公開例会を 開催する こ と で、 青年会議所の事業を 理解し ても ら い

ま す。 ま た、 仮入会者を 正式入会へと 導く ために、 仮入会者と 現役メ ン バーと のコ ミ ュ

ニケーショ ン を 取る 場を 設ける こ と で、 相互の理解と 友情を 深め、 今後につながる 信頼

関係を 築き 上げま す。 さ ら に、 限界を 突破する 会員拡大を 成し 遂げる ために、 会員拡大

委員会が率先し て、 佐賀青年会議所の魅力を 様々な団体に向け、 発信し ていく こ と で、

Ｊ Ｃ への関心が高ま り 、 会員拡大に繋げま す。

　 志を 同じ く する 新たな人財を 発掘し 、 共に汗を 流す仲間を 増やすこ と によ り 、 佐賀青

年会議所の結束がよ り 一層固ま り 、 リ ーダーを 育む組織と し て、 新たに光り 輝く 佐賀の

未来を 創造し 、 仲間と と も に元気・ やる 気・ 勇気を も っ て佐賀の明る い未来を 創造し て

いき ま す。 　

【 事業計画】

１ ． 会員拡大　 拡大目標全体　 ３ ０ 名（ 通年）

２ ． 薩長土肥の会（ １ ０ 月）

３ ． 例会の企画・ 運営（ ２ 月、 ５ 月）

４ ． Ａ Ｓ P Ａ Ｃ （ カン ボジア　 シェ ム リ アッ プ） 参加者への支援（ ６ 月）

５ ． 佐賀ブロ ッ ク フ ァ イ ナル参加者への支援（ １ １ 月）
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2 0 2 0 年１月１日から2 0 2 0 年１2 月3 １日まで
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☆

●●●●

JCI関係調整委員会

JCI関係調整委員会

JCI関係調整委員会

山口　寛彰

副島　浩司

光吉　勝助

委員

委員

委員

委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

公　益　社　団　法　人  日  本  青  年  会  議  所  出  向

担当副会長

局長

九  州  地  区  協  議  会  出  向 佐 賀 ブ ロ ッ ク 協 議 会 出 向

江口○尚登

監査担当役員

環　有　明　L　O　M　会　議

まちづくり室

会員研修室

事務局

事務局

佐賀ビジョン発信グループ

副委員長 古川健太郎

会員拡大室

国際室

青少年・環境室松永　公助 渡邉　雅夫

堤　　雄亮

江崎　正徳

江口　尚登

音成　信介

まちづくり室

事務局員

石川さおり

SDGｓ推進委員会
☆は出向理事

兵働○将崇

ブロック大会運営委員会

アカデミー・LOM支援委員会 古川健太郎

畠中○隆嘉

アカデミー・LOM支援委員会

宮原　　巧

久米　雄大

松並○陽一

峰○○一智

吉村○○篤

国民主権確立委員会

国民主権確立委員会 原○○勇太

国民主権確立委員会

国民主権確立委員会

国民主権確立委員会 川上○大輔

船津○貴之

委員環境部会 事務局 次長 峰○○一智

事務局 次長

業　種　部　会 事務局 次長 園田耕太郎

北村○眞士光吉　勝助 財政局

横尾伸一郎溝口　貴将

局長

次長

事務局 局長 次長

高橋○佑輔

事務局

総務委員会 委員 副島　浩司

組織改革会議 委員 北村　眞士 総務委員会 委員 兵働　将崇

総務委員会 委員 吉村○○篤 島内○陽輔

総務委員会

総務委員会 委員長 井内　政徳

木原○典克

会長 江崎○正徳九州地区担当常任理事 江口　尚登 会長 江口　尚登

古賀　真介 水田　和希
【１０名】

小島　　稔 上野　晃旗 川﨑陽一朗 古賀　酵治

北村　眞士 星之内侑里

韓　　冬梅
会員拡大委員会

委員長 副委員長 運営幹事 木原　典克

吉村　　篤
【１０名】

専務理事

古賀　久達 辻　　安隆 松並　陽一 宮原　　巧 江口　功一 井上　貴文

副委員長 運営幹事 秋山翔太郎 勝田裕二朗 星之内　望

副理事長

会員拡大室担当 常任理事

まちづくり委員会

委員長

山口　寛彰 まちづくり室 室長

渡辺　　満

森永　正昭

まちづくり室担当
副島　浩司

【１０名】

島内　陽輔

青少年・環境委員会

委員長

副理事長 青少年・環境室 室長
光吉　勝助

久保　隆佳 水町　範広 黒田　　毅 久米　雄大

松尾　玖美飯笹　壽久 横尾伸一郎 溝口　貴将 古賀　正大

平野　重樹

国友　　茜

副理事長

舩津　和弥 松尾　陽介

運営幹事 西村　誠剛 陣内　宏樹副委員長

総

会

理

事

会

常
任
理
事
会

理
事
長

西
村
祐
二
郎

川上　大輔 会員研修室 室長

青少年・環境室担当

原　　勇太

常任理事

副委員長 運営幹事 井内　政徳 吉富　大介 飯田　哲哉

副理事長

会員研修室担当 常任理事

人財づくり委員会

委員長

岩永　清邦

兵働　将崇
【１１名】

木下　優太 西田満梨絵

江崎　正徳 国際・ビジネス室担当
園田耕太郎

【１０名】

古川健太郎

片岡清治郎 松下　聖矢 関　　春光

直前理事長 副理事長 国際・ビジネス室 室長
福田　将也

小山　智也 菱岡　英貴

田中　徳晃 高橋　佑輔 森　　公照

常任理事

国際・ビジネス委員会

副委員長 運営幹事

吉田　匡佑 池田　和俊

峰　　一智
【１０名】

総務室　室長
松尾　延寿

永田　恭平

鮎川　真理 西村　浩彰畠中　隆嘉

赤川　　綾 福島　雄平

監 事

松永　公助 音成　信介 常任理事

総務委員会

委員長

峰　　一智 木下　優太 塚原　　毅 松尾　陽

事務局長 貞島　博文 坂井　貴紀 木室　　航 末﨑　一壽 牧瀬　周

成清　　光 木原　典克 久保　隆

【総務委員会配属】 木村　徹平 松尾　延寿 右近　諭志 土山　正昭 三原　季

園田耕太郎 新　　大介 松本　真

北村　　健 西村　浩

常任理事 大坪　　喬

秀島　健介 平川　浩司

（LOM内出向） 堤　　一博 渡邉　雅夫 川崎　  晃 西村　誠

香月　　務 辻　　安

北村　眞

下　　博

常務理事 財政局長

井内　政徳

セクレタリーグループ
横尾伸一郎 池田　和俊 貝野　幸徳

飯笹　壽久

松永　公助 古賀　紀和

高橋　佑輔

上野　晃旗

音成○信介

畠中　隆嘉

松尾　陽介

顧問

副委員長 運営幹事

委員長

船津　貴之
枝吉　春喜

【人財づくり委員会配属】

下村　　守

平野　重樹

小山　智也 吉原　祐大

田中　徳晃

吉富　大介

渡邉　雅夫

特 別 顧 問

江口　尚登

総務室担当

顧 問 松瀬　寿和

堤●●雄亮 渡邉　雅夫

直前理事長・特別顧問・監事・顧問担当室

一一般般社社団団法法人人 佐佐賀賀青青年年会会議議所所
22002200年年度度 組組織織図図
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

常任理事会 JC会館 19:30～21:30 12月26日(木) 1月23日(木) 2月20日(木) 3月23日(月) 4月20日(月) 5月20日(水) 6月22日(月) 7月21日(火) 8月20日(木) 9月17日(木) 10月20日(火) 11月24日(火)

理事会 JC会館 19:30～21:30 6日(月) 3日(月) 2日(月) 2日(木) 1日(金) 1日(月) 2日(木) 4日(火) 1日(火) 1日(木) 2日(月) 2日(水)

日付 20日(月) 14日(金) 16日(月) 14日(火) 14日(木) 15日(月) 14日(火) 18日(火) 14日(月) 14日(水) 16日(月) 11日(金)

区分 総会 例会 例会 例会 例会 例会 例会 総会 例会 総会 例会 例会

担当委員会 総務 拡大 国際 研修 拡大 青少年 まつり 総務 研修 総務 まつり 青少年

総務室 総務委員会 9日(木) 7日(金) 5日(木) 6日(月) 11日(月) 4日(木) 6日(月) 7日(金) 8日(火) 5日(月) 10日(火) 9日(水)

国際・ビジネス室 国際・ビジネス委員会 8日(水) 7日(金) 6日(金) 6日(月) 7日(木) 5日(金) 6日(月) 7日(金) 9日(水) 5日(月) 9日(月) 8日(火)

会員研修室 人財づくり委員会 9日(木) 5日(水) 5日(木) 7日(火) 7日(木) 4日(木) 7日(火) 5日(水) 8日(火) 6日(火) 9日(月) 9日(水)

青少年・環境室
青少年・環境委員
会

8日(水) 5日(水) 4日(水) 7日(火) 11日(月) 3日(水) 7日(火) 5日(水) 9日(水) 6日(火) 11日(水) 8日(火)

まちづくり室 まちづくり委員会 10日(金) 6日(木) 6日(金) 8日(水) 8日(金) 3日(水) 8日(水) 6日(木) 7日(月) 7日(水) 11日(水) 7日(月)

会員拡大室 会員拡大委員会 10日(金) 6日(木) 4日(水) 8日(水) 8日(金) 5日(金) 8日(水) 6日(木) 7日(月) 7日(水) 10日(火) 7日(月)

LOM事業 事業名 新年会 献血運動 クリスマス会

厄入厄晴 新營JC訪問 卒業生を送る会

佐賀ブロック 事業名 佐賀会議 ブロック大会

開催場所 21日（日）

30日(水) 鳥栖

役員会議 15日(水) 13日(木) 13日(金) 10日(金) 15日(金) 16日(火) 15日(水) - 15日(火) 15日(木) 13日(金) 15日(火)

開催場所 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 - 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀

会員会議所会議 27日(月) 26日(水) 26日(木) 27日(月) 26日(火) 26日(金) 27日(月) - 29日(火) 26日(月) 26日(木) 24日(木)

開催場所 伊万里 陶都有田 鹿島 唐津 武雄 佐賀 鹿島 - 伊万里 陶都有田 鳥栖 唐津

九州地区 大会等 九州地区 九州コンファレンス

開催場所 サッカー大会 さつま出水

5/17 8/29～8/30

会務正副 7日(火) 7日(金) 9日(月) 8日(水) 8日(金) 8日(月) 3日(金) - 4日(金) 9日(金) 9日(月) 2日(水)

地区役員会議 14日(火) 18日(火) 23日(月) 20日(月) 20日(水) 22日(月) 13日(月) - 18日(金) 19日(月) 24日(火) 21日(月)

開催場所 さつま出水 天草本渡 諫早 対馬 つくし 中津 さつま出水 - 未定 大分 日向 佐賀

JCI・日本JC ＪＣＩ諸会議・ＮＯＭ事業 京都会議 金沢会議 ASPAC サマーコンファレンス 全国大会 JCI世界会議

開催場所 京都 金沢 シェムリアップ 横浜 札幌 横浜

1/16～1/19 2/21～2/23 6/11～6/14 7/18～7/19 9/24～9/27 11/3～11/7

その他 シニア総会 日本JC総会 日本JC総会

佐賀 東京 札幌

30日（木） 3/28（土） 9/25（金）

＜2020年度　年間スケジュール＞

例会
総会

19:30～21:30

ブロック
ファイナル
26日（木）

※１月総会は１７：３０から開始予定

　 佐賀城下
栄の国まつり
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（ 一社）佐賀青年会議所　 2020年度 入会年度別一覧表

年　 度 人数 会　 　 　 　 　 員　 　 　 　 　 名

２００５年（ Ｈ １７） ２ 名 江口　 尚登 松永　 公助

２００７年（ Ｈ １９） ２ 名 川上　 大輔 北村　 眞士

２００８年（ Ｈ ２０） ２ 名 江崎　 正徳 渡邉　 雅夫

２００９年（ Ｈ ２１） ２ 名 堤　 　 雄亮 西村　 浩彰

２０１０年（ Ｈ ２２） ２ 名 音成　 信介 西村祐二郎

２０１１年（ Ｈ ２３） １ 名 原　 　 勇太

２０１２年（ Ｈ ２4） ５ 名 古賀　 酵治 福島　 雄平 船津　 貴之 星之内侑里 渡辺　 　 満

２０１３年（ Ｈ ２５） ２ 名 島内　 陽輔 山口　 寛彰

２０１4年（ Ｈ ２6） １ 名 井内　 政徳

２０１５年（ Ｈ ２７） ６ 名

韓　 　 冬梅 辻　 　 安隆 西村　 誠剛 畠中　 隆嘉 古川健太郎

松瀬　 寿和

２０１6年（ Ｈ ２８） １７名

赤川　 　 綾 片岡清治郎 木下　 優太 木原　 典克 久保　 隆佳

小山　 智也 副島　 浩司 園田耕太郎 田中　 徳晃 西田満梨絵

平野　 重樹 松尾　 玖美 松尾　 延寿 松尾　 陽介 溝口　 貴将

峰　 　 一智 森永　 正昭

２０１７年（ Ｈ ２９） ８ 名

鮎川　 真理 江口　 功一 古賀　 正大 陣内　 宏樹 永田　 恭平

舩津　 和弥 松下　 聖矢 吉村　 　 篤

２０１８年（ Ｈ ３０） １4名

秋山翔太郎 飯田　 哲哉 井上　 貴文 岩永　 清邦 上野　 晃旗

勝田裕二朗 川㟢陽一朗 古賀　 久達 小島　 　 稔 菱岡　 英貴

兵働　 将崇 水田　 和希 光吉　 勝助 森　 　 公照

２０１９年（ Ｒ 元） １6名

飯笹　 壽久 池田　 和俊 国友　 　 茜 久米　 雄大 黒田　 　 毅

古賀　 真介 関　 　 春光 髙橋　 佑輔 福田　 将也 星之内　 望

松並　 陽一 水町　 範広 宮原　 　 巧 横尾伸一郎 吉田　 匡佑

吉冨　 大介
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（ 一社）佐賀青年会議所　 2020年度 年齢別一覧表
年生 人数 会　 　 　 　 　 員　 　 　 　 　 名

S５５年 １4名

星之内　 望 堤　 　 雄亮 北村　 眞士 池田　 和俊 松瀬　 寿和 平野　 重樹

１９８０.２.７ １９８０.２.１３ １９８０.4.２4 １９８０.５.１6 １９８０.５.２３ １９８０.７.１4

森永　 正昭 福田　 将也 江口　 尚登 川㟢陽一朗 吉冨　 大介 永田　 恭平

１９８０.８.１８ １９８０.８.２０ １９８０.８.２５ １９８０.９.２５ １９８０.９.２５ １９８０.１０.１6

峰　 　 一智 副島　 浩司

１９８０.１０.２５ １９８０.１１.２７

S５6年 １３名

井上　 貴文 西村祐二郎 古賀　 正大 木原　 典克 古川健太郎 松永　 公助

１９８１.１.２０ １９８１.１.２０ １９８１.２.１９ １９８１.３.２３ １９８１.4.4 １９８１.５.２１

川上　 大輔 古賀　 真介 飯田　 哲哉 船津　 貴之 赤川　 　 綾 音成　 信介

１９８１.５.２２ １９８１.6.２３ １９８１.８.１０ １９８１.９.１５ １９８１.１１.５ １９８１.１２.１6

韓　 　 冬梅

１９８１.１２.２4

S５７年 １３名

江崎　 正徳 原　 　 勇太 松尾　 陽介 光吉　 勝助 松並　 陽一 渡辺　 　 満

１９８２.１.３ １９８２.１.２８ １９８２.２.２6 １９８２.３.１５ １９８２.３.１７ １９８２.３.２０

古賀　 酵治 陣内　 宏樹 黒田　 　 毅 髙橋　 佑輔 西村　 浩彰 勝田裕二朗

１９８２.6.７ １９８２.７.１１ １９８２.８.１１ １９８２.８.１6 １９８２.８.１８ １９８２.９.３０

久保　 隆佳

１９８２.１０.１4

S５８年 １２名

横尾伸一郎 岩永　 清邦 田中　 徳晃 鮎川　 真理 小島　 　 稔 星之内侑里

１９８３.５.１５ １９８３.８.１０ １９８３.８.２９ １９８３.９.6 １９８３.９.８ １９８３.９.９

兵働　 将崇 島内　 陽輔 井内　 政徳 関　 　 春光 畠中　 隆嘉 吉村　 　 篤

１９８３.９.２０ １９８３. ９. ２７ １９８３.１０.6 １９８３.１０.２０ １９８３.１０.２6 １９８３.１２.２4

S５９年 ７ 名

松尾　 延寿 松尾　 玖美 森　 　 公照 渡邉　 雅夫 山口　 寛彰 片岡清治郎

１９８4.１.１6 １９８4.３.１７ １９８4.５.１２ １９８4.6.２７ １９８4.１０.１ １９８4.１１.５

園田耕太郎

１９８4.１２.２１

S6０年 ４ 名
福島　 雄平 飯笹　 壽久 西村　 誠剛 小山　 智也

１９８５.4.6 １９８５.4.１０ １９８５.８.１５ １９８５.８.２4

S6１年 ４ 名
秋山翔太郎 水町　 範広 久米　 雄大 吉田　 匡佑

１９８6.２.９ １９８6.５.２８ １９８6.７.１０ １９８6.１０.１３

S6２年 １ 名
溝口　 貴将

１９８７.７.８

S6３年 １ 名
舩津　 和弥

１９８８.８.２

H元年 ３ 名
宮原　 　 巧 西田満梨絵 国友　 　 茜

１９８９.4.９ １９８９.５.２８ １９８９.１１.３

H２ 年 ２ 名
辻　 　 安隆 松下　 聖矢

１９９０.6.２５ １９９０.５.２

H３ 年 ２ 名
古賀　 久達 菱岡　 英貴

１９９１.８.２ １９９１.８.２１

H４ 年 ２ 名
木下　 優太 水田　 和希

１９９２.6.２4 １９９２.１１.１０

H６ 年 １ 名
江口　 功一

１９９4.１.１１

H８ 年 １ 名
上野　 晃旗

１９９6.１１.３
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定　 　 款（ 案）

第１ 章　 総　 　 則

（ 名称）

第１ 条　 　  本会は、 一般社団法人佐賀青年会

議所（ 英文名 Saga Junior Cham ber 

Incorporated） と 称する 。

（ 事務所）

第２ 条　 　  本会は、 主たる 事務所を 佐賀県佐賀

市に置く 。

（ 目的）

第３ 条　 　  本会は、 第５ 条に定める 事業を 実

施・ 展開する こ と によ り 、 国際青年

会議所及び公益社団法人日本青年会

議所と の連繫に基づいて、 地域社会

と 国家の発展を 目指し 、 会員相互の

信頼のも と に会員の資質の向上と 指

導力の啓発に努めながら 、 国際理解

を 深め世界の繁栄と 平和に寄与する

こ と を 目的と する 。

（ 運営の原則）

第４ 条　 　  本会は、 特定の個人又は法人その他

団体の利益を 目的と し て、 その事業

を 行わない。

　 　 　 ２ 　  本会は、 こ れを 特定の政党のために

利用し ない。

（ 事業）

第５ 条　 　  本会は、 その目的達成のため次の事

業を 行う 。

　 　 　 　 ⑴　  児童又は青少年の健全な育成を 目

的と する 事業

　 　 　 　 ⑵　  教育、 ス ポーツ 等を 通じ て国民の

心身の健全な発達に寄与する 事業

　 　 　 　 ⑶　  国際的相互理解の促進及び国際社

会への貢献を 目的と する 事業

　 　 　 　 ⑷　  地球環境の保全又は自然環境の保

護を 目的と する 事業

　 　 　 　 ⑸　  国政の健全な運営の確保に資する

事業

　 　 　 　 ⑹　  公正かつ自由な経済活動機会を 保

護・ 促進し 、 その活性化によ る 国

民生活の安定向上を 目的と する 事

業

　 　 　 　 ⑺　  その他本会の目的を 達成する ため

に必要な事業

　 　 　 ２ 　  前項に定める ほか、 必要に応じ て次

の事業を 行う 。

　 　 　 　 ⑴　  指導力啓発の知識及び教養の習得

と 向上並びに能力の開発を 促進す

る 事業

　 　 　 　 ⑵　  国際青年会議所、 公益社団法人日

本青年会議所及び国内、 国外の青

年会議所並びにその他の諸団体と

連携し 、 相互の理解・ 親善を 増進

する 事業

　 　 　 　 ⑶　  本会の目的を 達成する ために必要

な事業

　 　 　 ３ 　  前２ 項の事業は佐賀県において行う

も のと する 。

第２ 章　 会　 　 員

（ 会員の種類）

第６ 条　 　  本会の会員は、 次の４ 種と し 、 正会

員を も っ て一般社団法人及び一般財

団法人に関する 法律（ 以下「 一般社

団・ 財団法人法」 と 言う 。 ） 上の社

員と する 。

　 　 　 　 ⑴　 正会員

　 　 　 　 ⑵　 特別会員

　 　 　 　 ⑶　 名誉会員

　 　 　 　 ⑷　 賛助会員

（ 正会員）

第７ 条　 　  正会員は、 佐賀市及びその周辺の地

域に住所又は勤務先を 有する 20歳以

上40歳未満の品格ある 青年で、 理事

会において入会を 承認さ れたも のを

いう 。 ただし 、 事業年度中に40歳に

達し た場合は、 その事業年度の終了

の日ま では正会員と し ての資格を 有

する 。

　 　 　 ２ 　  既に他の青年会議所の正会員である

者は、 本会の正会員と なる こ と はで

き ない。

（ 特別会員）

第８ 条　 　  特別会員は、 40歳に達し た日の属す

る 事業年度が終了する ま での間正会

員であっ た者を いう 。

（ 名誉会員）

第９ 条　 　  名誉会員は、 本会に功労があ る 者

で、 理事会で承認さ れた も のを い

う 。

（ 賛助会員）

第１ ０ 条　  賛助会員は、 本会の目的に賛同し 、

定款・ 諸規定
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その発展を 助成し よ う と する 個人、

法人又は団体で、 理事会で承認さ れ

たも のを いう 。

（ 会員の権利）

第１ １ 条　  正会員は、 本定款に定める も ののほ

か、 本会の目的を 達成する ために必

要な全ての事業に参加する 権利を 平

等に享有する 。

　 　 　 ２ 　  特別会員、 名誉会員及び賛助会員の

権利について は、 総会の決議を 経

て、 別に定める 。

（ 会員の義務）

第１ ２ 条　  会員は、 定款そ の他の規則を 遵守

し 、 本会の目的達成に必要な行為を

行う 義務を 負う 。

（ 入会）

第１ ３ 条　  正会員と なろう と する 者は、 正会員

２ 人以上の推薦書を 添えて、 入会申

込書を 理事長に提出し 、 理事会の承

認を 得なければなら ない。

（ 会費等の納入義務）

第１ ４ 条　  正会員は、 入会に際し て入会金を 納

入し なければなら ない。

　 　 　 ２ 　  正会員及び賛助会員は、 毎年、 会費

を 納入し なければなら ない。

　 　 　 ３ 　  前２ 項の入会金及び会費の額並びに

そ の納入方法は、 総会の決議を 経

て、 別に定める 。

（ 休会）

第１ ５ 条　  正会員が、 やむを 得ない事由によ り

長期間本会の活動に参加する こ と が

でき ないと き は、 理事会の承認を 得

て 、 休会する こ と ができ る 。 た だ

し 、 休会中の会費は、 こ れを 免除し

ない。

（ 会員資格の喪失）

第１ ６ 条　  会員は、 次の事由によ り その資格を

失う 。

　 　 　 　 ⑴　  退会し たと き 。

　 　 　 　 ⑵　  死亡又は失踪宣告を 受けたと き 。

　 　 　 　 ⑶　  成年後見開始又は保佐開始の決定

を 受けたと き 。

　 　 　 　 ⑷　  除名さ れたと き 。

　 　 　 　 ⑸　  会費を 納入せず、 その未納入額が

会費の12か月分に達し たと き 。

（ 退会）

第１ ７ 条　  会員が、 本会を 退会し よ う と する と

き は、 同月ま での会費を 納入のう

え、 退会届を 理事会に提出し なけれ

ばなら ない。

　 　 　 ２ 　  退会は理事会の承認を 得なければな

ら ない。 ただし 、 やむを 得ない事由

がある と き はこ の限り ではない。

（ 除名）

第１ ８ 条　  会員が次の各号のいずれかに該当す

る と き は、 総会において総正会員数

の４ 分の３ 以上の同意を 得て、 その

会員を 除名する こ と ができ る 。

　 　 　 　 ⑴　  本会の名誉を 毀損する 行為を し た

と き 。

　 　 　 　 ⑵　  本会の目的遂行に反する 行為を し

たと き 。

　 　 　 　 ⑶　  本会の秩序を 著し く 乱す行為を し

たと き 。

　 　 　 　 ⑷　  本会の活動に長時間参加し ないと

き 。

　 　 　 　 ⑸　  その他正会員と し て適当でないと

認めら れたと き 。

　 　 　 ２ 　  前項の規定によ り 会員を 除名し よ う

と する と き は、 その会員にあら かじ

め通知する と と も に、 除名の決議を

行う 総会において、 弁明の機会を 与

えなければなら ない。

（ 会費等の不返還）

第１ ９ 条　  退会し 、 又は除名さ れた会員が既に

納入し た会費、 入会金その他の金品

は、 いかなる 理由があっ ても こ れを

返還し ない。

第３ 章　 役　 員　 等

（ 種別及び選任）

第２ ０ 条　 本会に、 次の役員を 置く 。

　 　 　 　 ⑴　 理事15人以上60人以内

　 　 　 　 ⑵　 監事２ 人以上５ 人以内

　 　 　 ２ 　  理事のう ち、 １ 人を 理事長、 ２ 人以

上５ 人以内を 副理事長、 １ 人を 専務

理事、 ３ 人以上10人以内を 常任理事

と する 。

　 　 　 ３ 　  理事長を も っ て、 一般社団・ 財団法

人法上の代表理事と し 、 専務理事及

び常任理事を も っ て、 一般社団・ 一

般財団法人法第91条第１ 項第２ 号の

理事（ 以下「 業務執行理事」 と い

う 。 ） と する 。

　 　 　 ４ 　  役員は、 正会員のう ちから 、 総会に

おいてこ れを 選任する 。

　 　 　 ５ 　  監事は、 本会の理事又は職員を 兼任
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する こ と ができ ない。

　 　 　 ６ 　  役員の選任方法については、 総会の

決議を 経て別に定める 。

（ 職務）

第２ １ 条　  理事長は、 本会を 代表し 業務を 統括

する 。

　 　 　 ２ 　  副理事長は、 理事長を 補佐する 。

　 　 　 ３ 　  専務理事は、 理事長及び副理事長を

補佐し て業務を 処理し 、 事務局を 統

括する 。

　 　 　 ４ 　  常任理事は、 理事長、 副理事長及び

専務理事を 補佐し て 業務を 分掌す

る 。

　 　 　 ５ 　  理事長、 副理事長、 専務理事及び常

任理事は、 理事会に提出する 議案の

調整を 行う 。

　 　 　 ６ 　  理事は、 理事会を 構成し 、 本定款の

定める と こ ろによ り 本会の業務の執

行を 決定する 。

　 　 　 ７ 　  理事長、 専務理事及び常任理事は、

毎事業年度毎に４ か月を 超える 間隔

で２ 回以上、 自己の職務執行の状況

を 理事会に報告し な け ればな ら な

い。

（ 監事の職務・ 権限）

第２ ２ 条　 監事は、 次に掲げる 職務を 行う 。

　 　 　 　 ⑴　  理事の職務執行を 監査し 、 監査報

告を 作成する こ と 。

　 　 　 　 ⑵　  理事及び職員に対し て事業の報告

を 求め、 又は本会議所の業務及び

財産の状況を 調査する こ と 。

　 　 　 　 ⑶　  本会の業務並びに財産及び会計の

状況を 監査する こ と 。

　 　 　 　 ⑷　  理事が不正の行為を し 、 若し く は

当該行為を する おそれがある と 認

める と き 、 又は法令若し く は定款

に違反する 事実若し く は著し く 不

当な事実がある と 認める と き は、

遅滞なく その旨を 理事会に報告を

する こ と 。

　 　 　 　 ⑸　  理事会に出席し 、 必要がある と 認

める と き は意見を 述べる こ と 。

　 　 　 　 ⑹　  総会に出席し 、 必要と 認める と き

は意見を 述べる こ と 。

　 　 　 　 ⑺　  必要がある と 認める と き は、 理事

長に対し 理事会の招集を 請求する

こ と 。

　 　 　 　 ⑻　  前号の規定によ る 請求があっ た日

から ５ 日以内に、 その請求があっ

た日から ２ 週間以内の日を 理事会

の日と する 理事会の招集通知が発

せれない場合は、 その請求を し た

監事は、 理事会を 招集する こ と 。

　 　 　 　 ⑼　  理事が総会に提出し よ う と する 議

案、 書類その他電磁的記録その他

の資料を 調査する こ と 。 こ の場合

において、 法令若し く は定款に違

反し 、 又は著し く 不当な事項があ

る と 認める と き は、 その調査の結

果を 総会にて報告する こ と 。

　 　 　 　 ⑽　  理事が本会の目的の範囲外の行為

その他法令若し く は定款に違反す

る 行為を し 、 又はこ れら の行為を

する おそれがある 場合において、

当該行為によ っ て本会に著し い損

害が生ずる おそれがある と き は、

当該理事に対し 、 当該行為を やめ

る こ と を 請求する こ と 。

（ 任期）

第２ ３ 条　  理事の任期は、 選任さ れた翌年の１

月１ 日よ り 同年12月31日ま でと す

る 。 ただし 、 再任を 妨げない。

　 　 　 ２ 　  補欠又は増員によ り 選任さ れた理事

の任期は、 選任さ れた年の12月31日

ま でと する 。

　 　 　 ３ 　  監事の任期は、 選任さ れた事業年度

の定時社員総会の翌日よ り その翌々

年度の定時社員総会の日ま で と す

る 。 ただし 、 再任を 妨げない。

　 　 　 ４ 　  任期の満了前に退任し た監事の補欠

と し て選任さ れた監事の任期は、 退

任し た監事の任期が満了する 時ま で

と する 。

　 　 　 ５ 　  役員は、 辞任又は任期の満了によ り

退任し たこ と によ り 、 第20条に定め

る 定数を 欠く こ と と なる と き は、 辞

任又は任期の満了によ り 退任し た後

も 、 新たに選任さ れた者が就任する

ま では、 なお役員と し ての権利義務

を 有する 。

（ 辞任及び解任）

第２ ４ 条　  役員は、 理事会の承認を 得て辞任す

る こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　  役員は、 総会において解任する こ と

ができ る 。

　 　 　 ３ 　  監事を 解任する 場合は、 総会員の議

決権の４ 分の３ 以上の多数によ る 決

議に基づいて 行わな け ればな ら な
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い。

　 　 　 ４ 　  第18条第２ 項の規定は、 前項の規定

によ り 役員を 解任し よ う と する 場合

に準用する 。 こ の場合において、 第

18条第２ 項中「 会員」 と あ る のは｢

役員｣と 、 ｢除名｣と あ る のは｢解任｣

と 読み替える も のと する 。

（ 直前理事長等）

第２ ５ 条　  本会に、 直前理事長、 顧問及び特別

顧問（ 以下、 「 直前理事長等」 と 言

う 。 ） を 置く こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　  直前理事長は、 前年度の理事長がこ

れにあたり 、 理事長経験を 生かし 、

業務について必要な助言を する 。

　 　 　 ３ 　  顧問及び特別顧問の選任に関し て

は、 第20条４ 項の規定を 準用する 。

　 　 　 ４ 　  顧問は、 理事長を 補佐し 、 本会の運

営に関し て、 理事長の諮問に答え、

又は助言する こ と ができ る 。

　 　 　 ５ 　  特別顧問は、 理事長経験者でなけれ

ばなら ない。

　 　 　 ６ 　  特別顧問は、 理事長経験を 生かし 、

本会の運営に関し て、 理事長の諮問

に答え 、 又は助言する こ と ができ

る 。

　 　 　 ７ 　  直前理事長等の任期は、 第23条第１

項の規定を 準用し 、 辞任及び解任

は、 第24条の規定を 準用する 。

第４ 章　 会　 　 議

（ 種別）

第２ ６ 条　  本会の会議は、 総会及び理事会と

し 、 総会は、 通常総会及び臨時総会

の２ 種と する 。

（ 構成等）

第２ ７ 条　  総会は、 全ての正会員を も っ て構成

する 。

　 　 　 ２ 　  理事会は、 全ての理事を も っ て構成

する 。

　 　 　 ３ 　  直前理事長、 顧問及び特別顧問は、

理事会に出席し 、 意見を 述べる こ と

ができ る 。

　 　 　 ４ 　  監事は、 理事会に出席し 、 必要があ

る と 認めら れる と き は意見を 述べな

ければなら ない。

（ 総会の権能）

第２ ８ 条　  総会は、 一般社団・ 財団法人法に規

定する 事項及び本定款に別に定める

も ののほか、 次の各号に掲げる 事項

を 決議する 。

　 　 　 　 ⑴　  役員の選任及び解任

　 　 　 　 ⑵　  定款の変更

　 　 　 　 ⑶　  事業計画又は収支予算の決定及び

変更

　 　 　 　 ⑷　  事業報告及び会計報告の承認

　 　 　 　 ⑸　  会員の除名

　 　 　 　 ⑹　  次の規則の制定、 変更及び廃止

　 　 　 　 　 ①　 役員選任の方法に関する 規程

　 　 　 　 　 ②　 会員資格に関する 規程

　 　 　 　 　 ③　 会費及び入会金に関する 規則

　 　 　 　 ⑺　  本会の解散

　 　 　 　 ⑻　  解散の場合の会費の徴収、 清算人

の選任及び残余財産の処分方法の

決定

　 　 　 　 ⑼　  理事会において総会に付議し た事

項

　 　 　 　 ⑽　  前各号に定める ほか、 法令に規定

する 事項及び本会の運営に関する

重要な事項

（ 理事会の権能）

第２ ９ 条　  理事会は、 本定款に定める も ののほ

か、 次に掲げる 事項を 決議する 。

　 　 　 　 ⑴　  総会の決議し た事項の執行に関す

る 事項

　 　 　 　 ⑵　  総会の日時、 開催場所及び総会に

付議すべき 事項の決定

　 　 　 　 ⑶　  前条に定める 以外の規則の制定変

更及び廃止

　 　 　 　 ⑷　  その他総会の決議を 要し ない業務

の執行に関する 事項

　 　 　 　 ⑸　  理事の職務執行の監督

　 　 　 　 ⑹　  代表理事及び業務執行理事の選定

及び解職

　 　 　 ２ 　  理事会は次に掲げる 事項その他重要

な業務執行の決定を 理事に委任する

こ と はでき ない。

　 　 　 　 ⑴　  重要な財産の処分及び譲受け

　 　 　 　 ⑵　  多額の借財

　 　 　 　 ⑶　  重要な職員の選任及び解任

　 　 　 　 ⑷　  従たる 事務所その他重要な組織の

設置、 変更及び廃止

　 　 　 　 ⑸　  理事の職務の執行が法令及び定款

に適合する こ と を 確保する ための

体制その他本会の業務の適正を 確

保する ために必要な法令で定める

体制の整備
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（ 開催）

第３ ０ 条　  通常総会は、 毎年１ 月、 ８ 月及び10

月に開催する も のと し 、 １ 月に開催

さ れる 通常総会を も っ て一般社団・

財団法人法上の定時社員総会と す

る 。

　 　 　 ２ 　  臨時総会は、 次に掲げる 場合に開催

する 。

　 　 　 　 ⑴　  理事長が必要と 認めたと き 。

　 　 　 　 ⑵　  理事会が必要と 認めたと き 。

　 　 　 　 ⑶　  ５ 分の１ 以上の正会員から 、 会議

の目的たる 事項及び招集の理由を

記載し た書面によ り 開催の請求が

理事会にあっ たと き 。

　 　 　 ３ 　  理事会は定例理事会及び臨時理事会

の２ 種と し 、 定例理事会は、 毎月開

催する 。

　 　 　 ４ 　  臨時理事会は、 次の各号の１ つに該

当する 場合に開催する 。

　 　 　 　 ⑴　 理事長が必要と 認めたと き 。

　 　 　 　 ⑵　  理事から 、 理事長に対し て会議の

目的を 示し て開催の請求があっ た

と き 。

　 　 　 　 ⑶　  第22条第７ 号の規定によ り 監事か

ら 理事長に対し て 招集の請求が

あっ たと き 。

（ 総会の招集）

第３ １ 条　  総会は、 前条第２ 項第３ 号の場合を

除いて、 理事会の決議に基づき 理事

長が招集する 。

　 　 　 ２ 　  理事長は、 前条第２ 項第３ 号の請求

があっ た場合には、 請求があっ た日

から 30日以内の日を 社員総会の日と

する 臨時総会を 招集し なければなら

ない。

　 　 　 ３ 　  総会を 招集する 場合には、 会議の目

的たる 事項、 その内容、 日時及び場

所を 示し た書面によ り 、 開催日の２

週間前ま でに、 正会員に通知し なけ

ればなら ない。

（ 理事会の招集）

第３ ２ 条　  理事会は、 理事長が招集する 。

　 　 　 ２ 　  理事長は、 第30条第４ 項第２ 号及び

第３ 号に該当する 場合には、 請求の

あっ た日から ５ 日以内に、 請求日か

ら ２ 週間以内の日を 期日と する 臨時

理事会を 招集し なければなら ない。

　 　 　 ３ 　  第30条第４ 項第２ 号の請求があっ た

日から ５ 日以内に、 その日から ２ 週

間以内の日を 開催日と する 理事会の

招集通知が発せら れない場合には、

その請求を し た理事が臨時理事会を

招集する こ と ができ る 。

　 　 　 ４ 　  第30条第４ 項第３ 号の請求があっ た

日から ５ 日以内に、 その日から ２ 週

間以内の日を 開催日と する 理事会の

招集通知が発せら れない場合には、

その請求を し た監事が臨時理事会を

招集する こ と ができ る 。

　 　 　 ５ 　  理事会を 招集する 者は、 理事会の日

の１ 週間前ま でに各理事、 各監事及

び直前理事長等に対し 通知を 発し な

ければなら ない。

　 　 　 ６ 　  前項の規定にか かわら ず、 理事会

は、 理事、 監事及び直前理事長等の

全員の同意がある と き は、 招集の手

続を 経る こ と なく 開催する こ と がで

き る 。

（ 議長）

第３ ３ 条　  総会及び理事会の議長は、 理事長又

は理事長の指名し た者がこ れにあた

る 。 ただし 、 第30条第２ 項第３ 号の

規定に基づき 臨時総会を 開催し た場

合は、 出席正会員の内から こ れを 選

任する 。

（ 定足数）

第３ ４ 条　  総会は、 正会員（ 休会中の会員を 除

く 。 ） の２ 分の１ 以上の出席を も っ

て成立する 。

　 　 　 ２ 　  理事会は、 理事の３ 分の２ 以上の出

席を も っ て成立する 。

（ 議決）

第３ ５ 条　  総会の議事は、 一般社団・ 財団法人

法第49条第２ 項及び本定款に別に定

める も のを 除き 、 出席正会員の過半

数の同意を も っ て決議する 。

　 　 　 ２ 　  理事会の議事は、 出席理事のう ち、

議決に加わる こ と のでき る 理事の過

半数の同意を も っ て決議する 。

　 　 　 ３ 　  前項の決議については、 特別の利害

関係を 有する 理事は議決に加わる こ

と ができ ない。

（ 総会における 書面表決等）

第３ ６ 条　  やむを 得ない理由によ り 総会に出席

でき ない正会員は、 あら かじ め通知

さ れた事項について書面を も っ て議

決権を 行使し 、 又はほかの正会員を
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代理と し て議決権の行使を 委任する

こ と ができ る 。 こ の場合において、

第34条、 第35条及び第37条第１ 項第

３ 号の規定の適用については、 その

正会員は総会に出席し たも のと みな

す。

（ 議事録）

第３ ７ 条　  会議の議事については、 次の事項の

ほか、 法令の規定によ る 事項を 記載

し た議事録を 作成し なければなら な

い。

　 　 　 　 ⑴　  会議の日時及び場所

　 　 　 　 ⑵　  総会にあっ ては正会員、 理事会に

あっ ては理事の現在数

　 　 　 　 ⑶　  総会にあっ てはその総会に出席し

た正会員数の数、 理事会にあっ て

は出席し た理事の数及び氏名（ 表

決委任者及び書面表決者の数を 付

記する こ と 。 ）

　 　 　 　 ⑷　  議決事項

　 　 　 　 ⑸　  議事の経過の要領及びその結果

　 　 　 　 ⑹　  議事録署名人の選任に関する 事項

　 　 　 ２ 　  総会の議事録には、 議長及び出席し

た正会員のう ちから その会議におい

て選任さ れた議事録署名人２ 人以上

が署名捺印し 、 理事会の議事録に

は、 出席し た理事長及び監事が署名

捺印し なければなら ない。

第５ 章　 例　 会　 等

（ 例会）

第３ ８ 条　  本会は、 その目的達成に必要な事業

を 調査し 、 研究し 、 又は実施する た

めに毎月１ 回以上例会を 開催する 。

　 　 　 ２ 　  例会の運営については、 理事会の決

議によ り 定める 。

（ 室）

第３ ９ 条　  本会は、 本会の目的を 達成する ため

に必要な事項を 調査、 研究、 協議す

る ため、 室を 置く 。

　 　 　 ２ 　  室に室長を 置く 。

　 　 　 ３ 　  室長は、 常任理事のう ちから 、 理事

長が理事会の承認を 得て委嘱する 。

（ 委員会）

第４ ０ 条　  本会は、 本会の目的達成に必要な事

項を 調査、 研究、 審議し 、 又は実施

する ため室に委員会を 置く こ と がで

き る 。

　 　 　 ２ 　  委員会に委員長を 置く 。

　 　 　 ３ 　  委員長は、 理事のう ちから 、 理事長

が理事会の承認を 得て委嘱する 。

　 　 　 ４ 　  委員は、 正会員のう ちから 、 委員長

が理事会の承認を 得て任命する 。

　 　 　 ５ 　  正会員（ 理事長、 直前理事長、 副理

事長、 専務理事、 室長、 監事、 顧問

及び特別顧問を 除く 。 ） は、 原則と

し て、 いずれかの委員会に所属し な

ければなら ない。

第６ 章　 資産、 会計、 事業計画等

（ 資産の構成）

第４ １ 条　  本会の資産は、 次の掲げる も のを

も っ て構成する 。

　 　 　 　 ⑴　 財産目録に記載さ れた財産

　 　 　 　 ⑵　 会費

　 　 　 　 ⑶　 入会金

　 　 　 　 ⑷　 寄附金及び補助金

　 　 　 　 ⑸　 事業に伴う 収入

　 　 　 　 ⑹　 資産から 生じ る 収入

　 　 　 　 ⑺　 その他の収入

（ 特定財産の維持及び処分）

第４ ２ 条　  第５ 条の事業を 行う ため不可欠な別

表の特定財産については、 その適正

な 維持及び管理に努める も のと す

る 。

　 　 　 ２ 　  やむを えない理由によ り 特定財産の

全部若し く は一部を 処分し 、 又は担

保に提供する には、 理事会におい

て、 議決に加わる こ と ができ る 理事

の３ 分の２ 以上の決議によ る 承認を

得なければなら ない。

　 　 　 ３ 　  特定財産の維持及び処分について必

要な事項は、 理事会の決議によ り 定

める 。

（ 資産の管理）

第４ ３ 条　  本会の財産は、 理事長が管理・ 運用

し 、 その方法は、 理事会の決議を 経

て 、 理事長が別に定める も のと す

る 。

（ 事業年度）

第４ ４ 条　  本会の事業年度は、 毎年１ 月１ 日か

ら 同年12月31日ま でと する 。

（ 会計区分）

第４ ５ 条　  本会の会計は、 事業年度ご と に一般

会計、 特別会計及び基金会計の３ 種

に区分し て処理する 。

30



　 　 　 ２ 　  一般会計は、 通常の事業遂行に関す

る 収支を 経理する 。

　 　 　 ３ 　  特別会計は、 一般会計で処理する に

は不適当と 認めら れる 大規模又は特

殊の事業に関する 収支を 事業別に経

理する 。

　 　 　 ４ 　  基金会計は、 基金に属する 財産の管

理運用を 経理する 。

（ 事業計画及び予算）

第４ ６ 条　  本会の事業計画及び収支予算は、 事

業年度開始前ま でに理事長が作成

し 、 監事の調査を 受けた上で、 理事

会の決議を 経て総会の承認を 得なけ

ればなら ない。

　 　 　 ２ 　  前項の規定にかかわら ず、 やむを 得

ない理由によ り 収支予算が成立し な

いと き は、 理事会の決議に基づき 、

理事長は、 予算成立の日ま で前事業

年度の予算に準じ 、 収入及び支出を

する こ と ができ る 。

　 　 　 ３ 　  前項の規定によ る 収入及び支出は、

新たに成立し た予算に基づく 収入及

び支出と みなす。

　 　 　 ４ 　  理事長は、 第２ 項の規定によ り 収入

し 、 及び支出し たと き は、 その事業

年度開始の日から 90日以内に総会の

承認を 得なければなら ない。

　 　 　 ５ 　  理事長は、 第１ 項の事業計画又は予

算を 変更し よ う と する と き は、 総会

の承認を 得なければなら ない。

（ 事業報告及び会計報告）

第４ ７ 条　  理事長は、 当該事業年度終了後、 速

やかに、 当該年度にかかる 次の書類

を 作成し 、 監事の監査を 経て、 理事

会の承認を 受けなければなら ない。

　 　 　 　 ⑴　 事業報告書

　 　 　 　 ⑵　 事業報告書の附属明細書

　 　 　 　 ⑶　 公益目的支出計画実施報告書

　 　 　 　 ⑷　 財産目録

　 　 　 　 ⑸　 貸借対照表

　 　 　 　 ⑹　 正味財産増減計算書

　 　 　 　 ⑺　  貸借対照表及び正味財産増減計算

書の附属明細書

　 　 　 ２ 　  監事は、 厳正なる 監査を 行い、 意見

書を 作成し 、 理事長に提出し なけれ

ばなら ない。

　 　 　 ３ 　  理事長は、 前項の意見書を 添えて、

第１ 項第１ 号及び第３ 号から 第６ 号

に掲げる 書類を 総会に提出し 、 第１

項第１ 号及び第３ 号の書類について

はその内容を 報告し 、 第４ 号から 第

６ 号ま での書類についてはその承認

を 求めなければなら ない。

　 　 　 ４ 　  第１ 項第３ 号の書類については毎事

業年度の経過後３ か月以内に行政庁

に提出し なければなら ない。

　 　 　 ５ 　  剰余金の分配は行わない。

　 　 　 ６ 　  理事長は、 総会の承認後、 直ちに、

法令の定める と こ ろによ り 本会の貸

借対照表を 公告し な け ればな ら な

い。

（ 資産の返還請求の禁止）

第４ ８ 条　  会員は、 そ の資格を 喪失する に際

し 、 本会の資産に対し 、 いかなる 請

求も する こ と ができ ない。

第７ 章　 管　 　 理

（ 定款等の備置き ）

第４ ９ 条　  理事長は、 定款その他の諸規則、 会

員名簿及び会員の異動に関する 書

類、 理事・ 監事の名簿、 認定・ 認可

等及び登記に関する 書類、 定款に定

める 総会及び理事会の議事に関する

書類、 財産目録、 役員の報酬規定、

事業計画及び収支予算書等、 事業報

告書及び計算書類等、 監査報告書及

びその他法令で定める 帳簿及び書類

を 常に事務所に備え置かなければな

ら ない。

　 　 　 ２ 　  前項に規定する 帳簿及び書類の閲覧

については、 法令の定める と こ ろに

よ る と と も に、 第９ 章に定める 情報

公開規定によ る 。

　 　 　 ３ 　  第１ 項に規定する 帳簿及び書類を 主

たる 事務所に５ 年間、 従たる 事務所

に３ 年間備え置く も のと する 。

（ 会員によ る 書類の閲覧）

第５ ０ 条　  会員は、 前条第１ 項の書類を いつで

も 閲覧する こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　  理事長は、 正当な理由なく し て閲覧

を 拒むこ と ができ ない。

（ 事務局）

第５ １ 条　  本会の事務を 処理する ため、 本会に

事務局を 置く 。

　 　 　 ２ 　  事務局には、 事務局長その他の職員

を 置く 。

　 　 　 ３ 　  事務局長及びその他の職員は、 理事
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会の決議を 経て 、 理事長が任免す

る 。

　 　 　 ４ 　  前各号のほか、 事務局に関し て必要

な事項は、 理事会の決議を 経て、 理

事長が別に定める 。

第８ 章　 定款の変更及び解散

（ 定款の変更）

第５ ２ 条　  本定款は、 総会において総正会員の

３ 分の２ 以上の同意を 得て変更する

こ と ができ る 。

（ 解散及び残余財産の処分）

第５ ３ 条　  本会は、 一般社団・ 財団法人法第

148条各号に規定する 事由に基づい

て解散する 。

　 　 　 ２ 　  総会の決議に基づいて解散する 場合

は、 総正会員の議決権数の４ 分の３

以上の同意を 得なければなら ない。

　 　 　 ３ 　  本会が解散等によ り 清算する と き に

有する 残余財産は、 総会の決議によ

り 本会と 類似の事業を 目的と する 他

の公益法人又は国若し く は地方公共

団体に寄附する 。

（ 清算人）

第５ ４ 条　  本会の解散に際し ては、 清算人を 総

会において選任する 。

　 　 　 ２ 　  清算人は、 就任の日から ６ か月以内

に清算事務を 処理し 、 総会の承認を

得なければなら ない。

（ 解散後の会費の徴収）

第５ ５ 条　  本会は、 解散後においても 清算完了

の日ま では、 総会の決議を 経て、 そ

の債務を 弁済する に必要な限度内の

会費を 解散の日現在の会員よ り 徴収

する こ と ができ る 。

第９ 章　 情報公開及び個人情報の保護

（ 情報の公開）

第５ ７ 条　  本会は、 公正で開かれた活動を 推進

する た め、 そ の活動状況、 運営内

容、 財務資料等を 積極的に公開す

る 。

（ 個人情報の保護）

第５ ８ 条　  本会は、 業務上知り 得た個人情報の

保護に万全を 期する も のと する 。

（ 公告）

第５ ９ 条　  本会の公告は電子公告によ る 。

　 　 　 ２ 　  やむを 得ない理由によ り 電子公告に

よ る こ と ができ ない場合は、 佐賀新

聞に掲載する 方法によ る 。

第10章　 雑　 　 則

（ 規則等）

第６ ０ 条　  本定款に定める も ののほか、 本会の

運営に関し て必要な事項は、 理事会

の決議を 経て 、 理事長が別に定め

る 。

附　 　 則

１  　 本定款の変更は、 一般社団法人及び一般財

団法人に関する 法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する 法律の施行に伴

う 関係法律の整備等に関する 法律第121条第

１ 項において 読み替え て準用する 同法第106

条第１ 項に定める 公益法人の設立の登記の日

から 施行する 。

２  　 一般社団法人及び一般財団法人に関する 法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する 法律の施行に伴う 関係法律の整備

等に関する 法律第121条第１ 項において読み

替えて 準用する 同法第106条第１ 項に定める

特例民法法人の解散の登記及び公益社団法人

設立の登記を 行っ たと き は、 第44条の規定に

かかわら ず、 登記の日の前日を 事業年度の末

日と し 、 設立の登記の日を 事業年度の開始日

と する 。
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第１ 章　 総　 　 則

第１ 条　 　  本規定は一般社団法人佐賀青年会議

所会員の資格並びに入会希望者の取

扱い、 会費納入、 会員の失格につい

て定める 。

第２ 章　 入　 　 会

第２ 条　 　 推薦及びその資格

　 　 　 １ 　  正会員と し て入会を 希望する 場合、

そ の推薦者は正会員２ 名であ る こ

と 。 但し 、 特別会員が推薦する 場合

は別途２ 名の正会員を 必要と する 。

　 　 　 ２ 　  正会員と し て入会を 希望する も のに

対し て推薦と なる 正会員（ 以下推薦

者と いう ） は次の条件を そなえてい

る こ と 。

　 　 　 　 ⑴　  一般社団法人佐賀青年会議所に２

年以上在籍し ている 事。

　 　 　 　 ⑵　  所定の会費を 完納し ている 事。

　 　 　 　 ⑶　  過去１ 年間に推薦月か ら さ かの

ぼっ て例会（ 総会） 及び委員会に

関し て 60％以上の出席であ る こ

と 。 但し 役員は理事会を 含む。

第３ 条　 　 仮入会手続

　 　 　 １ 　  推薦者は所定の入会希望調書（ 別紙

書式） 及び推薦書（ 別紙書式） を 事

務局に提出する こ と 。 なお入会希望

調書には入会希望者の写真２ 葉を 添

付する こ と 。

第４ 条　 　 入会希望者の審査

　 　 　 １ 　  理事長は入会希望者の審査を 総務委

員会に委任する 。

　 　 　 ２ 　  総務委員会は審議さ れる ２ 週間前ま

でに調書を 受理し て入会希望者に対

し て、 下記につき 所定審査及び調査

を 行う 。

　 　 　 　 ⑴　  定款第７ 条に定めら れた資格を 有

する こ と 。

　 　 　 　 ⑵　  正常な事業に従事する 者である こ

と 。

　 　 　 　 ⑶　  健全な社会人と し ての良識と 教養

を 有する こ と 。

　 　 　 　 ⑷　  本会議所の諸行事に参加する 意思

と 能力を 有する こ と 。

　 　 　 　 ⑸　  会費その他の負担金を 納入する 意

思と 能力を 有する こ と 。

　 　 　 　 ⑹　  推薦者が本規定第２ 条の２ 項に合

致し ている こ と 。

　 　 　 　 ⑺　  前に他の青年会議所の会員であっ

た事実の有無。

　 　 　 　 ⑻　  他の団体への加入の有無及び加入

し ている 場合にはその役員等を し

た事がある か。 ま た、 現在し てい

る こ と の有無。

第５ 条　 　 仮入会許可の決定

　 　 　 １ 　  理事会は総務委員会から の上申に基

づき 報告及び意見を 聴取し 、 出席理

事の３ 分の２ 以上の賛成によ っ て仮

入会の許可を 決定する 。 但し 反対者

が２ 名以上でその反対理由が理事会

に於いて承認さ れた場合は入会出来

ない。

　 　 　 ２ 　  仮入会の審議さ れる 日は理事会日と

する 。

　 　 　 ３ 　  理事会が仮入会の許可を 決定し た場

合は、 その旨を 総務委員会に通知す

る と 共に、 事務局を 通じ て推薦者及

び本人に通知する 。

第６ 条　 　 仮入会の期間及び義務

　 　 　 １ 　  仮入会の期間は３ ヶ 月以内と する 。

　 　 　 ２ 　  理事会に於いて仮入会を 許可さ れた

も のは、 その期間中下記の事項を 履

行する こ と 。

　 　 　 　 ⑴　 例会（ 総会） への出席

　 　 　 　 ⑵　  理事長の指定する 研修及び行事

　 　 　 　 ⑶　  佐賀青年会議所における 基礎知識

の研修

　 　 　 ３ 　  上記の事項を 履行し た者に限り 正会

員と なる 資格を 与える 。

　 　 　 ４ 　  理事会において仮入会を 認めら れた

者に対し て定款第14条に定める 会費

を 請求する 。 但し 、 前項の費用を 請

求の日よ り １ ヶ 月以内に納入し ない

場合は、 自動的に仮入会の許可は取

消さ れたも のと みなす。

第７ 条　 　 資格の取得及び入会の手続き

　 　 　 １ 　  総務委員長は仮入会員がその期間中

に正会員になる べき 条件を 満たし た

か否かを 出席カード 等によ り 審査し

理事会に上申する 。

　 　 　 ２ 　  理事会は総務委員長から の上申に

従っ て正式に入会の諾否について決

定する 。

　 　 　 ３ 　  正式に入会が認めら れた仮入会員が

資　 格　 規　 定
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正会員の資格を 希望する 場合は別に

定めら れた書面によ り 理事長に届出

を 行う と 共に速やかに入会金を 納入

する 。

　 　 　 ４ 　  正式に入会が認めら れ上記の手続き

を 終わっ た者に対し 新会員と し て全

会員に通告する 。

第８ 条　 　 推薦者の義務

　 　 　 　 　  推薦者は新入会員に対し て下記の責

任を 負う 。 但し 責任期間は２ ケ年と

する 。

　 　 　 　 　 ⑴　  新入会員の各種会議、 会合への

出席

　 　 　 　 　 ⑵　  権利義務の遂行及び品行

　 　 　 　 　 ⑶　  入会金及び会費の納入

第３ 章　 入会金並びに会費

第９ 条　 　 会費の納入

　 　 　 １ 　  入会金、 会費は所定の納期に原則と

し て預金口座にて納入する も のと す

る 。

　 　 　 　 ⑴　  入会金　 正会員　 40,000円

　 　 　 　 　 　  ただし 、 会員が卒業ある いは退会

し た後に同じ 企業、 団体から 、 １

年以内に入会する 同数以下の会員

の入会金は、 20,000円と する 。

　 　 　 　 　 　  ま た、 特例と し て同じ 企業、 団体

から 後任と し て入会し 、 在籍期間

が重なる 場合も 適用する 。

　 　 　 　 　 　  上記いずれの場合も 、 同一銀行口

座を 指定口座と する 場合に限る 。

　 　 　 　 ⑵　  会費　 正会員（ 年額） 120,000円

　 　 　 　 　 　 第１ 期（ １ 月～３ 月） 30,000円

　 　 　 　 　 　 １ 月20日

　 　 　 　 　 　 第２ 期（ ４ 月～６ 月） 30,000円

　 　 　 　 　 　 ４ 月20日

　 　 　 　 　 　 第３ 期（ ７ 月～９ 月） 30,000円

　 　 　 　 　 　 ７ 月20日

　 　 　 　 　 　 第４ 期（ 10月～12月） 30,000円

　 　 　 　 　 　 10月20日

　 　 　 　 　 　 賛助会員（ 年額）

　 　 　 　 　 　 法人１ 口　 30,000円

　 　 　 　 　 　 個人１ 口　 10,000円

　 　 　 ２ 　  臨時会費は理事会に於いて定め、 そ

の都度徴収する 。

　 　 　 ３ 　  会費その他の徴収は総務委員会の責

任と する 。 但し 理事会の承認を 経て

総務委員会はその責任においてその

徴収を 第三者に代行さ せる こ と があ

る 。

　 　 　 ４ 　  各納期よ り ３ ヶ 月以上の会費滞納者

については、 総務委員会は理事会に

報告し なければなら ない。

第４ 章　 会員の失格

第１ ０ 条　 会員の除名手続

　 　 　 　 　  定款第18条に定めら れた除名の手続

き は下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　  総会で除名を 審議する 場合は、

当該会員に総会で弁明する 機会

を 与える ため、 少なく と も 10日

以前に文書でその旨本人に通知

し なければなら ない。

　 　 　 　 　 　 　  こ の通知は直接本人に手渡すか

或は本人の住所宛配達証明便で

発送する 。

　 　 　 　 　 　 　 なお推薦者にも 同様と する 。

第１ １ 条　 退会の手続

　 　 　 　 　  定款第17条に定めら れた退会の手続

き は下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　  退会を 希望する 時は退会届を 理

事長に提出する 。

　 　 　 　 　 ⑵　  理事会がこ れを 承認し た 時を

も っ て退会と する 。

　 　 　 　 　 ⑶　  退会会員はその期日ま での会費

を 納入し なければなら ない。

　 　 　 　 　 　 　 但し 既納の会費は返還し ない。

　 　 　 　 　 ⑷　  退会し た 会員の氏名はJC機関

紙及び例会又は総会の席上で公

表する 。

第１ ２ 条　 会員資格喪失の手続き

　 　 　 １ 　  定款第16条第５ 項に定めら れた会員

資格喪失の手続き は下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　  定款第16条第５ 項に定めら れた

会費納入期限の３ か月前に達し

ても 会費の納入がない会員に対

し 、 当該会員の所属する 担当委

員長、 担当室長、 担当副理事長

は会費納入の催促を し なければ

なら ない。

　 　 　 　 　 ⑵　  前号の催促によ る 期限から ３ か

月を 経過する も 、 本人の意思確

認を も っ て未納入会費を 支払う

意思が無かっ たと き には、 総務

委員会よ り 会員資格喪失届を 理

事長に提出し 、 理事会において
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こ れを 承認し 理事会の決議によ

り 会員資格喪失と する 。

　 　 　 　 　 ⑶　  資格喪失と なっ た当該委員に対

し 会員資格喪失通知書を 書面に

て送付する 。

　 　 　 ２ 　  会員資格喪失に伴う 権利及び義務は

下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　  会員が定款第16条の規定によ り

その資格を 喪失し たと き は、 以

後本会議所に対する 会員と し て

の権利を 失い、 義務を 免れる 。

ただし 、 未履行の義務は理事会

においてこ れを 免除する 決議が

なさ れたと き を 除き 、 こ れを 免

れる こ と はでき ない。

　 　 　 　 　 ⑵　  本会議所は、 会員がその資格を

喪失し ても 、 既に納入し た入会

金、 会費及びその他の拠出金品

は、 こ れを 返還し ない。

第１ ３ 条　 休会の手続き

　 　 　 １ 　  休会を 希望する 会員は、 理由を 附し

て休会願いを 提出し なければなら な

い。

　 　 　 ２ 　  理事会は休会願いを 審議し 休会を 承

認し た 場合はそ の旨本人に通知す

る 。

　 　 　 ３ 　  休会中と いえど も 会費は納入し なけ

ればなら ない。

　 　 　 ４ 　  休会者には出席の義務を 免除する 。

　 　 　 ５ 　  休会の事由が消滅し た場合は、 速や

かに届出る も のと する 。

第５ 章　 特別会員の資格

第１ ４ 条　 特別会員の資格

　 　 　 １ 　  制限年齢に達し た正会員は特に申出

ない限り 特別会員の資格を 有する 。

　 　 　 ２ 　  特別会員は総会その他各種会合に出

席する こ と ができ る 。 但し 、 特別会

員は本会議所の役員と なる 事は出来

ない、 又評決権も 有し ない。

第６ 章　 賛助会員の資格

第１ ５ 条　 賛助会員の資格

　 　 　 １ 　  賛助会員は総会で意見を 述べる こ と

ができ る 。 ただし 、 評決権はない。

又本会議所の役員になる こ と はでき

ない。

　 　 　 ２ 　  入会を 希望する と き は、 所定の入会

申込書を 提出する も のと する 。 その

後入会申込書に基づき 、 本会議所理

事会において入会の可否を 決議する

も のと する 。

　 　 　 ３ 　  賛助会員の会員資格は入会初年度に

限り 入会月よ り 12月31日ま でと し 、

翌年度よ り １ 月１ 日から 12月31日の

１ ヶ 年と する 。 ただし 再入会を 妨げ

ない。

　 　 　 ４ 　  賛助会員は有効期間終了日３ ヶ 月以

上前ま でに退会する 旨の申し 出に

よ っ て退会する こ と ができ る 。 申し

出がない場合は翌年も 会員資格を 自

動更新する 。

　 　 　 ５ 　  賛助会員は入会と 同時に初年度分会

費を 納入する も のと し 以後は毎年２

月末ま でに当該年度分を 納付する 。

ただし 年度途中での退会に際し ての

会費の返却は行わない。

　 　 　 ６ 　  賛助会員は当該年度分の会費を 所定

の期日ま でに納めない場合は、 当年

の資格を 喪失する も のと する 。

　 　 　 ７ 　  会員は会員資格を 第三者に譲渡でき

ない。

第７ 章　 雑　 　 則

第１ ６ 条　 細　 　 則

　 　 　 　 　  本規定に定める も のの外、 本会議所

の会員資格に関する 必要な事項は理

事会において決定する 。

第１ ７ 条　 附　 　 則

　 　 　 　 　  本規定は、 平成27年９ 月１ 日から 施

行する 。

　 　 　 　 　 平成27年９ 月１ 日改正

　 　 　 　 　 平成29年10月１ 日改正

第１ 章　 総　 　 則

第１ 条　 　  本会議所の運営についての細則は、

本規定の定める と こ ろによ る 。

第２ 章　 例会なら びに出席

第２ 条　 　  例会は原則と し て毎月１ 回14日に行

う 。 ただし 、 他の事業や行事を 考慮

運　 営　 規　 定
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に入れ出来る 限り 会員が出席し やす

い日に開催する こ と が望ま し い。

第３ 条　 　 出席に関する 事項

　 　 　 １ 　  会員は総会、 例会およ び委員会等の

会合に出席の義務を 有する 。

　 　 　 ２ 　  国際青年会議所（ 世界、 アジア） 、

日本青年会議所、 九州地区、 佐賀ブ

ロ ッ ク の各大会に出席し た場合は、

本人の希望によ り 、 総会ま たは例会

に各１ 回出席し たも のと し て取り 扱

う 事ができ る 。

　 　 　 ３ 　  全ての会合において、 欠席、 遅刻、

早退する 場合は事前に届出なければ

なら ない。

　 　 　 ４ 　  公用出張によ り 第１ 号に定める 各会

合に出席でき ない時は、 別に定める

様式を も っ て届出を なし た場合に、

当該会合は出席し たも のと みなす。

公用出張の範囲は、 理事長が決定す

る 。

　 　 　 ５ 　  会員の会合に出席する 際はJCバッ

チを 着用し なければなら ない。 ただ

し 、 ６ 月１ 日から ９ 月30日の間に開

催さ れる 会合においてはク ールビ ズ

適用期間と し 、 襟付シャ ツ など 正装

着用を 原則と する 。（ 該当期間のJC

バッ チ着用は、 任意と する 。）

第３ 章　 室およ び委員会

第４ 条　 　  当該年度の理事長が理事会において

協議の上決定する 。 ま た、 各委員会

において、 小委員会ま たは分科会を

設置する こ と がある 。

第５ 条　 　 構　 　 成

　 　 　 １ 　  室およ び委員会は佐賀青年会議所正

会員によ り 構成する 。

　 　 　 ２ 　  各室およ び委員会には、 室長１ 名、

副室長２ 名以内、 委員長１ 名、 副委

員長２ 名以内、 運営幹事若干名を 置

く こ と ができ る 。

第６ 条　 　 編成およ び所属

　 　 　 １ 　  室およ び委員会は前年度末ま でに、

理事会において編成する 。

　 　 　 ２ 　 委員会への所属

　 　 　 　 ⑴　  定めら れた委員会定数以内で行う 。

　 　 　 　 ⑵　  副委員長、 運営幹事は委員長が指

名する 。

　 　 　 　 ⑶　  事業の連携を 考慮し 出向者の所属

希望を 優先する 。

　 　 　 　 ⑷　  前年度総会、 例会およ び委員会の

出席率を 考慮し 、 会員の所属希望

を 優先する 。

　 　 　 　 ⑸　  同率の場合は、 残余在籍年数の少

ないも のを 優先する 。

　 　 　 ３ 　  新入会員の配属は、 資格規定６ 条に

定める 出席を 考慮し 正会員に準る 。

第７ 条　 　  正副室長、 正副委員長、 運営幹事の

任務

　 　 　 １ 　 室長の任務

　 　 　 　 　  室長は特別事業の遂行なら びに委員

会事業の遂行を 円滑になら し める た

め、 分掌する 各委員会の長を 指揮す

る 。

　 　 　 ２ 　 副室長の任務

　 　 　 　 ⑴　  室長を 補佐し 、 室長事故ある と き

は代行する 。

　 　 　 　 ⑵　  室内委員会相互の連絡、 調整

　 　 　 　 ⑶　  室合同会議への出席動員およ び管

理

　 　 　 ３ 　 委員長の任務

　 　 　 　 ⑴　  委員長は委員会を 総括し 、 その運

営に当たる 。

　 　 　 　 ⑵　  委員長は委員会を 招集し 、 主管

る 。

　 　 　 　 ⑶　  委員長は委員会決定事項を 理事会

に答申提案する 。

　 　 　 ４ 　 副委員長の任務

　 　 　 　 ⑴　  委員長を 補佐し 、 委員長事故ある

と き は、 代行する 。

　 　 　 　 ⑵　  小委員会ま たは分科会を 総括し そ

の運営に当たる 。

　 　 　 　 ⑶　  事業計画の具体化のために相当職

務を 掌握し 会務を 遂行する 。

　 　 　 　 ⑷　  委員会開催のための資料等、 事前

準備を 行う 。

　 　 　 ５ 　 運営幹事の任務

　 　 　 　 ⑴　  委員長、 副委員長を 補佐する 。

　 　 　 　 ⑵　  委員相互間の連絡調整を 行う 。

　 　 　 　 ⑶　  例会、 総会、 委員会への出席要請

を 行う 。

　 　 　 　 ⑷　  委員会名簿、 議事録、 帳簿の保管

およ び管理を 行う 。

第８ 条　 　 運　 　 営

　 　 　 １ 　  各室は、 所属する 各委員の事業を 調

整し 指導する 。

　 　 　 ２ 　  各委員会は、 そ れぞれの分掌につ
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き 、 企画、 研究、 審議する 。

　 　 　 ３ 　  各委員会で、 企画、 研究、 審議さ れ

た事業は、 理事会にはかり その実施

を 決定する 。

　 　 　 ４ 　  実施決定の事業は、 担当委員会が中

心と なっ てその実施にあたり 、 全会

員の協力のも と に推進する 。

　 　 　 ５ 　  各委員会は、 毎月一回定例会合を も

ち、 必要に応じ て随時開催する 。

　 　 　 ６ 　  各委員会は、 定例会合の議事録を 作

成し 会合後一週間以内に事務局に提

出する 。

　 　 　 ７ 　  各委員会は、 前年度末迄に当該年度

の事業計画案を 理事会に提出する 。

　 　 　 ８ 　  各委員会は、 遅く と も 事業実施の前

月の理事会に、 別に定める 様式を

も っ て事業計画予算書を 提出し 、 そ

の実施を 決定する 。

　 　 　 ９ 　  各委員会は、 事業終了後速やかに別

に定める 様式を も っ て事業報告決算

書を 理事会に提出する 。

　 　 　 10　  各委員会の事業内容、 決算内容の監

査について、 監事の要求ある と き は

何時でも 応じ なければなら ない。

第４ 章　 細　 　 則

附　 　 則

　 　 　  本規定は、 平成７ 年１ 月１ 日から 施行す

る 。

　 　 　 平成６ 年10月20日改正

第１ 章　 目　 　 　 的

第１ 条　 　  本規定は本会議所の運営を 円滑に

し 、 その目的達成を 容易なら し める

為、 事務局、 会計、 経理、 慶弔、 旅

費等に関する 事項を 規定する 。

第２ 章　 事　 務　 局

第２ 条　 　  事務局は事業年度毎に次の分類に従

い、 文書等を 整理保存し なければな

ら ない。

　 　 　 　 　 ⑴　  本会議所の定款及び諸規定

　 　 　 　 　 ⑵　  総会、 例会及び理事会の議事録

　 　 　 　 　 ⑶　  本会議所内部に関する 書類

　 　 　 　 　 ⑷　  日本青年会議所及び他青年会議

所に関する 書類

　 　 　 　 　 ⑸　  事務局日誌

　 　 　 　 　 ⑹　  本会議所会報綴

　 　 　 　 　 ⑺　  日本青年会議所及び他青年会議

所会報綴

　 　 　 　 　 ⑻　 受信簿、 発信簿

　 　 　 　 　 ⑼　 会計諸帳簿

　 　 　 　 　 ⑽　  その他重要と 認めら れる 書類

第３ 条　 　  事務局は備品台帳を 整備し 、 貸し 出

し 回数、 廃棄等の記録を 行い備品を

完全に整備し なければなら ない。 廃

棄に当たっ ては理事会の承認を 受け

なければなら ない。

第４ 条　 　  外部によ り 受信し た書類は、 正副理

事長及び各委員長が閲覧し 処理する

も のと する 。 用済後は速やかに事務

局に戻し 、 全て事務局に於いて保管

する も する 。

第５ 条　 　  総会、 例会及び理事会の議事録は毎

回確実に作成し 、 必要に応じ て、 そ

れぞれ会員或は理事会に通知し なけ

ればなら ない。

第３ 章　 会計経理

第６ 条　 　  会計に用いる 帳簿は次のも のと す

る 。

　 　 　 ⑴　 帳　 簿　

　 　 　 　 　  金銭出納帳、 総勘定元帳、 会費徴収

簿

　 　 　 ⑵　 決算書類及び諸表

　 　 　 　 　  賃借対照表、 予算、 収支、 増減対照

表、 事業報告書、 財産目録、 未収金

明細書、 監査報告書、 未払金明細書

　 　 　 ⑶　 伝　 票

　 　 　 　 　 出入金伝票、 振替伝票

第７ 条　 　  会計帳票は次の区分に従い保存する

も のと する 。

　 　 　 ⑴　 決算書類　 永久保存

　 　 　 ⑵　 其の他の書類

　 　 　 　 　 次年度よ り 起算し て３ ヵ 年間保存

第４ 章　 慶　 　 弔

第８ 条　 　  会員及び家族の慶弔に関し ては次の

規定によ り 慶弔金（ 品） を 贈る 。

　 　 　 ⑴　 会員の結婚　 10,000円又は相当品

庶　 務　 規　 定
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　 　 　 ⑵　 会員の死亡　 50,000円又は花環

　 　 　 ⑶　  会員の傷病（ 原則と し て全治１ カ月

以上）

　 　 　 　 　 5,000円又は相当品

　 　 　 ⑷　 長子出生　 　 5,000円又は相当品

　 　 　 ⑸　 会員直系の父母、 子女の死亡

　 　 　 　 　 20,000円又は花環

　 　 　 ⑹　 会員の配偶者の死亡

　 　 　 　 　 20,000円又は花環

　 　 　 ⑺　  会員が天災、 火災、 その他の不慮の

災害によ る 住宅その他失し た場合に

は理事会にて決定する 。 但し 火急の

場合は正副理事長協議の上決定する 。

　 　 　 ⑻　  公務中（ JC活動中） 怪我、 死亡は

慶弔規定によ ら ず其の都度理事会を

開き こ れを 定める 。

第９ 条　 　  前条に定めた慶弔金（ 品） を 贈る に

ついては実務は総務委員会の所管と

し 、 該当事項発生し たと き は総務委

員会は理事長の承認を 得て準備を 行

う 。

第１ ０ 条　  該当事項発生し たと き は、 前項金品

贈呈のほか、 理事長の指名によ り 慶

弔、 見舞の訪問を 行う 。

第１ １ 条　  慶弔金（ 品） を 受納し たも のはこ れ

に対し 返礼し ないも のと する 。

第１ ２ 条　  特別会員の慶弔の場合は理事会の決

定によ る 。

第１ ３ 条　  こ の規定に定めないも のは、 その都

度理事会に於いて決定する 。

　 　 　 　 　  但し 緊急を 要する 場合は、 正副理事

長に於いて決定し 理事会の事後承認

を 受ける こ と も でき る 。

第５ 章　 旅　 　 費

第１ ４ 条　  理事長の命じ た事務局員の公務出張

に対し ては次の通り 旅費を支給する 。

　 　 　 ⑴　 目的地迄の往復旅費

　 　 　 ⑵　 宿泊費は実費

　 　 　 ⑶　 食事費

第１ ５ 条　  理事長の命じ た会員の公務出張に対

し て理事長の承認を 経て前条に準じ

た旅費を 支給する こ と ができ る 。

附　 　 則

　 　 　  本規定は、 平成３ 年１ 月１ 日から 施行す

る 。

　 　 　 昭和50年１ 月１ 日制定

　 　 　 平成２ 年10月29日改正

第１ 章　 目　 　 的

第１ 条　 　  こ の規定は、 本会議所定款第20条第

４ 項によ り 、 本会議所の次年度の役

員の選任の方法を定めたも のである 。

第２ 章　 選挙管理委員会

第２ 条　 　  理事長選考委員及び理事を 選挙によ

り 選任する ため、 その選挙の管理及

び執行を 行う 機関と し て選挙管理委

員会を おく 。 ただし 選挙管理委員は

第３ 章に定める 理事長選考委員と 兼

ねる こ と はでき ないも のと する 。

第３ 条　 　  選挙管理委員会は、 委員長１ 名、 委

員４ 名以内と し 、 当該理事長が理事

会の承認を得て指名によ り 選任する 。

第４ 条　 　  選挙管理委員会の委員長及び委員の

任期は、 当該年度の10月総会ま でと

する 。

第５ 条　 　  委員長は、 選挙管理委員会を 代表す

る 。

第３ 章　 理事長選考委員会

第６ 条　 　  次年度の理事長を 選任する ため、 理

事長選考委員会を おく 。

第７ 条　 　  理事長選考委員会は、 ７ 名以内と す

る 。

　 　 　 ２ 　  選考委員会の構成は、 次のと おり と

する 。

　 　 　 　 ⑴　 理事長選考委員５ 名以内

　 　 　 　 ⑵　  正会員の理事長経験者の中から 、

当該理事長が指名し た１ 名

　 　 　 　 ⑶　 当該理事長

　 　 　 　 ⑷　  委員長を 当該年度理事長、 副委員

長を 理事長経験者と する

第８ 条　 　  理事長選考委員は、 ６ 月の例会にお

いて無記名投票によ っ て選出する 。

ただし 、 ６ 月例会に出席でき ない者

は、 期日前投票する こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　  同得票の場合には、 生年月日の早い

も のを 上位と する 。

第９ 条　 　  理事長選考委員の被選挙資格につい

役員選任の方法に関する 規定
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ては、 次の各号の要件を すべて満た

さ なければなら ない。

　 　 　 　 ⑴　  本会議所の正会員と し て４ 年以上

在籍する 者

　 　 　 　 ⑵　  本会議所役員と し て２ 年以上の経

験を 有する 者

　 　 　 　 ⑶　  本会議所常任理事の経験を 有する

者

　 　 　 　 ⑷　  本会議所理事長経験を 有し ない者

　 　 　 　 ⑸　  次年度において正会員の資格を 有

する 者

　 　 　 　 ⑹　  前年度における 例総会出席率75％

以上を 満たし ている 者

第１ ０ 条　  理事長選考委員会は、 次年度の理事

長候補者１ 名（ 以下「 理事長候補者」

と いう 。） を 選任し 、 推薦書を 作成

し 、 氏名を ８ 月ま でに開催さ れる 理

事会に報告する 。

　 　 　 ２ 　  理事長選考委員会が行う 理事長選考

の方法は以下の通り と する 。

　 　 　 　 ⑴　  理事長選考委員会委員長は、 選挙

によ っ て選出さ れた理事長選考委

員に対し 、 次年度理事長の立候補

の意志を 確認し 、 立候補を 希望す

る 者（ 以下、「 立候補者」 と いう 。）

は、 選挙結果発表後、 ７ 日以内に

立候補届、 経歴書及び次年度理事

長所信を 提出し な け ればな ら な

い。 ただし 、 立候補者がいなかっ

た場合は、 理事長選考委員によ る

協議を 行い、 次年度理事長を 決定

する 。

　 　 　 　 ⑵　  立候補者が１ 名の場合は、 立候補

者を 除く 選考委員の投票によ り 信

任を 決定する 。 投票の結果、 信任

が過半数を 占めなかっ た場合は、

第１ 号ただし 書き の規定によ る も

のと する 。

　 　 　 　 ⑶　  立候補者が複数の場合は、 立候補

者を 除く 選考委員の協議を 行い、

次年度理事長候補者を 選出する 。

ただし 、 協議が不調に終わっ た場

合は、 理事長選考委員全員の投票

によ り 次年度理事長候補者を 選出

する こ と と し 、 投票の結果、 過半

数を 占めた候補者を 次年度理事長

候補者と し 、 過半数を 占める 候補

者がなかっ た場合は、 第１ 号ただ

し 書き の規定によ る も のと する 。

　 　 　 　 ⑷　  上記、 第２ 号、 第３ 号に規定する

理事長選考委員によ る 選挙に関し

ては、 公正を 期する ため、 選挙管

理委員会があたり 、 得票数は公表

し ない。

第４ 章　 理事選挙

第１ １ 条　  次年度の理事（ 理事長候補者を 除

く 。 ） のう ち当該年度の５ 月末現在

の正会員数の５ ％以上10％未満の理

事を 、 正会員の直接選挙によ り 選任

する 。 ただし 、 定数は理事長候補者

が決定する 。

第１ ２ 条　  選挙の行われる 当該年度の５ 月末現

在の正会員は、 理事の被選挙権を 有

する 。 ただし 、 次の各号に掲げる も

のは除く 。

　 　 　 　 ⑴　  前年度及び当該年度において、 本

会議所の役員の地位にある 者

　 　 　 　 ⑵　 理事長候補者

　 　 　 　 ⑶　  次年度において正会員の資格のな

い者

　 　 　 　 ⑷　  前年度及び当該年度入会の者

　 　 　 　 ⑸　  前年度における 例総会出席率50％

以下の者

第１ ３ 条　  理事選任選挙の投票は無記名の連記

制と する 。

第１ ４ 条　  同得票の場合には、 生年月日の早い

も のを 上位と する 。

第１ ５ 条　  選挙管理委員会は、 当選者が確定し

たと き は、 理事長候補者及び当選者

へその旨を 通知し 、 当該当選者の受

諾を 得た後にその氏名を 理事会に通

知する 。

第５ 章　 理事、 副理事長及び専務理 
　 　 　 　 事の指名

第１ ６ 条　  理事長候補者は、 前章に定める 理事

選挙によ り 選任さ れた理事の他、 当

該年度の５ 月末現在における 正会員

の中から 理事を 指名する こ と ができ

る 。

第１ ７ 条　  理事長候補者は、 次年度の副理事長

及び専務理事を 指名し 、 その氏名を

８ 月開催の理事会に通知する 。
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第６ 章　 その他

第１ ８ 条　  本規定の定めにも と づき 、 次年度の

役員は、 ８ 月及び10月に行われる 総

会において選任する も のと する 。

第１ ９ 条　  選挙管理委員長は開票結果およ び投

票済みの投票用紙を 当該年末ま で厳

重に保管する 。

第２ ０ 条　  理事長選考委員選挙及び理事選挙の

結果に異議のある も のは正会員の２

名以上の同意を 得て、 書面にて異議

の理由を 付記し 、 選挙管理委員長ま

たは理事長に対し 異議を 申し 立てる

こ と ができ る 。

　 　 　 　 　  なお異議申し 立てができ る 期間は選

挙結果発表後７ 日以内と する 。 ま た

こ の期間内に理事長候補者及び理事

の確定を 行っ てはなら ない。

第２ １ 条　  次年度理事長候補者及び理事の選任

に関し 本規定に定めのない事項は、

選挙管理委員会が別に定める 。 それ

以外の事項については理事会が定め

る 。

第１ 条　 　 目　 的

　 　 　 　 　  本会議所はJC信条であ る 修練、 奉

仕、 友情の実践活動の昂揚を はかり

且つJC活動に貢献し て 名誉を た た

える ため褒賞を 行う 。

第２ 条　 　 推　 薦

　 　 　 １ 　  本会議所総務委員会は褒賞推薦者の

提出期日を 決定する 。

　 　 　 ２ 　  褒賞の推薦母体は次の通り と する 。

　 　 　 　 ⑴　 役員（ 理事を 含めて全員）

　 　 　 　 ⑵　 委員会

第３ 条　 　  各推薦者は所定の期日ま でに推薦書

を 総務委員会へ提出する 。

第４ 条　 　  褒賞の対象と なる 期間は当該事業年

度に於ける 功績について行う 。

　 　 　 　 　  但し 、 必要に応じ て、 それ以前の活

動も 考慮さ れる こ と がある 。

第５ 条　 　  総務委員会は提出さ れた書類を 整備

検討の上、 意見を 添えて褒賞委員会

へ提出する 。

第６ 条　 　  理事会は褒賞委員を若干名任命する 。

第７ 条　 　  理事会は褒賞委員会よ り 提出さ れた

書類を 審査し 、 決定する 。

第８ 条　 　 褒賞の分類は次のと おり と する 。

　 　 　 　 ⑴　 会員個人褒賞（ 特別会員を 含む）

　 　 　 　 ⑵　 委員会褒賞

　 　 　 　 ⑶　 特別褒賞

　 　 　 　 ⑷　 事務局員褒賞

第９ 条　 　  理事長は理事会の決定に従い例・ 総

会など に於いて具体的褒賞理由を 説

明し て行う 。

附　 　 則

　 　 　  本規定は、 平成３ 年１ 月１ 日から 施行す

る 。

　 　 　 平成２ 年10月29日改正

褒賞委員会内規

Ⅰ　 個人褒賞

　 ⑴　 在籍一年以上で理事以外の会員

　 ⑵　  例・ 総会及び委員会への出席率がそれぞ

れ90％以上の会員

　 ⑶　  他の会員に比べて特に顕著な活動が認め

ら れた会員

Ⅱ　 委員会褒賞

　 ⑴　  例・ 総会及び委員会の出席率がそれぞれ

平均80％以上の委員会

　 ⑵　  他の委員会に比べて特に顕著な活動が認

めら れた委員会

Ⅲ　 特別褒賞

　 ⑴　  例・ 総会及び委員会への出席率がそれぞ

れ90％以上の会員

　 ⑵　  他の会員に比べて特に顕著な活動が認め

ら れた会員

後　 援　 内　 規

後援名義依頼及び使用について

　  一般社団法人佐賀青年会議所に対する 外部諸

団体から の後援依頼については、 次の規定に

よ り 許可する も のと する 。

　 ⑴　  原則的に、 宗教的、 政治的及び営利的な

催し については後援し ない。 青年会議所

の理念に基づき 、 公共性を 第一義に考慮

する 。

　 ⑵　  後援を 依頼する 団体は、 別紙様式によ

り 、 理事長宛に後援依頼書及び誓約書を

提出し なければなら ない。

　 ⑶　  提出さ れた書類によ り 、 理事会に於いて

前記第１ 項の原則に基づき 、 後援の諾否

褒　 賞　 規　 定
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を 決定する 。

　 ⑷　  理事会の期日の都合によ り 前項の審議に

間に合わない時は、 正副理事長によ り 決

定し 、 後日、 理事会への承認を 得る こ と

ができ る 。

委員会運営について

＜委員会運営の基本方針＞

　 １ ．  委員会運営の成功、 不成功は委員長、 副

委員長、 運営幹事の三役の協力いかんに

よ っ てほぼき ま る 。 選ばれた委員と し て

の自覚を 持ち、 副委員長と 運営幹事はそ

の責務を 遂行し 、 全面的に委員長に協力

補佐する 。

　 ２ ．  貴重な時間を 割いて集ま る 各委員のため

に周到な 準備と 十分な 配慮を 必要と す

る 。

　 ３ ．  副委員長、 運営幹事は委員会事業遂行の

ため、 犠牲を 払う こ と を 躊躇し てはなら

ない。 JCの本来のあり 方から 考えれば、

その都度英知を 提供し なければ委員会事

業目的は達成でき ない。

　 ４ ．  事業遂行の必須条件は委員会、 役員会お

よ び役員と のち密な連絡、 協力である 。

文書連絡等は委員会と し て誠意を も っ て

対応する こ と 。

　 ５ ．  日本青年会議所会頭方針、 理事長方針、

事業計画書を 熟読し 十分理解する 。

＜委員会開催について＞

　 １ ．  委員会は原則と し て毎月１ 回以上開催す

る 。

　 ２ ．  委員会は年間ス ケジュ ールによ っ てこ れ

を 開催する 。

　 ３ ．  １ 月の合同委員会で第１ 回委員会を 開催

する 。 こ の第１ 回目開催以前（ 年内） に

事業計画、 委員編成、 予算編成を 終了し

ておく こ と 。

　 ４ ．  年内に顔合わせのため事前会合を 開催す

る こ と が望ま し い。

　 ５ ．  委員会開催場所は年間ス ケ ジ ュ ールに

従っ て、 年契約を し ておく こ と が望ま し

い。 こ の会場確保は運営幹事があたる 。

　 ６ ．  委員会開催案内は、 運営幹事の責任のも

と に作成、 発送、 チェ ッ ク を 行う こ と 。

＜資料・ 文書・ 印刷について＞

　 １ ．  委員会資料印刷発送、 議事録の印刷発送

は委員会独自で行う こ と 。 事務局は一切

おこ なわない。

　 ２ ．  委員会開催状は事務局よ り 発送する 日に

合わせて利用し て結構です。

　 ３ ．  委員会が発送する 文書には委員長名を 必

ず記すこ と 。

　 ４ ．  委員会で発信し た印刷物、 資料は必ず事

務局専務理事宛１ 部送付する こ と 。

＜佐賀青年会議所委員と し ての自覚と 注意と 心得＞

　 １ ．  佐賀青年会議所委員ス タ ッ フ と し て、 事

業計画遂行には英知と 行動を も っ て参画

する 。

　 ２ ．  委員会決定の事業計画は各委員が責任と

自覚と 研究によ っ て完遂する 。

　 ３ ．  委員会から の通知、 資料、 文献には必ず

目を 通し 、 保管し ておく こ と 。

　 ４ ．  委員会の出欠席の返事は必ず行う こ と 。

　 ５ ．  委員会議事録の作成およ び署名捺印の徹

底厳守。

　 ６ ．  各委員の委員会資料の期間ま での提出の

厳守。

　 ７ ．  佐賀青年会議所が行う 行事への積極的参

加。

　 ８ ．  委員会運営に大き な欠陥を 生じ さ せた委

員、 出欠席の返信が連続２ 回以上なく 、

ま た欠席の連絡がない場合は、 所属副理

事長ある いは室長と の協議の上理事会の

承認を 得て、 交替変更、 除名を 行う 。

　 ９ ．  事務局担当者と の職務を 越えた範囲での

依頼、 代行、 調査は行わない。

＜委員会遵守事項＞

　 １ ．  委員会開催５ 分前に集合し て着席する 。

　 ２ ．  委員会には必ずJCバッ チを つけ て 出席

する 。

　 ３ ．  やむを 得ず欠席ま たは遅刻する と き は、

必ず運営幹事に事前ま たは当日連絡を す

る 。

　 ４ ．  委員会出欠は必ず開催日５ 日前ま でに運

営幹事に到着する よ う に投函する 。

　 ５ ．  委員会の資料、 議事録はフ ァ イ ルに整理

保管し 、 委員会に必ず持参する 。

　 ６ ．  理事会議案提出を 行う 委員会は原則と し

て常任理事会の開催７ 日前に終了し てお

く 。

　 ７ ．  委員会はその職務範囲を 越えて事務局員

運営資料編
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に代理、 代行、 請負を 行わせない。

　 ８ ．  委員会議事録は委員会委員、 室長、 担当

副理事長及び理事長の配布以外に１ 部を

佐賀JC事務局総務に委員会終了後７ 日

以内に送付する こ と 。

委員長・ 副委員長・ 運営幹事の役割 
について

＜委員長・ 副委員長・ 運営幹事の役割について＞

　 各委員会構成は、 委員長、 副委員長、 運営幹

事、 委員の４ 構成と する 。

　 なお、 こ の４ 構成の人数については理事会に

おいて それぞれ各委員会ご と に決定さ れて い

る 。 委員会編成についても 理事会において総枠

が決定さ れている 。

＜委員長およ び特別委員長＞

　 １ ．  委員長は委員会を代表し 会務を総括する 。

　 ２ ．  特に定める 場合以外、 委員会の議長と な

る 。

　 ３ ．  担当副理事長・ 室長を 補佐する 。

　 ４ ．  理事会、 常任理事会に副理事長・ 室長を

通じ て議題を 提出し 、 理事会に出席し 、

関係議題について意見を のべる こ と がで

き る 。

　 ５ ．  室会議、 拡大会務役員連絡会議に出席す

る 。

　 ６ ．  各種大会、 コ ン フ ァ レ ン ス 、 コ ン グ レ

ス 、 セミ ナー、 シンポジウ ムには積極的

に参加する 。

　 ７ ．  事業計画遂行のためのス ポンサーから の

協賛金、 寄付金など があっ た場合には事

前に事業計画書を 提出し 、 理事会の決定

を える 。 ま た、 事業終了後ただちに、 事

業決算書を 提出し 、理事会で決定を える 。

＜副委員長＞

　 １ ．  副委員長は委員長を 補佐し 、 万一事故あ

る と き はその職務を 代行する 。

　 ２ ．  事業計画の具体化のために、 相当職務を

掌握し 会務を 遂行する 。

　 ３ ．  事業計画遂行のための資料、 文献、 印刷

物を 運営幹事と 十分調整し 、 事前に準備

する 。

　 ４ ．  各事業計画の具体化に伴う 予算配分を 十

分配慮し 、 チェ ッ ク する 。

　 ５ ．  委員長と と も に各種大会、 コ ンフ ァ レ ン

ス 、 コ ングレ ス 、 セミ ナー、 シンポジウ

ムに積極的に参加する 。

＜運営幹事＞

　 １ ． 幹　 事

　 　 ⑴　  委員長・ 副委員長を 補佐し 諸事を 遂行

する 。

　 　 ⑵　  委員会の渉外担当を 行う 。

　 　 ⑶　  委員長の指示に従い、 正副委員長・ 運

営幹事連絡会を 召集し 設営する 。

　 　 ⑷　  委員会委員の行動およ び役割・ 性格を

把握する 。

　 　 ⑸　  委員会委員名簿の作成およ びその保管

を する 。

　 　 ⑹　  委員の冠婚葬祭に伴う 連絡を 行う 。

　 　 ⑺　  事務局と の連絡を する 。

　 ２ ． 幹　 事（ 運営面）

　 　 ⑴　  委員会会場を 確保する 。 （ 商工会館お

よ びその他会場）

　 　 ⑵　  委員会開催案内状を 作成し 、 委員会委

員全員およ び担当副理事長・ 室長、 佐

賀JC事務局担当者に必ず発送する 。

（ 開催２ 週間前に行う こ と が望ま し い）

　 　 ⑶　  委員会出席・ 欠席のハガキのチェ ッ ク

と 記入およ び返信状の督促を する 。

　 　 ⑷　  委員会会議場の事前準備およ び設営を

する 。

　 　 ⑸　  委員長の指示に従い委員会次第を 作

成、 印刷する 。

　 　 ⑹　  委員会議事録を フ ォ ームに従っ て作成

する 。

　 　 ⑺　  委員会議事録は委員会開催後１ 週間以

内に必ず佐賀JC事務局総務（ １ 部）

へ発送する 。

　 　 ⑻　  委員会事業遂行に伴う 資料の作成およ

び印刷を する 。

　 　 ⑼　  各種セミ ナー参加のチェ ッ ク と 督促を

行う 。

　 　 ⑽　  委員会運営に伴う 諸事項を 行う 。

　 　 ⑾　  委員会における 懇親会の設営を 担当す

る 。

　 　 ⑿　 その他関係事項を 行う 。

　 ３ ． 幹　 事（ 会計面）

　 　 ⑴　  佐賀JCから 年間の委員会事業費を 保

管・ 管理・ 記帳を する 。

　 　 ⑵　  委員会事業費の支払いを する 。 （ 印刷

所およ び関係会社の指定支払先に事業

終了後行う ）

　 　 ⑶　  委員会内部における 諸会議の支払いを

する 。

　 　 ⑷　  懇親会費の徴収およ び領収書の発行を

する 。
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　 　 ⑸　  委員会委員の冠婚葬祭費用の支払いを

する 。

　 　 ⑹　  委員会備品の調達およ び支払いをする 。

　 　 ⑺　  各会議費の食事代、 コ ーヒ ー代の支払

いを チェ ッ ク する 。

　 　 ⑻　  各種資料、 印刷費の請求書、 領収書の

保管、 管理を する 。

　 　 ⑼　  会計に伴う 諸事項を チェ ッ ク する 。

　 　 ⑽　  会計台帳の記帳を し 、 証憑書類と と も

に総務委員長に提出する 。（ 年末回収）

　 　 ⑾　  各幹事と の密なる 連絡を し 、 委員会運

営の円滑化を はかる 。

　 　 ⑿　 委員会取引銀行の開設を する 。

委員会の開き 方について

１ ． 招　 集

　 １ 　  開催日時・ 場所は、 召集権者（ 委員長及

び委員会） が決定する 。

　 ２ 　 会議は、議事日程を 示し て召集する こ と 。

　 ＜例えば＞

　  ①開催日時　 ②場所・ T EL　 ③議題： 議事

日程　 ④登録料の有無　 ⑤宿泊の有無

　 ＜議事日程＞

 1．開会宣言　 2．JC宣言文朗読な ら びに綱領

唱和　 3．議長選任　 4．出席者確認　 5．資料お

よ び議題の確認　 6．議事録作成人指名　 7．議

事録署名人指名　 8．前回議事録承認　 9．委員

長挨拶　 10．佐賀JC理事会報告　 11．副委員

長・ 幹事報告　 12．①審議事項　 ②報告事項

13．次回開催日時・ 場所の確認　 14．委員会講

評　 15．閉会宣言

　 ⑴　  召集通知は、 委員会構成員のほか、 佐賀

JC事務局およ び関係者にも 発送する こ

と 。

　 ⑵　  議題と 資料の提出を 督促する 。

　 ⑶　  当日議題の提出は避ける よ う 指導する こ

と が望ま し い。

　 ⑷　  資料の提出のない議案の審議は、 時間を

浪費する こ と が多いから 、 必ず資料を 提

出する よ う に指導する こ と 。

２ ． 議題の提出

　 １ 　  会場の開催期日一週間以前に、 議題を 提

出する よ う にする 。

　 ２ 　  議題は、 必ず、 必要部数の資料を 添えて

提出する よ う にする 。

　 ３ 　  議題の提出に際し ては、 「 審議事項」 と

｢協議事項」 の区別を 明確にする 。

　 ４ 　  ｢審議事項」 は、 「 ○○企画案承認の件｣

のよ う に、 具体的な提案と し て提出し 、

その承認を 求める よ う にする こ と 。

　 ５ 　  ｢審議事項」と し て 上げる 前に、「 協議事

項」と し て 提出し 、意見を 交換し あ っ て

から 提案を 再構成し 、次回に「 審議事項」

と し て上程する よ う な配慮を する こ と 。

３ ． 議事日程の作成

　 １ 　  議事日程の作成は、 議長の権限である 。

　 ２ 　  議長は、 議事日程の作成に際し ては、 重

要案件や時間を かけて審議を 尽く し たい

案件を 優先的に配列する こ と 。

　 ３ 　  前回の会議で「 特別議事」 に指定さ れた

議案は、冒頭に審議する こ と を 要する が、

「 委員会付託」「 棚上げ」「 継続審議」 など

の議案については、 議長は適宜に配列で

き る 。

４ ． 会議進行上の注意

　 １ 　 議　 長

　 　 ⑴　  議長は、 議事整理権を 適切に行使し 、

予定時間内に、 全議事が終了する よ う

に努めなければなら ない。

　 　 ⑵　  定足数に満たないと き でも 定刻に開会

し 、 直ちに暫時休憩する よ う に運営す

る 。

　 　 ⑶　  議案の審議にはいる と き は、 議長は議

題を 読みあげてから 、 提案説明を 求め

る こ と 。

　 　 ⑷　  議長は、 全員に均等の発言の機会を 与

える よ う に努めなければなら ない。

　 　 ⑸　  議長は、 議事進行に徹する こ と 。

　 　 ⑹　  議長は、 委員の発言が本題を 離れて、

横道にそれだし たと き は、 直ちに注意

を 与える こ と 。

　 　 ⑺　  議長は、 発言時間を 制限し たり 、 要旨

を 書面で提出さ せる など 、 議事進行に

有益な措置を 講ずる こ と 。

　 　 ⑻　  議長は、 提案説明が済んだら 、 先に質

問のみ発言を 許すこ と が望ま し い。

　 　 ⑼　  ｢質問」 か「 意見」 かはっ き り し ない

も のについては、 発言者にど ちら であ

る かを たずね、 「 意見」 だっ たら 、 あ

と で意見を 発表する 機会を 約し て、 発
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言を 中断さ せる こ と 。

　 　 ⑽　  ｢質問」 時間中に「 意見」 が出てき た

ら 、 「 質問」 の形に直すよ う に指示す

る こ と 。

　 　 ⑾　  ｢質問」 が出尽く し たら「 意見」 を 聞く 。

　 　 ⑿　  いろんな意見が出て、 議論がま と ま ら

ないと き は、 議長は「 ど なたかま と め

てく ださ い」 と 催促する なり 、 誰かを

指名する なり し て、 「 動議」 を 出さ せ

議事の進行を 図る こ と 。

　 　 ⒀　  議長は、 適切な時期に討論を 打ち切り

採決する こ と 。

　 　 ⒁　  採決に際し ては、 議題を 読み上げる こ

と 。 ま た、 案件に応じ て適宜の採決方

法によ り 、 挙手によ る 場合は、 賛成・

反対のほか「 白票」 も 確認する こ と 。

　 ２ 　 構　 成　 員

　 　 ⑴　  構成員は、 会議の目的を 理解し 、 自分

の資格と 役割を 認識し て、 会議に参加

する 。

　 　 ⑵　  構成員は、 協力し て、 建設的な会議を

創造する 。

　 　 ⑶　  構成員は、 事前に議案と 資料を 熟読

し 、 研究し ておく こ と 。

　 　 ⑷　  発言する と き は、 議長の許可を 得る こ

と 。

　 　 ⑸　  発言は議案の趣旨にそっ て、 簡潔・ 明

瞭に行う 。

　 　 ⑹　  ｢質問」 と 「 意見」 と 「 動議」 の区別

を ハッ キリ さ せる 。

　 　 ⑺　  ｢動議」 がセカ ン ド さ れる と 、 取り 下

げになる ためには採決を 要する から 、

動議は慎重に提出する こ と 。

　 　 ⑻　  構成員にも 、 事態の推移に対する 的確

な判断力が望ま れる 。

　 　 ⑼　  議事進行が雑談に陥っ たり 、 紛糾し て

いる と き は、 「 議事進行」 や「 暫時休

憩」 に動議を 利用する 事。

　 ３ 　 オブザーバー

　 　 ⑴　  オブザーバーは、 その出席・ 傍聴・ 発

言など 、すべての議長の許可を 要する 。

　 　 ⑵　  発言については、 許さ れた範囲内で、

簡潔・ 明瞭に行う こ と 。

委員会議事録作成について

１ ． 議事録作成人

　 １ 　 体調を 整えておく こ と 。

　 ２ 　  サブ・ セク レ タ リ ーと 打合せを し ておく

こ と 。

　 ３ 　  議事法テキス ト ま たは動議リ ス ト に目を

と おし ておく こ と 。

　 ４ 　  前回議事録を 通読し ておく こ と 。

　 ５ 　  議事日程およ び会議資料を 通読し ておく

こ と 。

　 ６ 　  録音テープに頼ら ずメ モを と る こ と 。

　 ７ 　  会議出席者の席と 名前を 書いた 図面。

（と こ ろ ど こ ろ 名前を 入れただけでも 、

役に立つ）

　 ８ 　  発言中の不明なと こ ろは、 すぐ に発言者

に対し て、 その箇所ま たは発言要旨の教

示を 乞う こ と （ サブ・ セレ ク タ リ ーに行

動し ても ら う と よ い）。

２ ． 作成通数

　 内　 訳　 １ ． 佐賀JC事務局用（ １ 部）

　 　 　 　 　 ２ ． 署名人用（ １ 部）

　 　 　 　 　 ３ ． 議長用（ １ 部）

　 　 　 　 　 ４ ． 委員会委員用（ 委員部数）

　 　 　 　 　 ５ ．  室長およ び担当副理事長用（ 各

１ 部）

３ ． 作成期限

　 一週間以内と する 。

　  次回開催日ま で余裕のないと き は、 ３ ～４ 日

で作成し なければなら ないので、 サブ・ セク

レ タ リ ーと 適宜に二分し て、 分担する こ と が

よ い場合がある 。

４ ． 作成の要領

　 １ 　 簡潔を 旨と する こ と 。

　 ２ 　  決し て録音テープに頼ら ないこ と 。 委員

会要求さ れている のは、「 議事録」 であっ

て、「 速記録」 ではない。 会議の経過と 結

果の容量を記録すれば足り る も のである 。

　 ３ 　  と はいう も のの、 １ 回だけの発言の機会

し かな かっ た 人について は、 でき る だ

け、 議事録の記載にと ど める よ う に、 配

慮し たい。

　 ４ 　  記録を と る に際し て、 議案によ っ ては、

資料に直接書き 込むほう がよ い場合も あ

る 。

　 ５ 　  議事日程と 資料を 参照し ながら 、 記録を

読み返し 、 次の諸事項につき 、 必要な訂
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正加除を する こ と （ 青字の使用がよ い）

　 　 ⑴　 議題の通し 番号

　 　 ⑵　 資料番号

　 　 ⑶　 資料の訂正箇所

　 　 ⑷　 提案説明の小見出し

　 　 ⑸　 補足説明の小見出し

　 　 ⑹　 特別意見・ 質疑応答・ 討論の小見だし

　 　 ⑺　 発言者の役職の表示の整理

　 　 ⑻　 字句の修正・ 補完

　 　 ⑼　 重複発言の取捨（ 上記３ を 配慮する ）

　 　 ⑽　  議長の発言は、 収録し ない方針を 貫く

こ と

　 　 ⑾　  文章の要約に際し ては、 発言の趣旨を

損なわないよ う 注意する こ と

　 　 ⑿　 必要な場合は文章を 補う こ と

　 　 ⒀　  不穏当な発言や不適当な表現と 思われ

る も のについては、 念のため発言者に

照会する こ と

　 　 ⒁　 「 質問」 と 「 意見」 を 区別する こ と

　 　 ⒂　  可能なかぎり 「 質疑応答」 と 「 討論」

に整理し て、 配列し なおすこ と

　 　 ⒃　  提出さ れた動議については、 何の動議

か、 小見出し を 使う こ と

　 　 ⒄　 カッ コ や補助記号を 整合さ せる こ

　 ６ 　  再度読み直し ながら 、 大胆な削除を 加え

る こ と 。

　 ７ 　 ていねいに清書する こ と 。

　 ８ 　  用紙は、 字数を 数えやすく する ためマス

目の用紙を 使用する こ と 。

　

５ ． 作成上の注意

　 １ 　  会議の名称は、 略記せず、 正式に記載す

る こ と 。

　 ２ 　 日時・ 場所・ 出席者を 記載。

　 　 　 ・  出席者名は、役職ごと に、姓のみで可。

　 　 　 ・  会議構成員と オブザーバーは分けて書

く こ と 。

　 　 　 ・ 欠席者名は書かなく てよ い。

　 ３ 　 開会宣言者と 時刻を 表示する 。

　 ４ 　 議長就任を 明記する 。

　 　 　 ・  選出方法ま たは就任根拠規定を 示すこ

と 。

　 ５ 　 議事録作成人・ 署名人（ 誰が誰を ）

　 ６ 　 前回議事録の承認（ 方法と 結果）

　 ７ 　 資料の確認

　 　 　 ・ 担当者は明記する こ と 。

　 　 　 ・  資料は、 当日配布資料を 含めて、 議事

日程の順にし たがい、 通し 番号を 付し

て、 列記する こ と 。

　 　 　 ・  資料の訂正箇所は、 議題ごと に掲げる

こ と 。

　 ８ 　 議題の確認

　 　 　 ・ 担当者を 記載する こ と 。

　 　 　 ・  議題の訂正を し たと き は、 訂正後の議

題を 掲げれば足り る 。

　 ９ 　  新議題を 採択し たと き は、 議題を 掲げ提

出者と 採択し た旨を 記載する こ と 。

　 10　  議事日程の変更は、 変更後の日程を 掲げ

れば足り る 。

　 11　  理事長や議長の挨拶は、 特に必要な部分

のみでよ い。

　 12　 審議内容

　 　 ⑴　 議題を 全文掲げる こ と 。

　 　 ⑵　 資料およ び訂正箇所の表示

　 　 ⑶　  提案説明者の表示。 説明内容は、 資料

に提案趣旨が記載さ れている と き は、

省略する こ と 。

　 　 ⑷　 補足説明についても 同様。

　 　 ⑸　  発言者の役職は、 初回時のみ表示すれ

ば足り る 。

　 　 ⑹　  「 質疑応答」 と「 討論」 に大別する こ と 。

　 　 ⑺　  外部講師の意見については、 別項扱い

と する こ と 。

　 　 ⑻　  議事録上の配列は、 提案説明・ 意見・

質疑応答・ 討論・ 採決の順にする こ と 。

　 　 ⑼　  ｢動議の提出」 は、 その旨小見出し を

使う と わかり やすい。

　 　 ⑽　  セカン ド の有無を 明記する （ セカンド

者名は不要）

　 　 ⑾　  議長職権によ る 議事進行については、

特に必要なも ののみ記載すれば足り る 。

　 　 ⑿　  採決は、 何について、 ど のよ う な方法

でし たか、 明記する 。

　 　 ⒀　  賛成、 反対、 白票数を 明記する 。

　 　 ⒁　  案件によ っ ては、 可決さ れた原案ま た

は修正動議の要旨を 摘記する こ と 。

　 　 （参考例）

　 　  　 議長は、 議案を 整理し て議場にはかり 、

挙手によ っ て 採決の結果、 賛成×、 反対

×、 白票×で、 次の通り 承認可決し た

　 　 　 　 １ ） 　 原案通り 承認

　 　 　 　 ２ ） 　 一部修正し 承認

　 13　  ｢協議事項」 は採決を 要し ない。 提案者

と 協議の概要を 摘記すれば足り る 。

　 14　  報告事項、 請票、 所見等についても 、 簡

潔にま と める こ と 。

　 15　  閉会宣言者と 閉会時刻を 明記する 。
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　 16　  最後に、 日付と 会議の名称を 表示し て、

関係者署名捺印のこ と 。

議事録作成に関する 諸注意事項

１ ． はじ めに

　 会議のある と こ ろに記録あり と いう 言葉があ

る 。 と こ ろ がこ の記録と いう も のが、 いかに重

要な意義を も っ ている か観念的にはわかっ てい

る よ う でいて、 案外理解さ れていないよ う であ

る 。

　 JCのよ う に先進的な 団体において すら 、 そ

の取扱いは残念ながら かなり 無神経で粗雑だと

いっ ても 過言ではない。

　 記録－それには様々の形があ る が、 こ こ で

は、 表題の議事録について考えてみたい。

　 日本JC会務担当各委員会の議事録を 一通り

集めてみる と 、 様式、 内容、 方法など 、 全く 千

差万別で驚く ばかり である 。 例えば、 総務室各

委員会の議事録が異なる のは仕方のないこ と で

ある 、 だが、 それはあく ま で審議事項・ 報告事

項・ 討議事項など の表現の方法や内容が異なる

と いう 程度にと ど める べき であっ て、 その他に

ついては、 統一見解の合意点が求めら れる べき

であろう 。

　 同一委員会においても 、 回数が進むと 議事録

に変化が生ずる のは、 第１ 回委員会で議事録作

成人に指名さ れた委員が書いた議事録がベース

と なり 、 第２ 回目以降はそれが踏襲さ れ、 その

年度が終わる ま で続けら れる ためかと 考えら れ

る 。 と すれば、 第１ 回委員会の議事録は、 かな

り 重要であり 、 それは指導すべき 正副委員長・

幹事の責任も 当然大き いと いわなければなら な

い。

２ ． 議事録の本質

　 １  　 議事録と は会議の記録である 。 即ち、 会

議の経過及び結果を 書き し る し た「 事実の

記録」 でなければなら ない。 さ ら にいう な

ら ば、 事実の記録と は、 会議における 事実

の“解説”であ っ てはなら な いし 、 “意見”と

も 違う 。 事実があっ て、 それを 正確に記録

し た事実そのも のを 指す。

　 　  　 要する に事実に即さ ない要素が少し でも

加われば、 それはも はや議事録ではなく な

る と いう こ と を 意味する 。

　 　  　 従っ て、 あく ま でも 絶対中立、 客観的で

なければなら ない。

　 ２  　 議事録には、 会議における 実際のてんま

つが、 そ のま ま 表現さ れる こ と が望ま し

い。 詳細に記述さ れれば、 いく ら 長く なっ

ても よ いと いう も のではない。 新聞の全頁

を 一字のがさ ず読むと ５ 時間かかる そう で

ある が、 そんな代物、 記録であっ ても 議事

録と はいい難い。

　 　  　 会議自体には各々存在目的があり 、 それ

に応じ て、 会議に記録にも 記載すべき 事柄

がおのずから 違っ てく る のは当然である 。

結果が重要である こ と は勿論だが、 経過そ

のも のに重要性のある 場合も ある 。 他日の

証拠や責任に重点のおかれたこ と も あり う

る 。

　 　  　 従っ て一定の事柄が、 一定の枠内に必ず

し も 記載さ れなければなら ないと いう わけ

のも のでも ない。 だが、 通り 一片のメ モで

は困る 。 誰が読んでも 理解でき る よ う に、

一定のルールにし たがっ て、 事実の記録が

要領よ く 筆記さ れたも のである べき である 。

　 ３  　 通常、 会議の記録と さ れて いる も のに

は、 次の三つがある 。 こ れを 混同し ないよ

う に留意さ れたい。

　 　 ・  速記録…速記し た記録、 つま り 会議の経

過を 逐一発言さ れたと おり に記録し たも

の（ 例： 裁判所）

　 　 ・  議事録…議事の経過なり 結果を 要領よ く

記載し たも の

　 　 ・  会議録…速記録と 議事録的記載事項の合

体（ 例： 国会）

議事録作成ルール

　 １  　 ロ バート 議事法の精神にのっ と り 、 下記

の４ つの権利を 満たす内容を 持つべき であ

る 。

　 　 ⑴　 多数者の権利（ 過半数の賛成）

　 　 ⑵　 少数者の権利（ 少数意見の尊重）

　 　 ⑶　 個人の権利（ プラ イ バシーの権利擁護）

　 　 ⑷　  不在者の権利（ 欠席者にも 議事録を 送

付）

　 ２  　 そのためには、 会議の４ Ｗ１ Ｈ は必ず記

載さ れなければなら ない。

　 　 ⑴　 When（ 開催年月日）

　 　 ⑵　 Where（ 場所）

　 　 ⑶　 Who（ 出欠者名）

　 　 ⑷　 What（ 会議に付し た議件）

　 　 ⑸　 How （ 審議の経過と 結果）

　 ３  　 1970年度日本JC会員開発委員会で発表

し た「 議事録記載事項」 にも 次のよ う に書

かれている 。
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　 　 ⑴　 会議の種類と 名称

　 　 ⑵　 日時と 場所

　 　 ⑶　  議長によ る 議事録作成人およ び署名人

の指名

　 　 ⑷　 定足数

　 　 ⑸　 議事日程

　 　 ⑹　 前回議事録の承認

　 　 ⑺　 報告事項の要点

　 　 ⑻　 質疑応答の内容の要点

　 　 ⑼　  すべての議題と 動議、 その決定およ び

提案者の氏名並びに議事経過

　 　 ⑽　  採決の方法と 結果（ 投票については票

数）

　 　 ⑾　 閉会の時刻

　 　 ⑿　  その他議長が会議において必要と 認め

た事項

　 ４  　 議事録作成人は、 会議の日よ り 少なく と

も 一週間以内に議事録を 作成し 、 自ら 署名

捺印の上、 議長、 議事録署名人の署名捺印

を 得たい。

　 　  　 そし てその会議の出席義務者全員に、 出

欠にかかわら ず、その写し を 配布する こ と 。

議事録の標準フ ォ ーム

　 会議の名称は、 いつ、 誰が見ても 容易に、 す

ぐ 判断でき る よ う 、 略記する こ と なく 、 正式な

名称を 書く べき である 。

　 　 公益社団法人　 日本青年会議所

○○○○年度　 第○回　 ○○○委員会議事録

Ⅰ⑴　  開催年月日（ ○曜日） ○○： ○○～○

○： ○○

　 ⑵　 場　 所

　 　 　  地方会議の標準規則は、「 場所」 は記載

事項に入っ ていない。国では国会議事堂、

県や市では県庁や市役所の各々定めら れ

た会議場がある ためである 。 そたがっ て

JCの如く 、 し ばし ば会場を かえ て 行う

会議では明記する ほう が望ま し い。

　 ⑶　 出席者名

　 ⑷　 欠席者名

　 　 　  欠席者の記入し ている 議事録が時折みら

れる が、 こ れは罰則のよ う であま り 感心

し ない。 むし ろ 責任の所在を 明ら かにす

る には、 出席者名を 書く べき である 。 ま

た、 遅刻、 早退は明記する 必要がない。

こ れは慣例になっ ている 。 つま り 、 出席

者数と 表決参加者は必ずし も 一致し なく

ても よ いと いう こ と である 。 こ れは、 表

決の際、 所要で席を はずし た者も 、 会議

の決定には責任を 担わなければなら ない

と いう こ と と 同義である 。

　 以上⑴～⑵ま では、 本でいえば目次であり 、

次のⅡ以下と は区別さ れなければなら ない。

Ⅱ⑴　 開会…開会時刻

　 　 　  ⑴～⑹ま での順序は、 会議にし たがっ て

記入すべき であり 、 こ れが会議の開催順

序そのも のではない。

　 　 　 ○○○○幹事の司会によ り 開会

　 ⑵　 JC宣言文朗読並びに署名人の指名

　 ⑶　 議長就任

　 ⑷　 議事録作成人並びに署名人の指名

　 　 　 ○○○○委員長よ り 下記の如く 指名

　 　 　 議事録作成人○○○○委員

　 　 　 議事録作成人○○○○委員

　 ⑸　 定足数の確認（ 出欠点呼）

　 　 　  出欠者名を 列記し て あ る 議事録があ る

が、 こ れはあく ま でも 定足数の確認であ

り 、 本会議が成立する こ と を 報告する 項

目でなければなら ない。

　 ⑹　 議事日程並びに配布資料の確認

　 　 　  正し い会議を 運営する ためには、 審議事

項の項目に「 その他」 と いう 項目は設け

る べき ではない。 ま た、 議事日程は未審

議になる かも し れない議件の記録の意味

も あり 、 たと え当日変更があっ ても 、 最

初に通知さ れたも のを 議事録に書き 残し

ておく べき である 。

　 ⑺　 前回議事録の承認

　 ⑻　 委員長挨拶

Ⅲ　 報告事項

　 ⑴　 委員長報告

　 ⑵　 副委員長報告

　 ⑶　 幹事報告

　 ⑷　 その他

Ⅳ　 審議事項

　 審議事項と は、 結論を 出し た後、 実行さ れな

ければなら ないも のであり 、 協議事項や討議事

項は方向性を 見出すた めのも のであ る 。 し た

がっ て、 審議・ 協議・ 討議は当然区別さ れる べ

き である 。

　 ○○○○委員長こ れよ り 議長と なり 、 各議案

を 審議

　 ⑴　 第１ 号議案「 A 」

　 　 　 ・ 提案者名

　 　 　 ・ 提案趣旨

　 　 　 ・ セカンド の有無

　 　 　 ・ 審議経過
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　 　 　  審議経過はその会議が議事法に従っ て行

われれば書き やすい。

　 　 ａ 　 提案者およ び提案説明

　 　 ｂ 　  セカンド の有無→セカン ド し た者の名

前は記入の要なし 。 審議する 必要があ

る と 思っ てセカンド し ても 採決の際は

必ずし も 賛成する と は限ら ないから で

ある 。

　 　 ｃ 　 質問を 全部受けてし ま う 。

　 　 ｄ 　 賛成ま たは反対意見を 全部出さ せる 。

　 　 ｅ 　 採決→決定

　 　 　 意見の種類は次のと おり である 。

　 　 　 ・ 賛　 　 成

　 　 　 ・ 反　 　 対

　 　 　 ・ 条件付賛成（ 修正、 再修正）

　 　 　 ・ 保　 　 留

　 　 　 ・ 議決ある いは決定事項

　 ⑵　 第２ 号議案「 B」

　 ⑶　 第３ 号議案「 C」

　 　 　  項目を 設ける 必要があれば、 協議事項ま

たは討議事項を つく る 。

Ⅴ　 次回開催日の決定

Ⅵ　 閉会…閉会時刻

　 議　 　 　 　 長　 署名　 捺印

　 議事録作成人　 署名　 捺印

　 議事録署名人　 署名　 捺印

　 議長－委員長と は限ら ない。 副委員長や他の

委員が議長を 務める ケース も あり 得る 。 議長－

委員長であれば問題はないが、 そう でない場合

は、 次の点だけは留意する べき である 。

　 すなわち、 議事録と は、 その会議全体に容認

し たも のである 故、 その権限と 責任の究極の帰

する と こ ろ は会議全体であり 、 具体的には、 そ

の代表者である 議長である 。

　 実際には議事録を 作成する のは議事録作成人

ま たは委員会セク レ タ リ ーであっ ても 、 それは

議長の監督の下に行う のである から 、 つま る と

こ ろ、 議長が議事録作成の最高責任者である 。

　 以上の点から 考える と 、次の処理が望ま し い。

ａ 　 議長－委員長の場合

　 議長○○○○　 と する 。

ｂ 　 議長－委員長でない場合

　 委員長が議長、 議事録及び署名人を 指名する

こ と を 条件と し て連名にする 。

　 　 委員長　 ○○○○

　 　 議　 長　 ○○○○

　 　 議事録作成人○○○○

　 　 議事録署名人○○○○

　 議事録署名人が何ら かの理由で署名捺印を 拒

否し た場合でも 、 議長の署名捺印さ えあれば、

付箋を つけてその旨記載し ておけば、 正式な議

事録と し て次回委員会へ提出可能である 。

行政裁判所判決でも 次の如く である 。

　 ｢町村会、 議事録ハ、 外ヘ署名ヲ 欠イ テモ、

コ レ ガ為ニ、 議事録タ ルノ 効力ナシト イ フ ヲ 得

ズ…」

　 1971年12月14日、 日本JC総務委員会（ 予定

者会議） の席上次の項目を 専務理事通達と し

て、 日本JC統一見解で発表さ れた。

　 ⑴　 議長の署名・ 捺印を 必ず必要と する 。

　 ⑵　「 議事録作成人」 と いう 表現を 統一する 。

　 ⑶　「 議事録署名人」 と いう 表現を 統一する 。

議事録作成について

１ ． 作成者

　 １ 　 体調を 整えておく こ と 。

　 ２ 　  サブ・ セク レ タ リ ーと 打合せを し ておく

こ と 。

　 ３ 　  議事法テキス ト ま たは動議リ ス ト に目を

と おし ておく こ と 。

　 ４ 　 前回議事録通読し ておく こ と 。

　 ５ 　  議事日程およ び会議資料を 通読し ておく

こ と 。

　 ６ 　  録音テープに頼ら ずメ モを と る こ と 。

　 ７ 　  会議出席者の席と 名前を 書いた 画面。

（と こ ろ ど こ ろ 名前を 入れただけでも 、

役に立つ）。

　 ８ 　  発言中の不明なと こ ろは、 すぐ に発言者

に対し て、 その箇所ま たは発言要旨の教

示を 乞う こ と （ サブ・ セク レ タ リ ーに行

動し て貰う と よ い。）

２ ． 作成通数

　 ４ 通（ 内訳）

　 　 １ ． 事務局保存（ 印刷用正本） 用

　 　 ２ ． 署名人用

　 　 ３ ． 議長用

　 　 ４ ． 作成人控

　（ 注）専務理事に送ったほう がよ い場合も ある 。

３ ． 作成期間

　 一週間以内と する 。

　  次回開催日ま で余裕のないと き は、 ３ ～４ 日

で作成し なければなら ないので、 サブ・ セク

レ タ リ ーと 適宜に二分し て、 分担する こ と が

よ い場合がある 。
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４ ． 作成要領

　 １ 　 簡潔を 旨と する こ と 。

　 ２ 　  決し て録音テープに頼ら ないこ と 。 委員

会要求さ れている のは、「 議事録」 であっ

て 、「 速記録」 ではな い。 会議の経過と

結果の容量を記録すれば足り る のである 。

　 ３ 　  と はいう も のの、 １ 回だけの発言の機会

し かな かっ た 人について は、 でき る だ

け、 議事録の記載にと ど める よ う 、 配慮

し たい。

　 ４ 　  記録を と る に際し て、 議案によ っ ては、

資料に直接書き 込むほう がよ い場合も あ

る 。

　 ５ 　  議事日程と 資料を 参照し ながら 、 記録を

読み返し 、 次の諸事項につき 、 必要な訂

正加除を する こ と （ 青字の使用がよ い）

　 　 ⑴　 議題の通し 番号

　 　 ⑵　 資料番号

　 　 ⑶　 資料の訂正箇所

　 　 ⑷　 提案説明の小見出し

　 　 ⑸　 補足説明の小見出し

　 　 ⑹　 特別意見・ 質疑応答・ 討論の小見出し

　 　 ⑺　 発言者の役職の表示の整理

　 　 ⑻　 字句の修正・ 補完

　 　 ⑼　 重複発言の取捨（ 上記３ を 配慮する ）

　 　 ⑽　  議長の発言は、 収録し ない方針を 貫く

こ と

　 　 ⑾　  文章の要約に際し ては、 発言の趣旨を

損なわないよ う 注意する こ と

　 　 ⑿　 必要な場合は文章を 補う こ と

　 　 ⒀　  不穏当な発言や不適当な表現と 思われ

る も のについては、 念のため発言者に

照会する こ と

　 　 ⒁　 ｢質問」 と 「 意見」 を 区別する こ と

　 　 ⒂　  可能なかぎり 「 質疑応答」 と 「 討論」

に整理し て、 配列し なおすこ と

　 　 ⒃　  提出さ れた動議については、 何の動議

か、 小見出し を 使う こ と

　 　 ⒄　 カッ コ や補助記号を 整合さ せる こ と

　 ６ 　  再度読み直し ながら 、 大胆な削除を 加え

る こ と 。

　 ７ 　 ていねいに清書する こ と 。

　 ８ 　  用紙は、 字数を 数えやすく する ためマス

目の用紙を 使用する こ と 。

５ ． 作成上の注意

　 １ 　  会議の名称は、 略記せず、 正式に記載す

る こ と 。

　 ２ 　 日時・ 場所・ 出席者を 記載。

　 　 　 ・ 出席者名は、役職ごと に、姓のみで可。

　 　 　 ・  会議構成員と オブザーバーは分けて書

く こ と 。

　 　 　 ・ 欠席者名は書かなく てよ い。

　 ３ 　 開会宣言者と 時刻を 表示する 。

　 ４ 　 議長就任を 明記する 。

　 　 　 ・  選出方法ま たは就任根拠規定を 示すこ

と が望ま し い。

　 ５ 　 議事録作成人・ 署名人（ 誰が誰を ）

　 ６ 　 前回の議事録の承認（ 方法と 結果）

　 ７ 　 資料の確認

　 　 　 ・ 担当者を 明記する こ と が望ま し い。

　 　 　 ・  資料は、 当日配布資料を 含めて、 議事

日程の順にし たがい、 通し 番号を 付し

て、 列記する こ と が望ま し い。

　 ８ 　 議題の確認

　 　 　 ・ 担当者を 記載する こ と が望ま し い。

　 　 　 ・  議題の訂正後の議題を掲げれば足り る 。

　 ９ 　  新議題を 採択し たと き は、 議題を 掲げ、

提出者と 採択し た旨を 記載する こ と が望

ま し い。

　 10　  議事日程の変更は、 変更後の日程を かか

げれば足り る 。

　 11　  会頭や議長の挨拶は、 特に必要な部分の

みでよ い。

　 12　 審議事項

　 　 ⑴　 議題を 全文掲げる こ と 。

　 　 ⑵　 資料およ び訂正箇所の表示。

　 　 ⑶　  提案説明者の表示。 説明内容は、 資料

に提案趣旨が記載さ れている と き は、

省略する こ と が望ま し い。

　 　 ⑷　 補足説明についても 同様。

　 　 ⑸　  発言者の役職は、 初出時のみ表示すれ

ば足り る 。

　 　 ⑹　  ｢動議の提出」 は、 その旨小見出し を

使う と 分かり やすい。

　 　 ⑺　  セカン ド の有無を 明記する 。 （ セカン

ド 署名は不要）

　 　 ⑻　  議長職権によ る 議事進行については、

特に必要な も ののみ記載すれば足り

る 。

　 　 ⑼　  採決は、 何について、 ど のよ う な方法

でし たか、 明記する 。

　 　 ⑽　 賛成、 反対、 白票の票数を 明記する 。

　 　 ⑾　  案件によ っ ては、 可決さ れた原案ま た

は修正動議の要旨を 摘記する こ と 。

　 （参考例）

　 　  議長は、 原案を 整理し て議場にはかり 、 挙

手によ っ て採決の結果、 賛成×、 反対×、
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白票×で、 次の通り 承認可決し た。

　 　 　 　 １ ） 　 …

　 　 　 　 ２ ） 　 …

　 13　  ｢協議事項」 は採決を 要し ない。 提案者

と 協議の概要を 摘記すれば足り る 。

　 14　  報告事項、 監事所見等についても 、 簡潔

にま と める こ と 。

　 15　 閉会宣言者と 閉会時刻を 明記する 。

　 16　  最後に、 日付と 会議の名称を 表示し て、

関係者署名捺印のこ と 。

　 （参考例）

　 　 年月日

　 　 ○○青年会議所６ 月定例理事会

　 　 議長・ 理事　 　 ○○○○

　 　 議事録作成人　 ○○○○

　 　 議事録署名人　 ○○○○

　 　 　 　 同　 　 　 　 ○○○○

　 17　 清書し 終わっ たら 、 読み返すこ と 。

　 18　  発言者に出欠マーク がついている か、 出

欠簿を 点検する こ と 。

　 19　  事務局送付分については、 次のと おり ゴ

シッ ク 活字使用の指示を する こ と 。

　 　 ⑴　 議事次第

　 　 ⑵　 議　 　 題

　 　 ⑶　 資料の訂正箇所

　 　 ⑷　 ｢質疑応答」 「 討論」 の小見出し

　 　 ⑸　 ｢発言者名」

　 　 ⑹　 修正動議

　 　 ⑺　 採決、 およ びその結果

会館管理・ 運営規定

第１ 条　 　  こ の規定は一般社団法人佐賀青年会

議所会館の使用について規定する 。

第２ 条　 　  こ の会館は会館建設の趣旨にのっ と

り 、 ま た青年会議所運動の目的を 推

進する 場と し て会館を 効果的に使用

する こ と を 目的と する 。

第３ 条　 　  こ の会館は前条の目的を 達成する 為

に会員及び非会員の広く 貸し 出す。

第４ 条　 　  会館を 使用する 者は所定の書式によ

り 理事長に申し 込むも のと する 。

第５ 条　 　  会館の使用は原則と し て申し 込み順

によ り 許可する 。 会館使用の申し 込

みが重複競合し た場合には次の順序

によ り 許可する 。

　 　 　 ⑴　  佐賀青年会議所公式ス ケジュ ールに

よ る 諸会議及び委員会

　 　 　 ⑵　  佐賀青年会議所・ 地区協議会・ ブ

ロ ッ ク 協議会が主催する 会議

　 　 　 ⑶　 会員（ 特別会員を 含む）を 伴う 諸会議

　 　 　 ⑷　 非会員によ る 諸会議

第６ 条　 　  会館及びその他の使用料金について

は下記の通り と する 。

　 　 　 　 　 会　 員１ 時間につき 　 500円

　 　 　 　 　 非会員１ 時間につき 　 1,000円

　 　 　 　 　 空調設備使用料金１ 時間につき

　 　 　 　 　 500円

　 　 　 　 　  会館使用料金について理事長が必要

と 認めた使用に関し ては割引き ある

いは、こ れを 免除する こ と ができ る 。

第７ 条　 　  こ の会館の開館時間は下記の通り と

する 。

　 　 　 　 　 月曜日～金曜日（ 午前９ 時～午後時）

　 　 　 　 　  土・ 日曜日・ 祝日は原則と し て開館

し ない。

第８ 条　 　  会館の使用時間については原則と し

て開館時間内と し 理事長の許可を 得

た場合はこ の限り ではない。

第９ 条　 　  こ の会館を 使用する 者は次の事項を

遵守し なければなら ない。

　 　 　 ⑴　 危険物を 持ち込ま ない事。

　 　 　 ⑵　  施設・ 設備・ 備品等を 破損又は亡失

し た時は修理、 ま たは弁償する 事。

　 　 　 ⑶　  準備・ 後片付けはすべて使用者で行

う 事。

　 　 　 ⑷　  火の用心には特に注意を する 事。

　 　 　 ⑸　  使用責任者は会議終了後施錠を 確認

し て退館する 事。

　 　 　 ⑹　 その他管理者の注意する 事項。

第１ ０ 条　  会館内駐車場での利用者の物品、 車

両その他の盗難、 車両破損等の被害

については利用者の責任と し 、 当会

議所は一切の責任を 負わないも のと

する 。

第１ １ 条　  理事長が次の各号に該当する 場合に

会館の使用許可を 取り 消すこ と がで

き る 。

　 　 　 ⑴　  一般社団法人佐賀青年会議所の運営

に支障を き たすと 判断し た時。

　 　 　 ⑵　  保安上の危険がある と 判断し た時。

　 　 　 ⑶　  使用目的ま たは条件に違反し て会館

を 使用する と 判断し た時。

第１ ２ 条　  理事長はこ の規定の実施のため必要

な諸規則を 理事会を 経て定める こ と

ができ る 。

第１ ３ 条　  こ の規則は昭和61年１ 月23日よ り 実

施する 。
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第１ ４ 条　  こ の規則は平成11年１ 月１ 日よ り 実

施する 。

減価償却積立金規則

第１ 条（ 目的）

　  　 こ の規定は、 本会議所に設置さ れている 減

価償却積立金について、 その目的及び管理等

の方法を 定める も のである 。

第２ 条（ 積立金の目的）

　  　 減価償却積立金（ 以下、「 当積立金」 と 言

う 。） は、 佐賀青年会議所会館が、 建築後50

年程度にて建替えを 要する こ と から 、 その建

替え費用と する ために金銭を 積み立てる も の

である 。

第３ 条（ 積立金の使用目的）

　 １  　 当積立金は、 佐賀青年会議所会館の建替

え・ 新築費用以外の目的に使用する こ と は

でき ない。

　 ２  　 前項の規定に関わら ず、 佐賀青年会議所

会館の維持・ 管理及び改修に必要な場合及

び本会議所の運営上必要である と 理事会が

認める 場合に限り 、 当積立金を 使用する こ

と ができ る 。

第４ 条（ 管理方法）

　 １  　 当積立金は、 当会議所の一般会計から 分

離・ 独立し て管理する も のと する 。

　 ２  　 当積立金の管理方法を 変更する 場合に

は、 理事会の議決を 経る こ と を 要する 。

第５ 条（ 積立金の使用）

　  　 当積立金を 使用する 場合には、 その使用目

的及び使用金額について総会に諮り 、 その承

認を 得る こ と を 要する 。 但し 、 緊急の場合、

理事会の承認を 以て使用する こ と ができ る 。

尚、 こ の場合速やかに総会での承認を 得る も

のと する 。

第６ 条（ 積立金への繰入）

　  　 当会議所は、 総会の決議を も っ て、 当会議

所の毎年の支出額よ り 、 一定金額を 当積立金

に繰り 入れる こ と ができ る 。

第７ 条（ 規則の変更）

　  　 本規則を 変更する 場合、 理事会に諮り 、 そ

の承認を 得る こ と を 要する 。

第８ 条（ 細則）

　  　 当積立金に関し 本規則に定めのな い事項

は、 理事会が別に協議し て決する 。

第９ 条（ 附則）

　 　 当規則は、平成22年12月６ 日よ り 施行する 。

周年事業積立金規則

第１ 条（ 目的）

　 　 本会議所に、 周年事業積立金を 置く 。

第２ 条（ 積立金の目的）

　  　 周年事業積立金は、 当会議所が設立年度よ

り 起算し て５ 年又は10年ごと に記念事業を 行

う にあたり 、 当会議所が目的と する 公益事業

を 行う ための費用と する ために、 金銭を 積み

立てる も のである 。

第３ 条（ 積立金の使用目的）

　  　 当積立金は、 当会議所が設立年度よ り 起算

し て５ 年又は10年ごと に開催する 記念事業の

ための費用と し てのみ使用する こ と ができ る 。

第４ 条（ 管理方法）

　 １  　 当積立金は、 当会議所の一般会計から 分

離・ 独立し て管理する も のと する 。

　 ２  　 当積立金の管理方法を 変更する 場合に

は、 理事会の議決を 経る こ と を 要する 。

第５ 条（ 積立金の使用）

　  　 当積立金を 使用する 場合には、 その使用目

的及び使用金額について総会に諮り 、 その承

認を 得る こ と を 要する 。

第６ 条（ 積立金への繰入）

　  　 当会議所は、 総会の決議を も っ て、 当会議

所の毎年の支出額よ り 、 一定金額を 当積立金

に繰り 入れる こ と ができ る 。

第７ 条（ 事業計画の策定）

　  　 本会議所は、 記念事業終了後遅滞なく 、 次

回の記念事業のための計画を 立案し なければ

なら ない。

第８ 条（ 規則の変更）

　  　 本規則を 変更する 場合、 理事会に諮り 、 そ

の承認を 得る こ と を 要する 。

第９ 条（ 細則）

　  　 当積立金に関し 本規則に定めのな い事項

は、 理事会が別に協議し て決する 。

第10条（ 附則）

　 　 当規則は、平成22年12月６ 日よ り 施行する 。
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○収入の部 （単位：円）　　　

項　目 勘 定 科 目 単価 人員 当初予算額 補正後予算額 決算額 差  異 摘　要

受取入会金 入会金 40,000 40 1,600,000 1,600,000 540,000 -1,060,000 40,000円×11名　20,000円×5名

受取会費 正会員会費 120,000 94 11,280,000 11,650,000 12,090,000 440,000 新入会員16名

臨時会費 0 891,000 891,000 0 新營JC受入9,000円×99名

賛助会員会費(法人) 30,000 5 150,000 150,000 150,000 0 法人会員5口 本年度増減0

賛助会員会費(個人) 10,000 30 300,000 300,000 100,000 -200,000 個人会員10口 本年度増減0

事業収益 登録費収益(出店料) 0 70,000 70,000 0 9月さがかんきょうまつり出店料10,000円×7

広告料収益 0 1,510,000 1,510,000 0 佐賀城下栄の国まつり協賛金

受取補助金 栄の国まつり事業 2,330,000 2,330,000 2,330,000 0 佐賀城下栄の国まつり補助金

教育事業 0 100,000 100,000 0 佐賀県青少年育成県民会議より

国際交流事業 0 100,000 100,000 0 佐賀県国際交流協会より

国際交流事業 0 0 200,000 200,000 西日本国際財団より

受取寄付金 10月新營JC受入事業 0 0 100,000 100,000 佐賀青年会議所シニア・クラブより

雑収益 受取利息 1,000 1,000 541 -459 定期利息

佐賀ブロック協議会事務委託費 140,000 140,000 140,000 0
シニア・クラブ事務委託費 200,000 200,000 200,000 0
卒業生記念品代 10,000 22 220,000 230,000 230,000 0 23名

ジュース自販機収入 120,000 120,000 58,596 -61,404
その他 20,000 35,000 42,124 7,124 カード利用手数料・栄の国まつりゴミ拾い手当

その他 0 0 360,000 360,000 雑損失で計上していた未収会費回収分

定期預金解約 減価償却積立預金繰入収入 0 1,000,000 1,000,000 0 佐賀共栄銀行No.1027900-004

周年事業積立預金繰入収入 0 0 0 0

16,361,000 20,427,000 20,212,261 214,739

2,570,892 2,570,892 2,570,892 前期の流動資産から流動負債を差引いた額

18,931,892 22,997,892 22,783,153 214,739

○支出の部

項　目 勘 定 科 目 単価 人員 当初予算額 補正後予算額 決算額 差  異 摘　要

ＪＣＩ会費 1,690 93 157,170 180,830 182,520 -1,690 10.5＄(単価1,690円)

日本ＪＣ基本金 0 45,000 60,000 72,500 -12,500
日本ＪＣ付加金 5,000 93 465,000 535,000 510,000 25,000
国際協力資金 1,825 93 169,725 195,275 197,100 -1,825
ＷｅＢｅｌｉｅｖｅ購読料 3,000 93 279,000 321,000 288,000 33,000
九地区運営負担金 4,000 93 372,000 428,000 384,000 44,000 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,000円

佐賀ブロックＬＯＭ負担金 30,000 30,000 30,000 0
佐賀ブロック会員負担金 3,500 93 325,500 374,500 336,000 38,500
出向費(日本ＪＣ) 20,000 5 100,000 160,000 160,000 0 8名

出向費(九州地区) 0 0 0 0
佐賀ＪＣシニア・クラブ入会金 10,000 22 220,000 230,000 230,000 0 23名

支払負担金　計 2,163,395 2,514,605 2,390,120 124,485

給料手当 1,550,000 1,550,000 1,541,600 8,400
福利厚生費 20,000 20,000 19,452 548 労働保険料等

通信運搬費 600,000 600,000 596,840 3,160 電話FAXネッ利用料・郵送料・葉書切手代・郵送関係費

広報費 250,000 250,000 250,000 0 WEBサイト更新制作料

印刷製本費 1,450,000 1,550,000 1,583,831 -33,831 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷関係備品

消耗品費 500,000 580,000 589,089 -9,089 事務用品・ネームプレート・JCバッジ・卒業生記念品代等

光熱水料費 650,000 650,000 649,978 22 電気・ガス・灯油・水道代

支払手数料 80,000 80,000 66,362 13,638 振替手数料・振込手数料・法人INB基本手数料

保険料 94,920 94,920 94,920 0 JC会館火災保険料

租税公課 35,000 35,000 31,000 4,000 理事登記簿変更代・収入印紙代

法人税 81,000 81,000 81,000 0 法人市民税60,000円・法人県民税21,000円

事務費　計 5,310,920 5,490,920 5,504,072 -13,152

雑費 100,000 100,000 99,544 456 新聞代・事務用品以外の備品

警備料 234,576 234,576 234,576 0 JC会館警備料

会館維持費 280,000 280,000 279,916 84 ゴミ収集代・会館WAX清掃代・修繕費等

雑費　計 614,576 614,576 614,036 540

会計顧問料 216,000 216,000 0 216,000 会計顧問料

顧問料　計 216,000 216,000 0 216,000

会場使用料 100,000 100,000 97,603 2,397 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料

会議費　計 100,000 100,000 97,603 2,397

土地賃借料 494,680 494,680 494,680 0 JC会館土地賃借料

リース料 470,000 470,000 414,321 55,679 JC会館備品リース料・再リース料

賃借料　計 964,680 964,680 909,001 55,679

渉外費 200,000 250,000 245,787 4,213 御樽代・お土産代

慶弔費 120,000 120,000 113,132 6,868 結婚出産祝い・佛花代・電報代

理事長活動費 250,000 250,000 249,042 958 寸志・理事長経験者バッジ等

褒賞費 40,000 40,000 40,000 0 個人褒賞・理事長特別褒賞等

諸会費 8,000 8,000 6,000 2,000 西神野自治会会費・外部団体会費等

渉外費　計 618,000 668,000 653,961 14,039

総務委員会 0 0 0
郷土愛満ち溢れるまちづくり委員会 2,745,000 4,155,000 4,026,733 128,267
人づくり委員会 415,000 296,000 290,518 5,482
国際委員会 650,000 1,946,000 1,841,910 104,090
ビジネス委員会 330,000 280,000 272,900 7,100
広報委員会 200,000 152,000 147,200 4,800
地域コミュニティ構築委員会 415,000 510,500 502,263 8,237
次世代環境委員会 265,000 335,000 329,076 5,924

事業費　計 5,020,000 7,674,500 7,410,600 263,900

佐賀ブロック大会登録料 3,000 94 282,000 282,000 279,000 3,000 93名

九州地区大会 0 0 0 0
大会参加補助費 0 0 0 0
登録料 8,000 8,000 8,000 0 京都会議登録料

研修費　小計 290,000 290,000 287,000 3,000

雑損失 2,110,000 2,110,000 0 2017年～2019年未収会費・未収金(卒業生記念品代2名分)

雑損失　小計 2,110,000 2,110,000 0

定期預金開設 減価償却積立預金繰入支出 0 0 0 0
周年事業積立預金繰入支出 1,030,000 1,030,000 0 1,030,000 (残金5,141,593円)

16,327,571 21,673,281 19,976,393 1,696,888

33,429 -1,246,281 235,868 -1,482,149

2,604,321 1,324,611 2,806,717 -1,482,106 今期の流動資産から流動負債を差引いた額

支払負担金

次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ）

渉外費

事業費

研修費

当期支出合計（Ｃ）

賃借料

その他支出

(一社）佐賀青年会議所２０１９年度収支決算書（案）

平成３１年１月１日から令和１年１２月３１日まで

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

事務費

雑費

顧問料

会議費

○収入の部 （単位：

勘 定 科 目 単価 人員 当初予算額 補正後予算額 決算額 差  異 摘　要

入会金 40,000 40 1,600,000 1,600,000 540,000 -1,060,000 40,000円×11名　20,000円×5名

正会員会費 120,000 94 11,280,000 11,650,000 12,090,000 440,000 新入会員16名

臨時会費 0 891,000 891,000 0 新營JC受入9,000円×99名

賛助会員会費(法人) 30,000 5 150,000 150,000 150,000 0 法人会員5口 本年度増減0

賛助会員会費(個人) 10,000 30 300,000 300,000 100,000 -200,000 個人会員10口 本年度増減0

登録費収益(出店料) 0 70,000 70,000 0 9月さがかんきょうまつり出店料10,000円×7

広告料収益 0 1,510,000 1,510,000 0 佐賀城下栄の国まつり協賛金

栄の国まつり事業 2,330,000 2,330,000 2,330,000 0 佐賀城下栄の国まつり補助金

教育事業 0 100,000 100,000 0 佐賀県青少年育成県民会議より

国際交流事業 0 100,000 100,000 0 佐賀県国際交流協会より

国際交流事業 0 0 200,000 200,000 西日本国際財団より

10月新營JC受入事業 0 0 100,000 100,000 佐賀青年会議所シニア・クラブより

受取利息 1,000 1,000 541 -459 定期利息

佐賀ブロック協議会事務委託費 140,000 140,000 140,000 0
シニア・クラブ事務委託費 200,000 200,000 200,000 0
卒業生記念品代 10,000 22 220,000 230,000 230,000 0 23名

ジュース自販機収入 120,000 120,000 58,596 -61,404
その他 20,000 35,000 42,124 7,124 カード利用手数料・栄の国まつりゴミ拾い手当

その他 0 0 360,000 360,000 雑損失で計上していた未収会費回収分

定期預金解約 減価償却積立預金繰入収入 0 1,000,000 1,000,000 0 佐賀共栄銀行No.1027900-004

周年事業積立預金繰入収入 0 0 0 0

16,361,000 20,427,000 20,212,261 214,739

2,570,892 2,570,892 2,570,892 前期の流動資産から流動負債を差引いた額

18,931,892 22,997,892 22,783,153 214,739

○支出の部

勘 定 科 目 単価 人員 当初予算額 補正後予算額 決算額 差  異 摘　要

ＪＣＩ会費 1,690 93 157,170 180,830 182,520 -1,690 10.5＄(単価1,690円)

日本ＪＣ基本金 0 45,000 60,000 72,500 -12,500
日本ＪＣ付加金 5,000 93 465,000 535,000 510,000 25,000
国際協力資金 1,825 93 169,725 195,275 197,100 -1,825
ＷｅＢｅｌｉｅｖｅ購読料 3,000 93 279,000 321,000 288,000 33,000
九地区運営負担金 4,000 93 372,000 428,000 384,000 44,000 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,000円

佐賀ブロックＬＯＭ負担金 30,000 30,000 30,000 0
佐賀ブロック会員負担金 3,500 93 325,500 374,500 336,000 38,500
出向費(日本ＪＣ) 20,000 5 100,000 160,000 160,000 0 8名

出向費(九州地区) 0 0 0 0
佐賀ＪＣシニア・クラブ入会金 10,000 22 220,000 230,000 230,000 0 23名

支払負担金　計 2,163,395 2,514,605 2,390,120 124,485

給料手当 1,550,000 1,550,000 1,541,600 8,400
福利厚生費 20,000 20,000 19,452 548 労働保険料等

通信運搬費 600,000 600,000 596,840 3,160 電話FAXネッ利用料・郵送料・葉書切手代・郵送関係

広報費 250,000 250,000 250,000 0 WEBサイト更新制作料

印刷製本費 1,450,000 1,550,000 1,583,831 -33,831 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷関係備品

消耗品費 500,000 580,000 589,089 -9,089 事務用品・ネームプレート・JCバッジ・卒業生記念品代等

光熱水料費 650,000 650,000 649,978 22 電気・ガス・灯油・水道代

支払手数料 80,000 80,000 66,362 13,638 振替手数料・振込手数料・法人INB基本手数料

保険料 94,920 94,920 94,920 0 JC会館火災保険料

租税公課 35,000 35,000 31,000 4,000 理事登記簿変更代・収入印紙代

法人税 81,000 81,000 81,000 0 法人市民税60,000円・法人県民税21,000円

事務費　計 5,310,920 5,490,920 5,504,072 -13,152

雑費 100,000 100,000 99,544 456 新聞代・事務用品以外の備品

警備料 234,576 234,576 234,576 0 JC会館警備料

会館維持費 280,000 280,000 279,916 84 ゴミ収集代・会館WAX清掃代・修繕費等

雑費　計 614,576 614,576 614,036 540

会計顧問料 216,000 216,000 0 216,000 会計顧問料

顧問料　計 216,000 216,000 0 216,000

会場使用料 100,000 100,000 97,603 2,397 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料

会議費　計 100,000 100,000 97,603 2,397

土地賃借料 494,680 494,680 494,680 0 JC会館土地賃借料

リース料 470,000 470,000 414,321 55,679 JC会館備品リース料・再リース料

賃借料　計 964,680 964,680 909,001 55,679

渉外費 200,000 250,000 245,787 4,213 御樽代・お土産代

慶弔費 120,000 120,000 113,132 6,868 結婚出産祝い・佛花代・電報代

理事長活動費 250,000 250,000 249,042 958 寸志・理事長経験者バッジ等

褒賞費 40,000 40,000 40,000 0 個人褒賞・理事長特別褒賞等

諸会費 8,000 8,000 6,000 2,000 西神野自治会会費・外部団体会費等

渉外費　計 618,000 668,000 653,961 14,039

((一一社社））佐佐賀賀青青年年会会議議所所２２００１１９９年年度度収収支支決決算算書書（（案案））

平成３１年１月１日から令和１年１２月３１日まで

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）
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公益社団法人日本青年会議所 ２０２０年度 会頭所信 

石田全史 

 

青年会議所には、素晴らしい出会いがある。 

出会いには、人の未来を変える力がある。 

私は、誰かの未来をより良く変える存在でありたい。 

 

【はじめに】  

１０年後の未来を想像してください。  
 

あなたが暮らす地域の文化は誇りとして受け継がれ、産業は人びとの生活を支える基盤

となっている。まちを訪れる人やそこに暮らす人が増え、人びとの所得と幸福度は向上し、

地域経済には好循環が起きる。そして地域から日本を支える本来の姿を取り戻している。 

我が国は、日本人としての誇りと公共心を持った国民で溢れ、新たな命の誕生に心を踊

らせている。権利の行使と義務を果たす責任を自覚した国民によって、誰もが何度でも挑

戦できる持続可能な社会が実現し、自主自立国家を確立している。 

世界の中の日本は、他国からの圧力に屈せず、自らの力を持って、世界との関係を深化

させ、世界の恒久的平和に貢献する国となり、世界からの尊敬と信頼を集めている。 

 

私は令和という時代に、このような未来を描いている。 

地域社会の再建が、明るい豊かな国家を築く、そして世界に貢献する日本へ。 

描くことができる未来は、必ず実現できると確信している。 

 

厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりの日本

人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本

でありたい。そのような願いが込められ、令和という時代は幕を開けた。 

悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自然、このような日本の国柄を次世代へ

紡いでいくために、物心両面において豊かな令和の時代を創っていかなくてはならない。 

これこそまさに、我々青年に課せられた使命である。 

 

【組織の現状から組織の改革への決断】 

 １９６０年日本青年会議所は、そのあり方を再確認する必要に迫られ「ＪＣ三信条」「定

款」「ＪＣＩクリード」を基礎に、幅広い層からなる会員の思想を束ねた「綱領」が制定さ

れた。綱領は、組織としての理念を確立し、会員個人の運動目標を明確に位置づけた。 

そして地域社会、国家、国際社会が抱える問題とその解決に向けた責任を自覚すること

を前提として「明るい豊かな社会を築き上げよう」と、行動指針を定めたのである。 

 我々は、常に自己研鑽に励み、努力を惜しまず、地域社会を改善する政策を掲げ、市民
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意識を変革する運動によって、故郷を少しでもより良くしたいと志を抱き、何事にも挑戦

する青年の集いだと信じている。 

しかしながら年々会員数は減少を続け、存続すら危ぶまれる会員会議所も複数存在して

いる。政治や行政に主体性を持って参画し、責任ある発言ができる青年の存在が失われて

しまったら、その青年が暮らすまちの未来はどうなるのだろうか。誰かが何とかしてくれ

るという根拠のない妄想に逃げ込み、他人事と捉えていたら、恐らく近い将来には一部の

地域にしか存在しない組織になってしまうだろう。 

我々はこの現実を悲観的に捉えず、時代に即した組織へと改革できる絶好の機会である

と受け止めよう。会員会議所の抱えている事業や運動が、会員減少や組織縮小によって、

負担と感じるのであれば、先入観を捨て勇気を持って、整理する決断も必要である。その

際、仮に事業や運動がたった一つになっても、全く恥じることはない。むしろ会員の企業、

家庭生活に悪影響を及ぼし、名ばかりの会員で連なる組織になることは、さらなる衰退を

招いてしまう。まちの経済的発展と会員企業の成長、人びとの生活の質の向上を成し遂げ

るための政策を掲げ、それぞれの地域に根ざした草の根運動を続けることこそ、組織への

信頼獲得と会員拡大につながると信じている。 

 

【地域社会・国家・国際社会における経済の現状】  

 日本における青年会議所運動がはじめて灯された１９４９年９月、東京青年商工会議所

はその設立趣意書において「苦難を打開してゆくために採るべき途は、国内経済の充実と

国際経済との密接なる提携」と宣言した。７０年以上の月日が流れ、日本も世界も大きく

変容し、国民の価値観も青年会議所を取り巻く環境も変化を続けているが、今なお色褪せ

ぬ宣言である。我々の採るべき途を愚直に進んでいこう。 

 

 地域社会に目を向ければ、就業者の約６割が三大都市圏以外の地方で働いており、名目

ＧＤＰの約半分を占めている。日本経済の成長には、地域経済の再建が欠かせない。しか

し三大都市圏に労働力や投資が集中、地方は高齢化と過疎化が進行し、超人手不足に陥って

いる。豊かな自然や文化など、地方にはこれから開花する可能性を秘めた価値が眠ってい

る。地方への投資が、地域経済を再建し、日本経済を再興へと導くのである。 

 そして我が国の経済は、２０１２年時点から名目ＧＤＰ５８兆円、実質ＧＤＰ３７兆円

の増加と過去最高を記録。就業者数は２５１万人増加し、なかでも保育の受け皿拡大等に

よって女性の就業者が２０１万人増加した。若者の失業率は４．６％と、実に１９９２年

以来の低水準にまで回復。賃金については、４年連続で２％程度の高い賃上げが実現し、

５年連続で最低賃金も引き上げられてはいるが、実質賃金がマイナスとなっている点には

注意が必要である。経済力について幾つかの指標があるが、一人当りの購買力平価ＧＤＰ

（ＵＳドル）のランキングでは、日本はＯＥＣＤに加盟する３４カ国の中で１８位と高く

はない。我々の責任は物心両面の豊かさを実感できる国家経済を築いていくことにある。 

 国際社会を見渡せば、日本にとって最大の輸出相手国であり、中国に次ぐ輸入相手国で
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あるアメリカと、世界第１位の経済大国になりつつある中国との米中貿易紛争の緊張が、

再び表面化する可能性を無視することはできない。特に世界の実質ＧＤＰに占めるアジア

のシェアは、２０５０年には４８．１％へと激増すると予測されており、アジア諸国との

連携はますます重要になる。我が国は、アメリカにとってアジアにおける最大の外交パー

トナーとして存在感を発揮しているが、アジア諸国の成長速度が西側世界を上回る「イー

スタニゼーション」が進むという分析を踏まえ、世界における経済大国としての影響力を

維持できるよう、国際社会との親密な関係を深めていかなくてはならない。 

 

 「日本近代経済の父」と称される渋沢栄一は、企業の経営における道徳の重要性を説き

「真の富とは道徳に基づくものでなければ、決して永くは続かない」と述べている。この

「道徳経済合一説」は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の概念にも通じる。企業の経営

の根底には、人の役に立ち世の中の役に立つという道徳が欠かせない。そして我々は綱領

に沿って社会的・国家的・国際的な責任を自覚し、好循環を起こす人と企業による地域経

済の再建と持続可能な成長戦略による国家経済の再興、そして民間外交と国際協力による

国際社会との連携に全力を尽くし、経済的発展と幸せを実感できる、全ての人びとが笑顔

で生きがいを持ち、暮らしていける日本を築いていこう。 

 

【世界から注目される２０２０年】 

 近代オリンピックの提唱者であるピエール・ド・クーベルタン男爵は、オリンピックの

あるべき姿（オリンピズム）として「スポーツを通して、心身を向上させ、さらには文化・

国籍など様々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレーの精神を持って理解し合うこと

で、平和でより良い世界の実現に貢献する」といった理想を掲げた。近年では、「環境」と

いう柱を加え、世界の平和と地球環境について考える機会としている。 

この４年に一度の世界的なスポーツを通した平和の祭典に、２０５の国と地域から選手

やそれを応援する人びとが日本に集まる。 

 我々の組織においても、ＪＣＩ世界会議が横浜の地で開催され、１１３の国と地域から

世界の恒久的平和を希求する仲間が日本を訪れる。我々は一丸となっておもてなしの精神

を持って迎え入れよう。地域と世界がつながる時代において、横浜大会へ当事者意識を持

って関わることは、国際会議の経験や海外の会員との交流といった、実りある機会となる

に違いない。多様性と包摂性を持って、世界から集まる人びとが、日本という国の魅力を

感じられる機会を創出していこう。 

 

【人びとが自然と集う組織への進化】 

 この１０年で人びとの社会的価値観は大きく変化した。一方で会員を受け入れる我々の

組織体制は変化してきただろうか。拡大手法や成功事例は幾つも存在しており、成功して

いる会員会議所も少なくないが、近年卒業者数と年間退会者数の合計値を入会者数が上回

った年は、残念ながらない。そこで女性や２０代を対象とした拡大戦略の立案を提案した
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い。女性会員の比率８％や平均在籍年数４年、入会者の平均年齢３３歳、女性や２０代の

会員はこの組織にとって貴重な存在であり、我々の事業や運動により良い変化を起こす可

能性を秘めている。日本は男女格差が大きいジェンダー後進国であり、青年が自らの意思

と選択によって活躍できる、多様性ある社会を実現していくためにも女性会員の拡大に力

を入れる。青年に成長と発展の機会を提供し、社会で活躍できる人材を輩出する組織であ

り続けるためにも、女性や２０代の心を掴む、柔軟かつ解放的な組織へと進化させる。 

 日本の青年会議所の未来を見据え、６万７千人を超える会員が存在していた時代から現

在の組織の規模を踏まえ、社会により良い変化を起こす人材を育成する組織体制の構築や

役割の明確化、さらには会員が減少しても社会に大きなインパクトを与える運動を展開す

るための連携体制の構築など、最大限の効果を発揮できる組織改革も必要である。 

地域における優秀な若者の流出を防ぐために、高等教育機関や若年層の社会人を対象と

した起業家の育成に力を入れなければならない。そのような若者と全国各地で地域の未来

を共に創り上げるというプロセスから、故郷への誇りを持ち、社会に貢献する人材を育成

していこう。いずれは、我々と一緒に活動する仲間となるだろう。会員拡大戦略として、

全国各地で社会に貢献する起業家の育成事業を展開していこう。 

  また、時代の変遷期において改訂されてきたＪＣ宣言文について、社会の変化や会員を

取り巻く環境からも検証する必要がある。そして改訂が必要であるという答申がなされれ

ば、我々が描く理想の未来を明確に表現したＪＣ宣言文改訂への議論を進める。さらには

２０１０年代運動指針の検証を行い、新しいＪＣ宣言文との整合性を図り、２０２０年代

行うべき運動の方向性を示した中期戦略を策定する。 

 

 日本青年会議所の役割の一つに、会員会議所のリーダー育成を目的とした成長と発展の

機会を提供するというミッションがある。近年は理事長経験者から「就任前にもっと経験

を積み、多くの知識を得ておくべきだった」という声を耳にする機会が増えている。 

それらの課題を解決するために、地域により良い変化をもたらす力と、組織力を最大化

できるマネジメント力を兼ね備えたリーダーを育成するカリキュラムが必要である。また

平均在籍年数が４年という由々しき事態を打開するためにも、入会間もない会員の底上げ

に力を入れ、各地会員会議所の組織力の向上に努める支援も必要である。 

 観光庁のデータによれば、５年前には約１３４０万人だった外国人旅行者数は、現在で

は約３１００万人を超えている。最近では地方においても、外国人旅行者の姿を見る機会

が増えており、その受け入れ環境の整備が急務である。 

 地域の国際化に向けた課題を見つけるためには、世界８０を超える国と地域から海外の

青年会議所のリーダーが集う国際事業の開催地への立候補も魅力的な選択肢である。世界

から集まる同志から、地域の印象について本音を聞ける機会でもあり、その地域の魅力や

文化などを伝えることもできる。人と人との交流は、地域と地域を結ぶ可能性を充分に秘

めており、自身の価値観においても大きな変化が生まれる経験になることを約束する。 

こうした国際事業へのボランティアを活用することで、地域の国際化の課題解決に向け
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た研究の一環として、積極的に関わってほしい。 

 この国際事業で得られる知識や経験は、グローバルネットワーカーとして、実社会で役

立てていくこともできる。世界情勢を理解し、俯瞰的な視点を持つ日本人として国際化が

急務な地域で活躍することを期待している。またこの一期一会の出会いが、持続的な関係

となるよう、関わった人びとが再会できる機会とその仕組みを創出する。 

 

 年々会員は減少傾向にあるが、個人能力開発のＪＣＩ公式コースやＪＣＩ推奨コース、

日本ＪＣ公認プログラムの受講者は、確実に増えている。その背景にはこの組織の目的と

意義、歴史を理解したいという意欲を持った会員の存在がある。さらには、組織に関する

知識の習得だけではなく、ビジネスでも役立つスキルを身につけることもできる。また、

会員でなくとも受けることができるプログラムも存在するため、これを活用し会員拡大に

つなげてほしい。そしてこの制度は受講して終わりというわけではなく、トレーナーとし

て登録すれば、実践することが可能である。より多くのトレーナーを輩出できる仕組みと

活躍できる場を創出しなければならない。 

 

 青年会議所の魅力の一つに、事業計画と予算の作成がある。会社においても同様の業務

はあるが、青年会議所との明確な違いは二つある。一つ目は利益といっても、公の利益を

追求すること、二つ目に資金は金融機関や市場からの調達ではなく、会員より預かってい

る会費や企業からの協賛金を利用することである。さらには事業構築のプロセスを通して

社会により良い変化を起こす人材を育成するとともに、社会にアクティブ・シチズンを生

み出していくという特徴もある。青年会議所の事業実施と予算執行は、会員や共感を抱き

協力してくれた方々の想いが詰まったものであることを忘れてはならない。 

社会課題の解決に向けた政策の立案、人びとの意識や行動に変化を起こす事業の構築、

運動を広める戦略を学べる機会を創出する。事業や運動の成功事例となるロールモデルを

共有するとともに、活用できる支援体制を構築する。また全国各地の会員会議所が抱える

継続事業の検証や改善策など、運動の最大化に貢献できる相談窓口を設置する。 

 

【社会的な責任の自覚】 

国家は地域の集合体であり、地方における人口減少は地域経済規模の縮小に留まらず、

日本経済の成長をも妨げてしまう。日本経済の底上げを図るために、地域経済を再建する

必要がある。都道府県の枠を超えた広域経済圏の確立に向けて、青年としてのビジョンを

描こう。日本には四季があり素晴らしい風景や自然も存在している。地域の文化や特異性

を活かしつつ、インバウンドを促進させる時代に即した戦略も必要である。我々は政治や

行政に頼らず、自立した豊かな地域を実現するために、そこに住み暮らす人びとの意識を

変革する運動を進めていかなくてはならない。また、総務省が発表した２０１９年４月期

の失業率は２.４％となり、厚生労働省が発表した有効求人倍率は１.６３倍である。雇用

情勢は確実に改善していると言われるが、地方と都市部の賃金格差等により生産年齢人口
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の流出が進み「労働力喪失時代」の到来が危惧されている。その労働力を補うために外国

人労働者をさらに受け入れる政策には、警鐘を鳴らさざるを得ない。つまり我が国の未来

を考えた時、優先すべきは地方企業の労働生産性を高める支援策と所得向上の政策による

都市部との所得格差を是正することである。 

 政府が主導し産学官連携で実現を目指すＳｏｃｉｅｔｙ５．０によって、近い将来には

情報化社会を進化させた「超スマート社会」が訪れる。地域の課題を解決すると同時に、

変化に伴って生み出される「新しい価値」には、ビジネスチャンスも潜んでいる。 

一方で地方においてシャッター通り商店街が、地方都市の再開発の障壁となっている。

空き家等対策特別措置法などの現行法の効果や各種取り組みを検証し、まちづくりの弊害

となっている不動産の利活用を促進させる新たなビジネスモデルや法改正の提言をも視野

に入れた解決策の構築が急務である。 

 

 ２０１５年９月国連サミットにて採択されたＳＤＧｓを受けて、同年１１月、世界会議

金沢大会開催期間中にＪＣＩと全ての国家青年会議所は、ＳＤＧｓにコミットする「金沢

宣言」を採択した。２０１９年１月には、外務省とＳＤＧｓ推進におけるタイアップ宣言

に署名し、全国の会員会議所とＳＤＧｓ推進宣言を総会にて審議した。２０３０年までに

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するために、次世代

への推進、達成に向けたプロジェクトなど協働で進めることを宣言したものである。 

 ＳＤＧｓの推進をより加速させるために、全国各地のネットワークと組織力、行動力を

発揮しなければならない。日本で一番ＳＤＧｓを推進する組織として実績を積み、世の中

から認知されれば、社会に与えるインパクトは絶大なものである。２０１９年に引き続き

全ての事業と運動にＳＤＧｓを紐付けして力強く推進する。 

すでに世界中の企業がＳＤＧｓを経営戦略の中に取り込むことで、財務情報だけでなく

環境・社会・ガバナンスに関する取り組みも考慮したＥＳＧ投資を呼び込もうと力を入れ

ている。ＳＤＧｓを企業の経営戦略に入れることが、必然となる日も近いだろう。全国の

つながりと会員企業の経済活動を通して、社会に存在するあらゆる課題を解決しながら、

持続可能な社会の創造に貢献していこう。 

 

 日本青年会議所は、２０１８年より国の「知的財産戦略ビジョンに関する専門調査会」

に参画してきた。従来の「知的財産立国」を基盤に、世界から共感を得られる新たな「価

値デザイン社会」の構築に取り組む。日本の社会的価値を世界に向けて高めていくために

は、「脱平均」の発想で尖った才能を持つ個人や挑戦する企業への支援を強化し、チャレン

ジを促していく環境整備が必要である。多様性や多面性を重視しながら、分散した多様な

個性を融合し、消費者側のリアルタイムな評価をもとに「新しい価値」を構想しオープン

イノベーションを加速させていくことで、世界からの共感を集め、日本への信頼を獲得す

ることができる。地域に「新しい価値」をデザインし、地方創生への道を切り拓こう。 

またあらゆるモノが、データ化される時代への備えも必要である。ＩＴを活用し情報を
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集めた企業が競争優位に立った時代から、「リアルデータ」の活用がビジネスの主役になる

時代へと突入している。我々の周りには、デジタル化されていない膨大な物的資産と経験

や勘といったアナログ情報が存在する。人の経験や勘といったアナログ情報のデジタル化

とデータ分析によって「新しい価値」を産み出すデジタル変革が、これからの企業経営に

必要である。単なる業務の効率化ではなく、企業経営者の意思決定の高度化が可能になる

だろう。デジタル変革によって、企業・産業・社会に変革を起こそう。 

 

国や地域を愛する想いから、社会のあらゆる分野において活躍する傑出した若者を発掘

して栄誉を讃えるとともに、世に向けて広く発信することによって活動の域を拡大させ、

社会により良い影響をもたらす、ＴＯＹＰへと進化させる。 

 国際的に最も盛んなスポーツとされるサッカーを通して、地域の未来を担う子供たちに

「グッドルーザーの精神」を伝えるＪＣカップは、地域間の交流人口増加やコミュニティ

の活性化など、魅力ある地域への発展のために開催してきた。日本国内の大会から日韓戦

の実現、そしてアジア大会の開催も視野に大会規模の拡大を目指す。また、東京２０２０

オリンピック・パラリンピック競技大会が行われる特別な年でもある。特にパラリンピッ

クの成功は、日本が世界に誇るレガシーとして未来へ紡がれていくものである。ロンドン

五輪の成功例に学び、日本の社会的包摂の実現に向けて、オリンピック・パラリンピック

競技大会への支援策を模索していきたい。 

 

【国家的な責任の自覚】 

 我々は出産・子育てに携わる当事者世代の切なる声を集約し、少子化対策をテーマにし

た国民討議会を通して、厚生労働省へ提言を行ってきた。日本の出生率は３年連続で低下

し、２０１８年の出生数は過去最低を更新し出生数から死亡数を引いた人口の自然減は、

４４万４０８５人で、過去最大の減少幅となった。ベビーブーム世代を境に、出産可能な

年齢にある女性がさらに減少することからも出生数の増加は急務である。しかし２０１９

年度の国の一般会計歳出１０１兆４５７１億円のうち、少子化対策の費用は、わずか２兆

３４４０億円であり、国の少子化対策が劇的な効果を上げる可能性は低い。出会い・結婚・

妊娠・出産・育児・保育・教育に関わる適切な支援策や他国において既に効果が出ている

政策を参考に、子供を産み育てることが幸せと感じられる社会を創ることが必要である。

子供は成長すれば、社会の構成員として税金や社会保険料を支払うようになる。一方で、

この課題は一朝一夕で解決できるものではない。国に頼るだけでなく、高齢者や子供など

を支えていく責任世代であることを自覚した上で、子育てに対する支援は、国家の繁栄に

つながる投資であり、成長戦略としての姿勢を崩さず、引き続き提言する。 

 

国民の政治参画において、衆議院・参議院の国政選挙や地方選挙の投票率は年々低下の

一途を辿っており、特に若年層の低投票率は大きな課題である。選挙における投票棄権と

は、地域や国の未来への無関心であり、有権者が果たすべき責任の放棄である。２０１６
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年の参議院選挙では、はじめて１８歳以上に選挙権が認められたことで、与野党各党は、

これまでにない若年層を意識した政策を掲げた。若年層の投票率が向上すれば高齢者偏重

の政治が変わる可能性は充分にある。投票行動が自身の未来につながるという事実を認識

し当事者意識を育む若年層への主権者教育を確立しなければならない。 

 海外に住む日本人を対象にインターネット投票の実証実験がはじまり、２０２０年には

公職選挙法改正に向けた動きもある。投票率向上のための一つの有効な手段としてネット

投票は推進していかなければならないが、投票率という数字の上昇だけでなく、政治参画

への意識も高めていかなければならない。近い将来には、憲法改正の国民投票が行われる

可能性もある。その際に国民が主権者としての責任を自覚した一票を投じることができる

よう、より一層の啓発活動に力を入れる。 

 

 我が国の安全保障について、周辺諸国による軍事活動の活発化といった国際情勢の緊迫

化への対応、サイバー攻撃の規模や影響の拡大といったテクノロジーの進化による新たな

脅威への対策も練らなければならない。さらには、生活面において、国土・食料自給率・

エネルギーやインターネット犯罪などの対策も含めた議論が必要である。日米同盟を基軸

とする安全保障の重要性は変わらないが、米中の経済戦争が激化している中、世界最大の

経済大国へと成長する中国との関係は今後ますます重要になってくる。戦略的互恵関係の

さらなる深化はもちろん、果たすべき役割を考えなければならない時期に来ている。 

 内閣府が２０１８年に行った世論調査では、自衛隊に「良い印象を持っている」と回答

した人が全体の約９割を占めた。東日本大震災や熊本地震における自衛隊の救援活動は、

国民のみならず世界中から称賛されている。そのような自衛隊の重要性と任務が拡大する

中、現行憲法における自衛隊の位置づけや集団的自衛権についても、イデオロギーに依ら

ない冷静な国民的議論を巻き起こしていくことが、我が国の防衛力の確立へとつながる。 

 

１９７１年長崎で開催された全国理事長会議において「北方領土返還促進決議」が採択

された。それ以降、時代の担い手である青年として、国民への北方領土問題解決に向けた

啓発運動に努めてきた。我々は、四島返還と日ロ平和条約の締結に向けた運動を展開する

最後の砦であると言っても過言ではない。また文部科学省の新学習指導要領に基づき２０

２０年４月から小学校で使われる全ての社会科の教科書には、北方領土は「日本固有の領

土」と明記される。これを好機と捉え、啓発運動により一層の力を入れていく。 

 また我が国は誰でも自由に不動産を所有することができるが、人口減少が進行する中、

外国人が容易に不動産を取得できる現状に、国が行う重要な社会インフラ整備と国防の観

点から強い危機感を持っている。海外の事例を学び、国内における外国人の不動産所有と

利用に関する規制を設けることは、国土と国民生活を護るという視点から重要である。 

 

 我が国の国土面積は全世界のたった０.２８％であるが、全世界の活火山の７％は日本

に存在し、Ｍ６以上の地震の２０.５％は、日本で発生している。内閣府が想定する大規模
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地震には、首都直下地震となる相模トラフ沿いの海溝型地震と中部圏・近畿圏直下地震と

なる南海トラフ地震があり、３０年以内にどちらも７０％の確率で発生すると予測されて

いる。我が国の中枢機能や重要文化財、太平洋ベルトに位置する国を支える産業が、この

危険予測地帯に位置している。これらの地域以外でも大規模な災害が起こる可能性は充分

にあり、近年では火山の噴火や豪雨など人びとの生命と財産を脅かす災害は多発している。

自然の力の前で人間の力は無力であり、誰にも食い止めることはできない。しかし被害を

最小限に食い止める「減災」という考え方も存在する。災害発生時のメカニズムを知り、

備え方と発災時の対処を学ぶ「防災と減災」を義務教育化に向けた運動として確立する。

国民の生命と財産を護るために、経済的価値と防災と減災に関する備えといった両方向の

視点を持って、この国のかたちをより良いものへと変えていこう。 

また、これまで発生した災害に対し、全国の会員が一丸となり被災地への支援を行って

きた実績がある。ＮＰＯ団体・民間企業・災害医療機関や防災と減災のエキスパートなど

パートナーを拡充して、コレクティブ・インパクトを意識したプラットフォームとなり、

有事の際に迅速かつ効果的な被災地支援が可能となる組織体制を構築する。 

 

 これからの世代の平均寿命は１００歳を超えると予測されており、超高齢化社会の先に

ある長寿化社会は目前に迫っている。社会的包摂の視点から、育児をしながら働くことを

望む女性、退職後の知識や経験を活かして働きたい高齢者、障碍のある方や難病を患って

いる方々が、生きがいを持って働ける環境や職場の創出が必要である。企業が発想を転換

することで、我が国に眠る労働力が開花する可能性がある。また、一度社会において失敗

しても再チャレンジできる環境を整えるために、現行法の課題を見つけ、法整備に向けた

提言をまとめる。一般的な教育やモノ・サービスを手に入れにくく、社会から疎外される

恐れがある相対的貧困の解消やいつでも学び直しができるリカレント教育の確立も同時に

進めていかなければならない。さらには全国には２０歳〜３４歳の若年無業者が約４８万

人、４０歳～６４歳でひきこもりの状態にある人が約６１万人とも言われ、地域の実態に

即した自立就労支援の充実も急務である。全ての人びとが活躍できる社会環境を整備し、

地方の労働力人口の確保から、東京一極集中の是正につなげていこう。 

 人は必ず死を迎える。その時まで生きがいを持ち続け働ける社会、何度でも挑戦できる

社会を目指し、世界に先駆け超高齢化・長寿化社会の先進事例を創っていこう。 

 

【国際的な責任の自覚】 

 スイスの国際経営開発研究所（ＩＭＤ）が発表している「世界競争力ランキング」によ

れば、日本の総合順位は６４カ国中３０位と低迷している。なかでも評価が低かったのが

「起業家精神」と「国際経験」であった。しかし我々は、国際的なつながりをもつ組織で

あり、希望すれば誰でも国際の機会に触れることができる。そのつながりを活かし、世界

に向けて人や企業の進出を後押しすることも可能である。世界には、日本の企業の進出を

心待ちにしている国や地域が存在している。日本の文化や精神性といった魅力を人と企業
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の進出により、民間外交と国際協力を通して、日本と世界との距離を近づける。 

また、我が国の悲願である旧敵国条項の削除に伴う国連憲章の改正手続きや常任理事国

入りを実現するために、政府の途上国への開発援助とＳＤＧｓ達成に向けた我々の運動の

実績からも外務省と連携し、国際連合へ働きかけていくことも我々の責務である。 

 

 大東亜戦争敗戦後、日本人は食糧難と貧困に喘ぎ、混乱の中で苦しい生活をしていた。

アメリカをはじめ先進諸国から生きるために必要な援助物資や「ガリオア・エロア資金」

などの援助を受けた。１９５３年には、世界銀行から低金利の融資を受け、黒部第４ダム

や東海道新幹線、東名・名神高速など経済発展に必要な社会基盤を整備した。我々は世界

の国々に支えられ経済大国まで成長できたことを忘れてはならない。当時支援してくれた

国々は、自国の利益のために手を差し伸べたのだろうか。同じ地球で苦しむ人びとがいる

のであれば、見返りを求めず手を差し伸べることも必要である。そして未来を担う子供た

ちには、世界の現状を理解し、経済大国としての責任を自覚した、世界に貢献する日本人

として、成長できる実体験の機会を創出する。 

 ２０１５年からＳＤＧｓゴール６の達成に向けて「ＳＭＩＬＥ ｂｙ ＷＡＴＥＲ」事業

を推進し、アジア・太平洋地域の「水と衛生」に関する問題への解決に取り組んできた。

国内での啓発運動により活動資金を集め、支援を必要とする国のリサーチを行い、持続性

を担保しながら民間開発支援をしている。「ＳＭＩＬＥ ｂｙ ＷＡＴＥＲ」のブランド化を

図り、支援を必要とする国ごとにパートナーを選定し、アジア・太平洋地域の「水と衛生」

に関する課題解決を加速させていかなければならない。 

 

 国際通貨基金（ＩＭＦ）は、２０１４年衝撃的な事実を発表していた。世界のＧＤＰを

購買力平価で測った場合、中国が世界最大の経済国へ成長を遂げ、世界４大経済国のうち、

３カ国がアジアの国であった。さらに２０２５年には、世界の人口の３分の２がアジアで

暮らしていると予測している。人口で勝るアジアで急激な経済発展が実現した結果、世界

のパワーバランスはアジアへとシフトしている。 

 我々は中華全国青年聯合会と未来志向な関係を構築するため、訪中・訪日事業を行って

きた。日中両国の次世代を担う青年の相互の理解は、これまで以上に必要になる。両国の

経済的発展とアジア及び世界の平和に向けて、関係を深化させていかなくてはならない。

また東南アジアで活動する国家青年会議所は、ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳの受賞や女性の会員

の比率など、我々が見習うところがある。アジアにおける国際的課題を共有するとともに、

ビジネス交流を通して、明るい豊かなアジアの未来を共に描く機会を創出する。 

またロシアに対しては、２０１６年の日露首脳会談において、我が国は８項目の「協力

プラン」を掲示し、高い評価と賛意が表明された。その後は、ＪＢＩＣ・ＲＤＩＦによる

１０億ドルの共同投資枠組みの設立、デジタル経済の実現に向けた協力関係など、互恵的

な日露経済関係を進展させている。そして２０１９年９月よりロシア企業や研究所の常勤

者への最長５年のマルチビザの発給や学生のビザ申請の簡素化の措置がなされる。 
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政府の打ち出したロシアへの「協力プラン」を加速させ、両国の発展のために、日本と

ロシアの起業家との経済交流や学生同士の文化・教育交流にも力を入れなければならない。

極東地域の平和を実現するために、積極的な民間外交を推し進めよう。 

 

国際の機会を各地の会員会議所へ提供するためには、ＪＣＩとの連絡調整が重要である。

我々が位置するアジア・太平洋地域以外にもアフリカ・中東、アメリカ、ヨーロッパ地域

会議に登録さえすれば、会員なら誰でも自由に参加することができる。海外の青年会議所

の実施する素晴らしい事業や運動に触れることができるという、学びの機会も存在する。

そして先人たちの弛まぬ努力によって、世界中からの信頼を集め、日本のパスポートは、

１９０カ国と単独世界一となった。これを活かさない手はない。世界を旅すれば、人生に

おける価値観が変わる瞬間が必ず訪れる。 

 国際会議における他国の会員との交流の機会を掛け替えのない時間とするために、言葉

の壁を超えて通じあえる交流が必要である。ＪＣＩという組織が描く世界の恒久的平和に

向けて、一体感を抱くことができる機会を創出する。 

 

【原理原則を意識した効率的な組織運営】 

 マスコミの使命は、不偏不党の立場から国民に正しく情報を伝え、社会をより良い方向

へ導くというものである。しかし、既存のマスコミは相次ぐ不祥事により、信頼性を低下

させ、一方でインターネットやＳＮＳの普及により、フェイクニュースが蔓延している。

誤情報の拡散は人の命を奪う可能性すらあるにも関わらず、法規制はまだ整っていない。

利益追求のために事実を捻じ曲げて報道し、デマを流しておきながら、言論の自由を盾に

することは決して許されない。我々は真実を報道する機関であることを第一義とし、一般

報道のファクトチェックはもちろん、欧米諸国に比べて遅れているメディア・リテラシー

教育について、教育機関や家庭における学習の必要性からも教科化を見据えた運動を確立

する。そして人びとに有益なコンテンツを充実させ、報道機関としての存在価値を高めて

いかなくてはならない。またクラウドファンディングとの連携により、公益事業に対して

の寄付については、税制控除を受けられ、資金調達と運動発信が同時に可能となる「ふる

さと」納税に変わる画期的な報道機関へと進化させ、社会の発展に貢献していきたい。 

  そして組織の認知度や存在価値を高めるために、組織のブランディングに取り組む。 

認知度やイメージといったものは受け手が判断するものであり、受け手が必要とする、

或いは心の琴線に触れる情報を届ける広報戦略が必要である。我々は、２０１９年に報道

機関として大きな一歩を踏み出している。ブランディングの視点で練り上げた新しい広報

戦略と報道機関が連携することで、組織の認知度と存在価値を高めることができる。各地

の会員会議所の活動は素晴らしく、発信する素材と土壌は整っている。我々は、総合調整

機関として、地域を世界へ発信し、社会にインパクトを与え、組織のブランドを確立する。 

 

 日本青年会議所の予算の約９割が会員からの収入である。持続可能な組織として維持し
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ていくためには、会員数の拡大と並行して、外部からの収入の獲得が必要不可欠である。

これは全国の会員会議所でも同様のことが言える。我々の運動に対して、外部からいかに

共感を得るかを企画から練り上げ、クラウドファンディングを活用することでこの課題の

解決に挑戦する。内外からの収入を予算執行するにあたっては、厳正な審査を行い、会計

の透明化と財務体質の健全化を図らなければならない。 

一人の無責任な行動や言動により、組織全体の信用が失墜する時代である。昨今の企業

不祥事からも明らかなように、単なる法令遵守ではなく、倫理的責任を追求される事例も

ある。その倫理的責任を果たすためにも、組織のコンプライアンスへの意識を高め、徹底

していくとともに、ガバナンスの強化も図っていく。 

 

 青年会議所はその名の通り、物事を会議で決定するという特徴を持つ。我々の会議には

合議制による民主的な意思決定という良いイメージもあれば、長時間にわたる会議、効率

が悪いといった負のイメージも残念ながら耳にする。厳正な議論を積み重ねて物事を決定

するというプロセスを通して、信頼関係が築かれていく。会員企業や家庭生活に悪影響を

及ぼさぬよう、効率的な会議運営のあり方を検証し改善しなくてはならない。そして活発

な議論を巻き起こし、より良い運動をつくる貴重な時間となるように心がけていこう。 

 

【組織連携による運動の最大化】 

 日本青年会議所は、本会と１０の地区に編成された地区協議会、各都道府県に存在する

ブロック協議会から構成され、全国各地の６９４青年会議所を会員として成立している。

世界を見渡せば１１３の国と地域に国家青年会議所が存在し、世界中には約１５万５千人

の仲間がいる。卒業された先輩諸兄姉も含めれば、世界の恒久的平和を希求する人びとが

想像もつかない数で存在している。これこそが組織の最大の強みである。地区・ブロック

協議会は、本会の運動を推進することだけに留まらず、会員会議所から一番近い存在とし

て、心を寄せてほしい。そして我々は、密なる連携によって運動を最大化していこう。 

 意識変革運動とは、人びとの意識や行動を変えること。一人の発想に共感する者が集い、

やがて大きな声となる。これが運動のはじまりである。その運動の拡大と継続が人びとの

心を動かし、社会を変える起点となる。我々は自己の利益を省みず、勇気を持って社会の

あるべき方向性を示し、責任ある発言ができる唯一無二の組織であることに誇りを持ち、

運動を続けていこう。 

 

【おわりに】 

２０１１年の東日本大震災は、これまで漠然と描いていた未来が崩壊した瞬間だった。 

広範囲に渡る激震と巨大な津波により、多くの生命や財産が失われた。さらには原子力

発電所の放射性物質の飛散により、故郷は消滅の危機に瀕している。 

多くの方々が、地震や津波で犠牲になった。 

その中には、志半ばで帰らぬ人となった仲間もいる。 
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「生きる」ということは、当たり前のことではなく、奇跡の連続である。そして故郷は、

唯一無二の心の拠り所である。どのような状況においても故郷を護ることができるのは、

そこに住み暮らす人びとしかいないのだ。これが、震災で得た私の教訓である。 

２０２０年には、あの震災から１０年目を迎える。未だ復興は道半ばであるが、復興へ

一歩一歩と前に進んでいくことが私の生きがいであり、原動力でもある。 

 

震災後、只々呆然と立ち尽くし、将来に対する希望を失い、絶望感に浸る日々を送って

いた。そのような私に、現実を受け止め、未来を切り拓く勇気を与えてくれたのが、この

組織で出会った人びとである。青年会議所どころではないと感じたこともあった。しかし、

青年会議所がなくなったら、故郷の未来はどうなるのだろうかと自問自答を繰り返した。 

そこで導き出された答えは、夢を語り、希望に満ちた、世界に誇れる故郷の未来を描く

こと。そう決意したら、再び前を向いて歩き出すことができた。 

 

気付いたら、一緒に活動する仲間が集まってくれた。 

 

挑戦する前から無理だと決めつける、そのような先入観は捨て、大きな夢を語り、仲間

を集めて、未来を創ろう。我々は、必ず変化を起こすことができると信じている。 

己の信じた道を突き進む、真実一路が世の中を変えるのだと私は思う。 

 

先入観を捨て 

夢を描き、仲間を信じて、新しい時代を創りだそう 

軌跡を紡ぎ、奇跡を起こそう 
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公益社団法人日本青年会議所
２０２０年度　 基本資料

基本計画

（ 基本理念・ 基本方針）

　 　 基本理念

全ての人びと が

笑顔で生き がいを持てる国

日本の創造

　 　 基本方針

　 　 　 　 １ ． 組織改革と 人材育成による人びと が自然と 集う 組織への変化

　 　 　 　 ２ ． 好循環を 起こ す人と 企業による地域経済の再建

　 　 　 　 ３ ． 持続可能な成長戦略による国家経済の再興

　 　 　 　 ４ ． 民間外交と 国際協力による国際社会と の連携

　 　 　 　 ５ ． Ｊ Ｃ の存在価値を 高める効率的な組織運営

公益社団法人日本青年会議所
２０２０年度　 スローガン

真実一路

軌跡を紡ぎ、 奇跡を起こ そう ！
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公益社団法人日本青年会議所
２０２０年度　 基本資料

事業計画

［ １ ］ 日本青年会議所が主催し 、各地会員会議所またはJCIとと もに連携して行う 運動・ 事業

　 　 　 　 　 １ ． 柔軟かつ開放的な組織改革と 会員拡大を 行う ための事業の実施

　 　 　 　 　 ２ ． 地域社会でＳ Ｄ Ｇ ｓ を推進する事業の実施

　 　 　 　 　 ３ ． 選挙における各種討論会の実施

［ ２ ］  日本青年会議所が主催し 、 各地会員会議所またはJCIや各国青年会議所に対し て、

参加や参画など協力を 依頼し て行う 事業

　 　 　 　 　 １ ． 京都会議 【 １ 月】

　 　 　 　 　 ２ ． 金沢会議 【 ２ 月】

　 　 　 　 　 ３ ． サマーコ ンフ ァ レ ンス  【 ７ 月】

　 　 　 　 　 ４ ． 全国大会北海道札幌大会 【 ９ 月】

　 　 　 　 　 ５ ． 国際アカ デミ ー

　 　 　 　 　 ６ ． 日本アカ デミ ー

　 　 　 　 　 ７ ． TO YP大賞

　 　 　 　 　 ８ ． 褒賞

　 　 　 　 　 ９ ． 各種視察団・ 使節団の派遣

　 　 　 　 　 １０． 国際協力

［ ３ ］  JCIが主催し 、 日本青年会議所が連携し て行う 運動・ 事業

　 　 　 　 　 １ ． ＪＣＩ 　 ＡＳＰＡＣ（ カ ンボジア／アンコ ール） 【 ６ 月】

　 　 　 　 　 ２ ． ＪＣＩ 　 世界会議（ 日本／横浜） 【 １１月】

　 　 　 　 　 ３ ． ＪＣＩ 　 Ａ ＷＡＲＤＳへの申請 【 ５ 月・ １０月】

　 　 　 　 　 ４ ． ＪＣＩ 　 Ｔ ＯＹＰへの申請 【 ５ 月】

［ ４ ］ 日本青年会議所が会頭所信に基づき 、 地区協議会と 連携する 事業

　 　 　 　 　 １ ． 柔軟かつ開放的な組織改革を 行う ための事業の実施

　 　 　 　 　 ２ ． 地域社会でＳ Ｄ Ｇ ｓ を 推進する事業の実施

　 　 　 　 　 ３ ． 地域経済ビジョ ン を 策定・ 推進する事業の実施

　 　 　 　 　 ４ ． Ｊ Ｃ カ ッ プ Ｕ －１１ 少年少女サッ カ ー予選大会の実施

　 　 　 　 　 ５ ． 関係諸団体と の互いに強みを 生かし た防災ネッ ト ワーク の構築

［ ５ ］ 日本青年会議所が会頭所信に基づき 、 ブロッ ク 協議会と 連携する事業

　 　 　 　 　 １ ． 柔軟かつ開放的な組織改革を 行う ための事業の実施

　 　 　 　 　 ２ ． 会員拡大の支援

　 　 　 　 　 ３ ． 地域社会でＳ Ｄ Ｇ ｓ を 推進する事業の実施

　 　 　 　 　 ４ ． 選挙における各種討論会の実施

　 　 　 　 　 ５ ． 多面的な安全保障に関する国民的議論を 巻き 起こ す事業の実施
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新潟ブロック協議会

報道戦略委員会
渉外委員会
総務委員会

長野ブロック協議会

専
務
理
事

常
任
理
事

会
務
担
当

ＪＣブランド確立会議
財務運営会議
財政審査会議

総務グループ
規則審査会議

青森ブロック協議会

常
任
理
事

地
区
担
当

愛知ブロック協議会
東海地区協議会

岐阜ブロック協議会
三重ブロック協議会

和歌山ブロック協議会

常
任
理
事

会
務
担
当

国際ビジネス推進会議

福井ブロック協議会
石川ブロック協議会

北陸信越地区協議会
富山ブロック協議会

国際会議支援委員会
アジアアライアンス構築委員会

日露平和構築委員会

静岡ブロック協議会

日中関係構築委員会

会
員
会
議
所

総
　
　
会

理
事
会

会
　
　
頭

総活躍社会確立委員会

北海道地区協議会 北海道ブロック協議会

副
会
頭

国際協力関係委員会
国際グループ ＪＣＩ関係委員会

顧
　
　
問

滋賀ブロック協議会
京都ブロック協議会

近畿地区協議会
奈良ブロック協議会
大阪ブロック協議会
兵庫ブロック協議会

秋田ブロック協議会

常
任
理
事

地
区
担
当

岩手ブロック協議会
東北地区協議会

宮城ブロック協議会

沖縄地区協議会 沖縄ブロック協議会

常
任
理
事

会
務
担
当

人口政策推進会議
全国大会運営会議

副
会
頭

国民主権確立委員会
国家グループ

宮崎ブロック協議会

監
　
　
事

直
前
会
頭

鹿児島ブロック協議会

高知ブロック協議会

安全保障確立委員会
国土強靭化委員会

山形ブロック協議会
福島ブロック協議会

メディアリテラシー確立委員会

内

部

会

計

監

査

人

グ
ル
ー

プ

徳島ブロック協議会

福岡ブロック協議会
大分ブロック協議会
佐賀ブロック協議会

九州地区協議会 長崎ブロック協議会
熊本ブロック協議会

副
会
頭

地域ビジョン確立委員会
社会グループ

価値デザイン委員会
ＴＯＹＰ委員会
地域スポーツ活性化委員会

香川ブロック協議会
愛媛ブロック協議会

四国地区協議会

常
任
理
事

地
区
担
当

島根ブロック協議会
鳥取ブロック協議会

常
任
理
事

会
務
担
当

ＳＤＧｓ推進会議
サマーコンファレンス運営特別委員会

山梨ブロック協議会
神奈川ブロック協議会

岡山ブロック協議会
広島ブロック協議会

中国地区協議会 山口ブロック協議会

公益社団法人 日本青年会議所
２０２０年度　基本資料（案）

組組　　織織　　図図

常
任
理
事

会
務
担
当

組織改革会議

副
会
頭

組織拡大戦略会議

日本アカデミー委員会
組織グループ

国際アカデミー委員会
ＪＣプログラム推進委員会
ロールモデル推進委員会

栃木ブロック協議会
茨城ブロック協議会

常
任
理
事

地
区
担
当

群馬ブロック協議会
関東地区協議会

埼玉ブロック協議会
千葉ブロック協議会
東京ブロック協議会

組織グランドデザイン確立会議
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【
１

】
組

織
グ

ル
ー

プ
　

（
３

会
議

／
４

委
員

会
　

）

　
組

織
改

革
と

人
材

育
成

に
よ

る
人

び
と

が
自

然
と

集
う

組
織

へ
の

進
化

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
組

織
改

革
会

議
【
新

設
】

1．
時

代
に

即
し

た
組

織
へ

の
改

革
1

柔
軟

か
つ

開
放

的
な

組
織

改
革

の
調

査
・
実

施
・
提

案
地地

区区
連連

・・
ブブ

ロロ
連連

通
年

・
京

都
会

議
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
組

織
改

革
に

関
す

る
有

識
者

と
の

連
携

・
情

報
共

有
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

連
団

体

3
時

代
に

即
し

た
Ｊ
Ｃ

プ
ロ

ト
コ

ル
の

検
討

・
改

訂
・
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
4

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

活
動

に
即

し
た

法
人

格
移

行
に

関
す

る
相

談
窓

口
の

設
置

通
年

・
京

都
会

議
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
2．

グ
ル

ー
プ

運
動

の
効

果
を

高
め

る
業

務
1

有
識

者
・
各

団
体

と
の

協
議

・
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
団

体

2
日

本
Ｊ

Ｃ
政

策
と

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

3
Ｊ

Ｃ
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

を
高

め
る

広
報

戦
略

の
実

践
通

年
メ

ン
バ

ー
4

ア
ニ

ュ
ア

ル
レ

ポ
ー

ト
の

作
成

及
び

グ
ル

ー
プ

の
取

り
纏

め
８

月
～

１
２

月
メ

ン
バ

ー

（
２

）
組

織
拡

大
戦

略
会

議
【
名

称
変

更
】

1．
Ｌ

Ｏ
Ｍ

の
会

員
拡

大
へ

の
支

援
１

拡
大

を
切

り
口

と
し

た
組

織
戦

略
の

研
究

・
発

信
通

年
・京

都
会

議
・総

会
メ

ン
バ

ー
2

女
性

や
２

０
代

を
メ

イ
ン

タ
ー

ゲ
ッ

ト
と

し
た

拡
大

戦
略

の
立

案
・
推

進
通

年
・
京

都
会

議
メ

ン
バ

ー
3

ブ
ロ

ッ
ク

と
連

携
し

た
会

員
拡

大
支

援
ブ

ロ
推

通
年

メ
ン

バ
ー

4
Ｌ

Ｏ
Ｍ

の
会

員
拡

大
情

報
の

収
集

、
支

援
、

相
談

窓
口

通
年

メ
ン

バ
ー

5
日

本
Ｊ

Ｃ
シ

ニ
ア

ク
ラ

ブ
と

の
連

絡
調

整
通

年
メ

ン
バ

ー
2．

地
域

へ
の

青
年

会
議

所
運

動
の

推
進

1
新

設
Ｌ

Ｏ
Ｍ

及
び

発
展

の
た

め
の

支
援

・
情

報
収

集
・
相

談
窓

口
の

設
置

通
年

メ
ン

バ
ー

3．
中

期
的

な
会

員
拡

大
戦

略
の

推
進

1
高

等
教

育
機

関
や

若
年

層
社

会
人

等
と

連
携

し
た

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー

（
３

）
組

織
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
確

立
会

議
【新

設
】

1．
Ｊ
Ｃ

宣
言

文
改

訂
議

論
の

推
進

1
理

想
の

未
来

を
明

確
に

し
た

Ｊ
Ｃ

宣
言

文
改

訂
議

論
の

推
進

通
年

メ
ン

バ
ー

2．
中

長
期

ビ
ジ

ョ
ン

の
研

究
・策

定
1

２
０

１
０

年
代

運
動

指
針

の
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
2

２
０

２
０

年
代

中
長

期
ビ

ジ
ョ

ン
の

策
定

通
年

・
京

都
会

議
メ

ン
バ

ー
3．

次
世

代
の

Ｊ
Ａ

Ｙ
Ｃ

Ｅ
Ｅ

に
軌

跡
を

紡
ぐ

記
録

の
編

纂
1

Ｂ
ＩＢ

Ｌ
Ｅ

　
Ｏ

Ｆ
　

Ｊ
Ａ

Ｙ
Ｃ

Ｅ
Ｅ

改
訂

お
よ

び
Ｗ

Ｅ
Ｂ

化
の

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

2
Ｎ

Ｅ
Ｗ

　
Ｊ

Ａ
Ｙ

Ｃ
Ｅ

Ｅ
改

訂
お

よ
び

Ｗ
Ｅ

Ｂ
化

の
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
3

日
本

Ｊ
Ｃ

７
０

周
年

記
念

誌
「明

日
へ

の
黎

明
」発

行
に

向
け

た
準

備
通

年
メ

ン
バ

ー

（
４

）
日

本
ア

カ
デ

ミ
ー

委
員

会
【
継

続
】

1．
Ｌ

Ｏ
Ｍ

を
牽

引
す

る
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

1
地

域
に

よ
り

よ
い

変
化

を
も

た
ら

し
組

織
力

を
最

大
化

す
る

リ
ー

ダ
ー

の
育

成
６

月
メ

ン
バ

ー
2

第
４

回
日

本
ア

カ
デ

ミ
ー

の
企

画
・運

営
６

月
メ

ン
バ

ー
3

受
講

者
に

よ
る

啓
発

活
動

の
企

画
・支

援
７

月
～

１
０

月
メ

ン
バ

ー
4

日
本

ア
カ

デ
ミ

ー
リ

ユ
ニ

オ
ン

の
開

催
７

月
～

１
０

月
メ

ン
バ

ー
2．

ブ
ロ

ッ
ク

ア
カ

デ
ミ

ー
事

業
と

の
連

携
１

ブ
ロ

ッ
ク

ア
カ

デ
ミ

ー
事

業
の

推
進

・
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
3．

Ｊ
Ｃ

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

活
か

し
た

つ
な

が
り

の
構

築
１

国
内

友
好

Ｊ
Ｃ

・
姉

妹
Ｊ
Ｃ

締
結

へ
の

協
力

支
援

通
年

メ
ン

バ
ー

（
５

）
国

際
ア

カ
デ

ミ
ー

委
員

会
【
継

続
】

1．
国

際
社

会
で

活
躍

で
き

る
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

1
地

域
の

魅
力

や
文

化
を

発
信

し
地

域
と

地
域

を
結

ぶ
人

的
交

流
の

創
出

７
月

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
2

第
３

３
回

国
際

ア
カ

デ
ミ

ー
の

企
画

・
運

営
７

月
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
3

ミ
ニ

国
際

ア
カ

デ
ミ

ー
の

実
施

Ａ
Ｓ

Ｐ
Ａ

Ｃ
・
世

界
会

議
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

4
国

内
グ

ロ
ー

バ
ル

ネ
ッ

ト
ワ

ー
カ

ー
に

よ
る

啓
発

活
動

の
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
5

グ
ロ

ー
バ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

カ
ー

の
リ

ユ
ニ

オ
ン

の
企

画
・
開

催
世

界
会

議
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
０

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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6
国

際
ア

カ
デ

ミ
ー

開
催

希
望

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

調
査

・
対

応
８

月
～

１
０

月
Ｌ

Ｏ
Ｍ

2
．

Ｊ
Ｃ

Ｉの
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

活
用

し
た

世
界

と
の

つ
な

が
り

の
構

築
1

海
外

姉
妹

Ｊ
Ｃ

・
友

好
Ｊ
Ｃ

締
結

へ
の

協
力

・
支

援
通

年
Ｌ

Ｏ
Ｍ

2
日

本
の

フ
ァ

ン
を

つ
く
る

事
業

の
企

画
・実

施
通

年
・
世

界
会

議
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

（６
）

Ｊ
Ｃ

プ
ロ

グ
ラ

ム
推

進
委

員
会

【継
続

】
1
．

実
践

的
知

識
を

身
に

付
け

た
人

材
の

育
成

1
Ｊ
Ｃ

Ｉコ
ー

ス
及

び
Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

導
入

推
進

・実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ
Ｃ

Ｉコ
ー

ス
及

び
Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

ト
レ

ー
ナ

ー
の

育
成

通
年

メ
ン

バ
ー

3
日

本
Ｊ
Ｃ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
改

定
案

の
策

定
通

年
メ

ン
バ

ー
4

日
本

Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

再
調

査
・
検

証
の

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

5
Ｌ

Ｏ
Ｍ

か
ら

の
依

頼
に

よ
る

各
種

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

窓
口

通
年

メ
ン

バ
ー

2
．

Ｌ
Ｏ

Ｍ
会

員
拡

大
へ

の
貢

献
1

日
本

Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

践
を

通
じ

た
会

員
拡

大
の

推
進

通
年

メ
ン

バ
ー

・一
般

（７
）

ロ
ー

ル
モ

デ
ル

推
進

委
員

会
【名

称
変

更
】

1
．

地
域

経
済

再
建

へ
の

貢
献

1
事

業
構

築
の

ロ
ー

ル
モ

デ
ル

を
学

ぶ
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー

2
．

社
会

課
題

の
解

決
に

寄
与

し
た

事
業

と
人

材
の

褒
賞

1
褒

賞
事

業
の

募
集

・
選

考
会

の
実

施
通

年
・
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー

2
褒

賞
事

業
の

企
画

・
運

営
・
実

施
通

年
・
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・関

連
団

体

3
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ａ

Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｄ

Ｓ
獲

得
へ

の
サ

ポ
ー

ト
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ａ

Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｄ

Ｓ
獲

得
に

向
け

た
戦

略
の

構
築

通
年

メ
ン

バ
ー

・
Ｊ

Ｃ
Ｉ

2
Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ａ

Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｄ

Ｓ
申

請
に

関
す

る
幅

広
い

Ｌ
Ｏ

Ｍ
へ

の
支

援
通

年
・
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

・
世

界
会

議
メ

ン
バ

ー
・
Ｊ

Ｃ
Ｉ

4
．

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

課
題

解
決

に
向

け
た

支
援

1
会

員
会

議
所

の
運

動
最

大
化

に
貢

献
で

き
る

相
談

窓
口

の
設

置
通

年
メ

ン
バ

ー
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【
２

】
社

会
グ

ル
ー

プ
　

（
１

会
議

／
１

特
別

委
員

会
／

４
委

員
会

　
）

　
好

循
環

を
起

こ
す

人
と

企
業

に
よ

る
地

域
経

済
の

再
建

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
推

進
会

議
【
継

続
】

1．
持

続
可

能
な

地
域

社
会

の
構

築
1

地
域

社
会

で
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
を

推
進

す
る

事
業

の
企

画
・
実

施
地

区
連

・
ブ

ロ
連

通
年

・
京

都
会

議
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・一

般
・
関

係
省

庁

2
次

世
代

へ
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
を

推
進

す
る

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
・
金

沢
会

議
メ

ン
バ

ー
・一

般
・
関

係
省

庁

2．
グ

ル
ー

プ
運

動
の

効
果

を
高

め
る

業
務

1
有

識
者

・
各

団
体

と
の

協
議

・
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
有

識
者

・
関

係
団

体

2
日

本
Ｊ

Ｃ
政

策
と

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
3

Ｊ
Ｃ

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
を

高
め

る
広

報
戦

略
の

実
践

通
年

メ
ン

バ
ー

4
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

の
作

成
及

び
グ

ル
ー

プ
の

取
り

纏
め

通
年

メ
ン

バ
ー

（
２

）
サ

マ
ー

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
運

営
特

別
委

員
会

【継
続

】
1．

地
域

経
済

再
建

の
ロ

ー
ル

モ
デ

ル
の

確
立

1
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
で

持
続

可
能

な
社

会
を

実
現

す
る

サ
マ

ー
コ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
企

画
・運

営
・実

施
通

年
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
協

議
会

と
会

員
会

議
所

が
主

体
的

に
発

信
す

る
サ

マ
ー

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
の

企
画

・
運

営
・
実

施
通

年
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

（
３

）
地

域
ビ

ジ
ョ

ン
確

立
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1．
地

域
経

済
を

再
建

す
る

ビ
ジ

ョ
ン

の
構

築
1

地
域

経
済

ビ
ジ

ョ
ン

を
策

定
・推

進
す

る
事

業
の

企
画

・
実

施
地

区
推

通
年

・
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー
・一

般
・
関

係
団

体

2．
地

域
経

済
を

再
建

す
る

不
動

産
利

活
用

の
実

現
1

不
動

産
の

有
効

活
用

を
実

現
す

る
事

業
の

企
画

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
省

庁

3．
地

域
間

の
所

得
格

差
改

善
に

よ
る

企
業

の
労

働
力

確
保

1
企

業
の

生
産

性
向

上
と

所
得

向
上

を
実

現
す

る
推

進
運

動
の

企
画

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
4．

関
係

諸
団

体
と

の
連

携
1

全
国

青
年

友
好

団
体

と
の

連
携

・情
報

共
有

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
諸

団
体

（
４

）
価

値
デ

ザ
イ

ン
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1．
新

た
な

価
値

創
造

を
通

じ
た

地
域

デ
ザ

イ
ン

の
実

現
1

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

を
活

用
し

た
価

値
デ

ザ
イ

ン
を

す
る

人
材

と
企

業
を

支
援

す
る

事
業

の
企

画
・実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

価
値

を
デ

ザ
イ

ン
す

る
人

材
と

企
業

を
創

出
す

る
事

業
の

企
画

・
実

施
通

年
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2．

デ
ジ

タ
ル

を
活

用
し

た
新

た
な

価
値

を
生

み
出

す
企

業
の

創
出

1
企

業
の

デ
ジ

タ
ル

リ
テ

ラ
シ

ー
を

向
上

さ
せ

る
事

業
の

企
画

・実
施

通
年

・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3．

関
係

諸
団

体
と

の
連

携
 

1
業

種
別

部
会

連
絡

会
議

等
と

の
連

携
・情

報
共

有
の

窓
口

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
諸

団
体

（
５

）
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
委

員
会

【名
称

変
更

】
1．

Ｔ
Ｏ

Ｙ
Ｐ

に
よ

る
社

会
に

よ
り

よ
い

変
化

を
起

こ
す

機
会

の
創

出
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

募
集

・選
考

会
の

企
画

・
実

施
１

月
～

７
月

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

企
画

・実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・一
般

・
関

係
諸

団
体

・関
係

省
庁

3
Ｊ

Ｃ
Ｉ　

Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ

Ｎ
　

Ｔ
Ｏ

Ｙ
Ｐ

事
業

の
要

素
分

析
・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

整
理

・
蓄

積
及

び
活

用
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
4

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
の

企
画

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
．

Ｔ
Ｏ

Ｙ
Ｐ

に
よ

る
世

界
に

よ
り

よ
い

変
化

を
起

こ
す

機
会

の
創

出
１

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

発
信

・
申

請
支

援
通

年
・
京

都
会

議
・世

界
会

議
メ

ン
バ

ー
・
一

般

（
６

）
地

域
ス

ポ
ー

ツ
活

性
化

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1．
ス

ポ
ー

ツ
を

通
じ

た
地

域
間

交
流

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

活
性

化
1

Ｊ
Ｃ

カ
ッ

プ
Ｕ

－
１

１
少

年
少

女
サ

ッ
カ

ー
予

選
大

会
の

実
施

地
区

連
２

月
～

８
月

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
Ｊ

Ｃ
カ

ッ
プ

Ｕ
－

１
１

少
年

少
女

サ
ッ

カ
ー

全
国

大
会

の
実

施
９

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2．
ス

ポ
ー

ツ
を

通
じ

た
社

会
的

包
摂

の
実

現
1

ス
ポ

ー
ツ

を
通

じ
た

社
会

的
包

摂
の

実
現

に
向

け
た

事
業

の
企

画
・
実

施
２

月
～

８
月

メ
ン

バ
ー

・一
般

・
関

係
省

庁

2
東

京
２

０
２

０
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

競
技

大
会

と
の

連
携

１
月

～
９

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
０

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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【３
】

国
家

グ
ル

ー
プ

　
（２

会
議

／
５

委
員

会
　

）

　
持

続
可

能
な

成
長

戦
略

に
よ

る
国

家
経

済
の

再
興

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
人

口
政

策
推

進
会

議
【
名

称
変

更
】

1．
国

家
経

済
を

成
長

さ
せ

る
人

口
政

策
の

実
現

1
多

子
社

会
の

実
現

へ
向

け
た

国
民

意
識

を
喚

起
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

・運
営

通
年

・
京

都
会

議
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
多

子
社

会
の

実
現

へ
向

け
た

仕
組

み
を

構
築

す
る

事
業

の
企

画
・
実

施
・運

営
７

月
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
国

会
議

員

2．
子

育
て

環
境

の
支

援
体

制
の

検
証

1
諸

外
国

に
お

け
る

子
育

て
支

援
策

の
調

査
・研

究
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3．

グ
ル

ー
プ

の
運

動
の

効
果

を
高

め
る

業
務

1
有

識
者

・各
種

団
体

と
の

協
議

・連
携

通
年

メ
ン

バ
ー

・
有

識
者

・
関

係
団

体

2
日

本
Ｊ

Ｃ
政

策
と

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー

3
Ｊ

Ｃ
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

を
高

め
る

広
報

戦
略

の
実

践
通

年
メ

ン
バ

ー

4
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

の
作

成
及

び
グ

ル
ー

プ
の

取
り

纏
め

通
年

メ
ン

バ
ー

（
２

）
全

国
大

会
運

営
会

議
【
継

続
】

1．
２

０
２

０
年

度
の

運
動

の
検

証
並

び
に

２
０

２
１

年
度

へ
の

継
承

 
1

第
６

９
回

全
国

大
会

北
海

道
札

幌
大

会
の

企
画

・
実

施
・運

営
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー
・一

般

2．
開

催
地

を
は

じ
め

と
す

る
全

国
の

地
域

の
発

展
1

第
６

９
回

全
国

大
会

主
管

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

連
絡

・
調

整
通

年
主

管
Ｌ

Ｏ
Ｍ

3．
次

代
の

全
国

大
会

の
方

針
の

研
究

と
検

証
 

1
第

７
０

回
・
第

７
１

回
大

会
主

管
Ｌ

Ｏ
Ｍ

に
関

す
る

調
査

・連
絡

・調
整

通
年

主
管

決
定

Ｌ
Ｏ

Ｍ

2
第

７
２

回
以

降
の

全
国

大
会

主
管

立
候

補
の

調
査

・研
究

通
年

主
管

候
補

Ｌ
Ｏ

Ｍ

3
時

代
に

即
し

た
全

国
大

会
の

方
針

研
究

と
調

査
通

年
メ

ン
バ

ー

（
３

）
国

民
主

権
確

立
委

員
会

【新
規

】
1．

国
民

の
主

権
者

意
識

の
向

上
1

若
年

層
へ

の
政

治
参

画
意

識
を

育
む

事
業

の
企

画
・実

施
・運

営
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
政

策
リ

テ
ラ

シ
ー

お
よ

び
主

権
者

教
育

を
推

進
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

・運
営

通
年

・サ
マ

コ
ン

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2．

当
事

者
意

識
に

よ
る

政
治

選
択

の
実

現
1

投
票

率
低

迷
の

社
会

的
問

題
を

解
決

す
る

事
業

の
企

画
・
実

施
・運

営
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
省

庁

2
選

挙
に

お
け

る
各

種
討

論
会

の
実

施
・
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

（
４

）
メ

デ
ィ

ア
リ

テ
ラ

シ
ー

確
立

委
員

会
【新

規
】

1．
情

報
化

社
会

で
の

教
育

体
制

の
構

築
1

受
信

者
に

よ
る

メ
デ

ィ
ア

リ
テ

ラ
シ

ー
教

育
を

推
進

す
る

事
業

の
企

画
・実

施
・運

営
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
発

信
者

に
よ

る
メ

デ
ィ

ア
リ

テ
ラ

シ
ー

教
育

を
推

進
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

・運
営

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
省

庁

2．
様

々
な

情
報

を
選

択
で

き
る

社
会

の
実

現
1

多
様

な
メ

デ
ィ

ア
を

比
較

し
選

択
で

き
る

仕
組

み
を

構
築

す
る

事
業

の
企

画
・実

施
・
運

営
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

（
５

）
安

全
保

障
確

立
委

員
会

【名
称

変
更

】
1．

多
面

的
な

安
全

保
障

体
制

の
構

築
1

多
面

的
な

安
全

保
障

に
関

す
る

国
民

的
議

論
を

巻
き

起
こ

す
事

業
の

企
画

・
実

施
・
運

営
ブブ

ロロ
連連

通
年

・サ
マ

コ
ン

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
国

民
を

守
る

持
続

可
能

な
安

全
保

障
政

策
を

確
立

す
る

事
業

の
企

画
・実

施
運

営
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2．
国

土
と

国
民

生
活

を
守

る
防

衛
策

の
確

立
1

領
土

領
海

問
題

お
よ

び
国

内
不

動
産

外
国

人
取

得
を

規
制

す
る

事
業

の
企

画
・実

施
・
運

営
通

年
メ

ン
バ

ー
・
国

会
議

員

（
６

）
国

土
強

靭
化

委
員

会
【
継

続
】

1．
災

害
に

強
い

日
本

の
防

災
体

制
の

確
立

1
国

民
の

生
命

財
産

を
守

る
防

災
・減

災
に

関
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

・
運

営
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

防
災

イ
ン

フ
ラ

の
充

実
に

伴
う

経
済

的
価

値
を

生
み

出
す

事
業

の
企

画
・実

施
・運

営
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2．
防

災
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築

1
関

係
諸

団
体

と
の

互
い

に
強

み
を

生
か

し
た

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
地

区
推

通
年

メ
ン

バ
ー

・
地

区
・一

般

2
行

政
機

関
と

の
防

災
協

定
の

締
結

促
進

・
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3．
被

災
地

の
支

援
1

国
内

で
発

災
し

た
災

害
に

対
す

る
支

援
お

よ
び

検
証

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

（
７

）
総

活
躍

社
会

確
立

委
員

会
【継

続
】

1．
国

家
経

済
を

再
興

す
る

多
様

な
働

き
方

の
確

立
1

生
き

が
い

を
持

っ
て

働
け

る
環

境
や

職
場

を
創

出
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

・運
営

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

2．
生

涯
を

通
し

て
活

躍
で

き
る

社
会

モ
デ

ル
の

創
出

1
全

て
の

人
び

と
が

活
躍

で
き

る
社

会
環

境
を

整
備

す
る

事
業

の
企

画
・実

施
・
運

営
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

超
高

齢
化

と
長

寿
社

会
の

先
進

事
例

を
確

立
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

・
運

営
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
０

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（会
議

・委
員

会
）
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【
４

】
国

際
グ

ル
ー

プ
　

（
１

会
議

／
６

委
員

会
　

）

　
民

間
外

交
と

国
際

協
力

に
よ

る
国

際
社

会
と

の
連

携

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
国

際
ビ

ジ
ネ

ス
推

進
会

議
【
新

設
】

1
．

国
際

ビ
ジ

ネ
ス

に
よ

る
民

間
外

交
1

海
外

進
出

企
業

と
受

け
入

れ
先

の
マ

ッ
チ

ン
グ

支
援

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
・サ

マ
コ

ン
J
C

I・
メ

ン
バ

ー
・
関

係
団

体

2
ア

ジ
ア

太
平

洋
地

域
の

青
年

経
済

人
と

の
ビ

ジ
ネ

ス
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

関
係

団
体

2
．

関
係

諸
団

体
と

の
連

携
1

Ｇ
２

０
Ｙ

Ｅ
Ａ

関
係

会
議

へ
の

参
加

・
対

応
・
検

証
通

年
J
C

I・
メ

ン
バ

ー
・
関

係
団

体

3
．

日
本

の
常

任
理

事
国

入
り

に
向

け
た

運
動

の
推

進
1

外
務

省
と

民
間

企
業

の
連

携
事

業
の

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
団

体

4
．

グ
ル

ー
プ

運
動

の
効

果
を

高
め

る
業

務
1

有
識

者
・
各

団
体

と
の

協
議

・
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
有

識
者

・
関

係
団

体

2
日

本
Ｊ

Ｃ
政

策
と

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー

3
Ｊ

Ｃ
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

を
高

め
る

広
報

戦
略

の
実

践
通

年
メ

ン
バ

ー

4
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

の
作

成
及

び
グ

ル
ー

プ
の

取
り

纏
め

通
年

メ
ン

バ
ー

（
２

）
国

際
協

力
関

係
委

員
会

【
新

設
】

1
．

国
際

社
会

に
貢

献
で

き
る

人
材

の
育

成
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

少
年

少
女

国
連

大
使

育
成

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
・７

月
〜

９
月

メ
ン

バ
ー

・一
般

2
Ｊ

Ｃ
Ｉ　

Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ

Ｎ
少

年
少

女
国

連
大

使
を

通
じ

た
国

内
事

業
の

企
画

・
実

施
通

年
・金

沢
会

議
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・一

般
2
. 
ア

ジ
ア

に
お

け
る

持
続

可
能

な
開

発
事

業
1

Ｓ
Ｍ

ＩＬ
Ｅ

　
ｂ

ｙ　
Ｗ

Ａ
Ｔ

Ｅ
Ｒ

事
業

の
検

証
・企

画
・
実

施
通

年
・金

沢
会

議
メ

ン
バ

ー
・一

般

2
ア

ジ
ア

太
平

洋
諸

国
に

お
け

る
持

続
可

能
な

開
発

支
援

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・一

般

3
. 
関

係
諸

団
体

と
の

連
携

1
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

国
境

な
き

奉
仕

団
と

の
連

携
・
情

報
共

有
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
団

体

2
Ｊ

Ｃ
Ｉオ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

ホ
ー

プ
の

対
応

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

（
３

）
Ｊ

Ｃ
Ｉ関

係
委

員
会

【
継

続
】

1
．

Ｊ
Ｃ

Ｉメ
ン

バ
ー

と
の

相
互

理
解

の
構

築
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

　
ア

ン
コ

ー
ル

大
会

で
の

日
本

Ｊ
Ｃ

主
催

事
業

の
企

画
・
実

施
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

2
Ｊ

Ｃ
Ｉ　

Ｗ
ｏ

ｒｌ
ｄ

　
Ｃ

ｏ
ｎ

ｇ
ｒｅ

ｓ
ｓ
　

横
浜

大
会

で
の

日
本

Ｊ
Ｃ

主
催

事
業

の
企

画
・
実

施
世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

3
世

界
会

議
・
エ

リ
ア

会
議

で
掛

け
替

え
の

な
い

時
間

を
共

有
で

き
る

事
業

の
企

画
・
実

施
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

・世
界

会
議

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

4
Ｊ

Ｃ
Ｉが

行
う

事
業

の
推

進
・
連

携
・
情

報
発

信
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

2
. 
Ｊ

Ｃ
Ｉに

お
け

る
友

好
関

係
の

構
築

1
Ｊ

Ｃ
Ｉ役

員
関

係
へ

の
対

応
・
協

力
・
支

援
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ

Ｃ
Ｉ諸

会
議

で
の

日
本

Ｊ
Ｃ

役
員

対
応

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

3
ア

ジ
ア

太
平

洋
地

域
以

外
の

海
外

Ｎ
Ｏ

Ｍ
へ

の
対

応
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

4
Ｊ

Ｃ
Ｉ関

連
事

業
と

の
連

携
通

年
J
C

I・
メ

ン
バ

ー
・
一

般

（
４

）
国

際
会

議
支

援
委

員
会

【
新

設
】

1
．

国
際

会
議

の
支

援
を

通
じ

た
日

本
の

魅
力

の
浸

透
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｗ

ｏ
ｒｌ

ｄ
　

Ｃ
ｏ

ｎ
ｇ
ｒｅ

ｓ
ｓ
横

浜
大

会
へ

の
協

力
・
参

加
推

進
・開

催
地

支
援

世
界

会
議

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
2

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｗ

ｏ
ｒｌ

ｄ
　

Ｃ
ｏ

ｎ
ｇ
ｒｅ

ｓ
ｓ
横

浜
大

会
の

渉
外

窓
口

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
3

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
金

沢
会

議
の

実
施

２
月

J
C

I・
メ

ン
バ

ー
・
一

般

4
Ｊ

Ｃ
Ｉ　

Ａ
Ｓ

Ｐ
Ａ

Ｃ
堺

高
石

大
会

誘
致

へ
の

支
援

６
月

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

2
.　

世
界

の
人

び
と

が
交

流
す

る
機

会
の

構
築

1
お

も
て

な
し

の
精

神
を

発
信

す
る

事
業

の
企

画
・
実

施
京

都
会

議
・
金

沢
会

議
・
サ

マ
コ

ン
・全

国
大

会
・世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

2
イ

ン
タ

ー
ナ

シ
ョ

ナ
ル

ナ
イ

ト
の

開
催

京
都

会
議

・金
沢

会
議

・
サ

マ
コ

ン
・
全

国
大

会
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

（
５

）
ア

ジ
ア

ア
ラ

イ
ア

ン
ス

構
築

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1
．

ア
ジ

ア
太

平
洋

地
域

に
お

け
る

友
好

関
係

の
構

築
1

ア
ジ

ア
諸

国
の

国
家

青
年

会
議

所
と

の
意

見
交

換
会

・勉
強

会
の

実
施

金
沢

会
議

・Ａ
Ｓ

Ｐ
Ａ

Ｃ
・世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

関
係

団
体

2
Ｊ

Ｃ
Ｉ　

Ａ
Ｐ

Ｄ
Ｃ

の
支

援
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

3
ア

ジ
ア

太
平

洋
地

域
海

外
Ｎ

Ｏ
Ｍ

へ
の

対
応

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー

4
Ｐ

ｅ
ａ
ｃ
ｅ
　

ｉｓ
　

ｐ
ｏ

ｉｓ
ｓ
ｉｂ

ｌｅ
の

推
進

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
．

北
東

ア
ジ

ア
の

未
来

志
向

な
関

係
構

築
1

日
韓

朝
の

関
係

構
築

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

関
係

団
体

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
０

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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（
６

）
日

中
関

係
構

築
委

員
会

1
. 日

中
の

未
来

志
向

な
関

係
構

築
1

日
中

の
新

た
な

未
来

を
考

え
る

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
関

係
団

体

2
中

華
全

国
青

年
聨

合
会

等
と

の
日

中
未

来
友

好
協

定
に

よ
る

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
関

係
団

体

3
日

本
Ｊ

Ｃ
日

中
友

好
の

会
等

と
の

連
携

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
関

係
団

体
2
. 日

中
間

の
友

好
関

係
構

築
1

中
国

各
種

団
体

と
各

会
員

会
議

所
と

の
友

好
交

流
支

援
通

年
Ｊ
Ｃ

Ｉ・
関

係
団

体

（
７

）
日

露
平

和
構

築
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1
．

日
露

平
和

構
築

の
た

め
の

人
材

育
成

1
日

本
と

ロ
シ

ア
両

国
の

未
来

を
担

う
青

少
年

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
・
４

月
～

９
月

・全
国

大
会

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2
．

起
業

家
に

よ
る

民
間

外
交

１
日

本
と

ロ
シ

ア
両

国
の

起
業

家
の

経
済

・文
化

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

２
日

本
Ｊ

Ｃ
日

口
友

好
の

会
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3
．

周
辺

諸
国

ロ
シ

ア
と

の
平

和
的

関
係

の
構

築
１

恒
久

的
世

界
平

和
に

つ
な

が
る

青
年

会
議

所
の

政
策

や
事

業
の

推
進

通
年

J
C

I・
メ

ン
バ

ー
・
一

般
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【
５

】
総

務
グ

ル
ー

プ
　

（
４

会
議

／
３

委
員

会
　

）

　
Ｊ
Ｃ

の
存

在
価

値
を

高
め

る
効

率
的

な
組

織
運

営

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
Ｊ
Ｃ

ブ
ラ

ン
ド

確
立

会
議

【名
称

変
更

】
1．

Ｊ
Ｃ

ブ
ラ

ン
ド

を
確

立
す

る
広

報
業

務
1

Ｊ
Ｃ

の
存

在
価

値
を

高
め

る
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

戦
略

の
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
2

各
会

議
・
委

員
会

の
対

外
情

報
発

信
の

収
集

と
統

制
通

年
メ

ン
バ

ー
3

広
報

戦
略

会
議

の
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
2.

 年
間

を
通

じ
た

一
貫

性
の

あ
る

広
報

業
務

1
効

果
的

な
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

戦
略

を
構

築
す

る
た

め
の

専
門

家
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3.

 組
織

の
認

知
度

と
存

在
価

値
を

高
め

る
業

務
1

Ｊ
Ｃ

版
ク

ラ
ウ

ド
フ

ァ
ン

デ
ィ

ン
グ

サ
イ

ト
と

連
携

し
た

運
動

発
信

の
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・各

協
議

会
・一

般

2
Ｗ

ｅ
Ｂ

ｅ
ｌｉｅ

ｖｅ
Ｗ

Ｅ
Ｂ

の
取

材
と

管
理

・
運

用
通

年
メ

ン
バ

ー
4.

 会
員

に
向

け
た

効
果

的
な

情
報

発
信

業
務

1
機

関
紙

（
Ｗ

ｅ
Ｂ

ｅ
ｌｉｅ

ｖ
ｅ
）の

作
成

・
発

刊
・
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
5．

グ
ル

ー
プ

運
動

の
効

果
を

高
め

る
業

務
1

有
識

者
・
各

団
体

と
の

協
議

・
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
有

識
者

・
関

係
団

体

2
日

本
Ｊ

Ｃ
政

策
と

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
3

Ｊ
Ｃ

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
を

高
め

る
広

報
戦

略
の

実
践

通
年

メ
ン

バ
ー

4
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

の
作

成
及

び
グ

ル
ー

プ
の

取
り

纏
め

通
年

メ
ン

バ
ー

（
２

）
財

務
運

営
会

議
【
継

続
】

1．
日

本
Ｊ
Ｃ

の
財

務
基

盤
の

強
化

1
日

本
Ｊ

Ｃ
財

源
の

確
立

及
び

新
規

賛
助

企
業

の
拡

大
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
賛

助
企

業
と

の
連

携
及

び
ブ

ー
ス

の
設

営
・
対

応
・
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
 

3
収

益
部

門
の

検
証

・
管

理
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

4
Ｊ

Ｃ
運

動
へ

の
共

感
を

集
め

る
ク

ラ
ウ

ド
フ

ァ
ン

デ
ィ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

の
利

用
促

進
と

管
理

・
運

用
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

5
ク

ラ
ウ

ド
フ

ァ
ン

デ
ィ

ン
グ

支
援

者
の

税
制

控
除

等
を

調
査

・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

6
会

議
・
委

員
会

の
諸

事
業

と
協

賛
企

業
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

を
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2.

 外
部

資
金

獲
得

を
推

進
1

助
成

金
に

関
す

る
調

査
・
検

証
・
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
Ｌ

Ｏ
Ｍ

に
お

け
る

外
部

資
金

獲
得

の
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3.

 日
本

Ｊ
Ｃ

の
財

産
の

管
理

運
営

及
び

運
用

1
青

年
会

議
所

会
館

の
管

理
・
運

用
通

年
メ

ン
バ

ー
2

日
本

Ｊ
Ｃ

中
長

期
財

政
ビ

ジ
ョ

ン
及

び
青

年
会

議
所

会
館

の
未

来
計

画
の

検
討

通
年

メ
ン

バ
ー

4.
 メ

ン
バ

ー
の

負
託

に
応

え
得

る
事

業
の

推
進

1
必

携
品

の
活

用
方

法
の

改
善

通
年

メ
ン

バ
ー

2
相

互
メ

リ
ッ

ト
の

あ
る

企
業

や
団

体
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

（
３

）
財

政
審

査
会

議
【
継

続
】

1．
財

政
規

律
の

確
保

と
費

用
対

効
果

の
向

上
1

予
算

案
及

び
決

算
書

の
精

査
通

年
メ

ン
バ

ー
2

諸
事

業
の

予
算

及
び

決
算

の
精

査
通

年
メ

ン
バ

ー
　

3
会

議
・
委

員
会

会
計

の
指

導
・支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
4

各
協

議
会

事
業

の
予

算
・決

算
審

査
及

び
月

次
決

算
の

指
導

通
年

各
協

議
会

5
監

事
・
内

部
会

計
監

査
人

グ
ル

ー
プ

と
の

連
携

・調
整

通
年

メ
ン

バ
ー

6
諸

事
業

の
公

益
目

的
の

管
理

通
年

メ
ン

バ
ー

7
各

協
議

会
事

業
の

公
益

目
的

に
関

す
る

指
導

・支
援

通
年

各
協

議
会

8
協

議
会

会
計

に
関

す
る

相
談

窓
口

通
年

各
協

議
会

2.
 運

営
面

で
の

進
展

に
寄

与
す

る
た

め
の

業
務

１
Ｌ

Ｏ
Ｍ

会
計

に
関

す
る

相
談

窓
口

通
年

Ｌ
Ｏ

Ｍ

（
４

）
規

則
審

査
会

議
【
継

続
】

1．
公

益
社

団
法

人
と

し
て

精
度

の
高

い
運

営
1

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

に
基

づ
く
各

会
議

・
委

員
会

の
諸

事
業

及
び

議
案

の
管

理
体

制
の

充
実

に
よ

る
審

査
通

年
メ

ン
バ

ー
2

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

に
関

す
る

相
談

窓
口

通
年

メ
ン

バ
ー

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
０

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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3
個

人
情

報
の

管
理

・保
護

通
年

メ
ン

バ
ー

4
知

的
財

産
の

保
護

と
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
に

関
す

る
指

導
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
団

体

5
内

閣
府

へ
の

提
出

書
類

作
成

及
び

報
告

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
省

庁

6
外

部
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

の
連

携
通

年
関

係
団

体
7

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

新
設

・
名

称
変

更
等

に
関

す
る

支
援

通
年

メ
ン

バ
ー

2
. 
公

益
社

団
法

人
と

し
て

の
定

款
並

び
に

規
則

の
管

理
 

1
公

益
法

人
制

度
に

即
し

た
定

款
並

び
に

諸
規

則
及

び
諸

規
定

の
把

握
・変

更
・
管

理
通

年
メ

ン
バ

ー
2

各
協

議
会

規
則

の
調

査
・
支

援
に

関
す

る
相

談
窓

口
通

年
各

協
議

会
3
. 
運

営
面

で
の

進
展

に
寄

与
す

る
た

め
の

業
務

1
Ｌ

Ｏ
Ｍ

規
則

・コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

に
関

す
る

相
談

窓
口

通
年

Ｌ
Ｏ

Ｍ
2

組
織

運
営

セ
ミ

ナ
ー

の
企

画
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー
3

ア
ニ

ュ
ア

ル
レ

ポ
ー

ト
の

取
り

纏
め

及
び

作
成

１
０

月
～

１
２

月
メ

ン
バ

ー

（
５

）
報

道
戦

略
委

員
会

【
新

設
】

1
. 
組

織
の

認
知

度
と

存
在

価
値

を
高

め
る

業
務

1
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

管
理

・
運

用
と

対
外

向
け

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

用
い

た
効

果
的

な
広

報
活

動
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

2
. 
会

員
に

向
け

た
効

果
的

な
情

報
発

信
業

務
1

協
議

会
・
Ｌ

Ｏ
Ｍ

と
の

情
報

受
発

信
通

年
メ

ン
バ

ー
・
各

協
議

会
・
Ｌ

Ｏ
Ｍ

2
メ

ー
ル

マ
ガ

ジ
ン

及
び

メ
ン

バ
ー

向
け

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

用
い

た
有

益
な

情
報

の
発

信
通

年
メ

ン
バ

ー
3

Ｊ
Ｃ

ア
プ

リ
の

管
理

・運
用

通
年

メ
ン

バ
ー

3
. 
意

識
調

査
に

関
す

る
業

務
1

Ｊ
Ｃ

Ｃ
Ｓ

を
用

い
た

メ
ン

バ
ー

へ
の

意
識

調
査

通
年

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ
Ｃ

Ｃ
Ｓ

の
活

用
の

普
及

並
び

に
登

録
率

と
返

信
率

向
上

の
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー

（
６

）
渉

外
委

員
会

【
継

続
】

1
．

日
本

Ｊ
Ｃ

の
運

動
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
の

業
務

1
各

会
議

・
委

員
会

・協
議

会
と

の
連

絡
調

整
通

年
メ

ン
バ

ー
2

会
頭

並
び

に
役

員
の

国
際

会
議

並
び

に
諸

大
会

参
加

の
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
3

会
頭

並
び

に
役

員
の

各
地

訪
問

に
お

け
る

運
動

発
信

の
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー

2
. 
日

本
Ｊ

Ｃ
２

０
２

０
年

度
の

運
動

の
共

有
・
発

信
並

び
に

Ｌ
Ｏ

Ｍ
と

の
連

携
強

化
1

日
本

Ｊ
Ｃ

事
業

説
明

会
の

検
証

・
企

画
・
実

施
１

０
月

～
１

１
月

メ
ン

バ
ー

2
日

本
Ｊ
Ｃ

役
員

Ｌ
Ｏ

Ｍ
訪

問
及

び
講

師
派

遣
の

対
応

通
年

メ
ン

バ
ー

（
７

）
総

務
委

員
会

【
継

続
】

1
．

総
会

・
理

事
会

等
諸

会
議

の
効

率
的

な
運

営
1

日
本

Ｊ
Ｃ

の
総

会
及

び
諸

会
議

の
設

営
通

年
メ

ン
バ

ー
2

適
切

な
権

限
移

譲
を

行
っ

た
日

本
Ｊ

Ｃ
の

諸
会

議
の

運
営

及
び

設
営

通
年

メ
ン

バ
ー

3
各

会
議

・
委

員
会

の
議

案
の

上
程

期
限

と
内

容
の

精
査

通
年

メ
ン

バ
ー

4
日

本
Ｊ
Ｃ

議
案

上
程

シ
ス

テ
ム

の
普

及
通

年
メ

ン
バ

ー
5

統
一

基
本

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

内
容

精
査

と
改

訂
通

年
メ

ン
バ

ー
6

理
事

長
予

定
者

セ
ミ

ナ
ー

の
企

画
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー
7

会
議

・委
員

会
ス

タ
ッ

フ
セ

ミ
ナ

ー
の

企
画

１
０

月
メ

ン
バ

ー
8

効
率

的
な

会
議

手
法

の
企

画
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
2
.日

本
Ｊ
Ｃ

２
０

２
０

年
度

の
運

動
の

共
有

・
発

信
1

京
都

会
議

の
開

催
１

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般

80



２
０

１
９

年
１

２
月

１
１

日
現

在

30
日

(木
)

27
日

(木
)

2日
(木

)
4日

(木
)

3日
(木

)
1日

(木
)

3日
(木

)

28
日

(火
)

30
日

(火
)

29
日

(木
)

9日
(木

)
6日

(木
)

5日
(木

)
9日

(木
)

7日
(木

)
18

日
(木

)
9日

(木
)

10
日

(木
)

8日
(木

)
12

日
(木

)
17

日
(木

)

10
日

(金
)

14
日

(金
)

12
日

(木
)

17
日

(金
)

15
日

(金
)

19
日

(金
)

16
日

(木
)

11
日

(金
)

16
日

(金
)

20
日

(金
)

18
日

(金
)

17
日

(金
)

15
日

(土
)

13
日

(金
)

18
日

(土
)

16
日

(土
)

20
日

(土
)

17
日

(金
)

12
日

(土
)

17
日

(土
)

21
日

(土
)

19
日

(土
)

25
日

(金
)

18
日

(土
)

28
日

(土
)

25
日

(金
)

Ｊ
Ｃ

Ｉ
諸

会
議

8日
（

水
）

20
日

(水
)

11
日

(木
)

23
日

(木
)

3日
(火

)
～

11
日

（
土

）
～

23
日

(土
)

～
14

日
(日

)
～

25
日

(土
)

～
7日

(土
)

27
日

(水
)

17
日

(水
)

～
30

日
(土

)
～

20
日

(土
)

16
日

(木
)

21
日

(金
)

7日
(火

)
24

日
(木

)

～
19

日
(日

)
～

23
日

(日
)

～
11

日
(土

)
～

27
日

(日
)

18
日

(土
)

～
19

日
(日

)

7日
(火

)
8日

(土
)

7日
(土

)
11

日
(土

)
9日

(土
)

6日
(土

)
11

日
(土

)
5日

(土
)

10
日

(土
)

14
日

(土
)

12
日

(土
)

8日
(水

)
9日

(日
)

8日
(日

)
12

日
(日

)
10

日
(日

)
7日

(日
)

12
日

(日
)

6日
(日

)
11

日
(日

)
15

日
(日

)
13

日
(日

)

7日
(火

)
8日

(土
)

7日
(土

)
11

日
(土

)
9日

(土
)

6日
(土

)
11

日
(土

)
5日

(土
)

10
日

(土
)

14
日

(土
)

12
日

(土
)

7日
(火

)
8日

(土
)

7日
(土

)
11

日
(土

)
9日

(土
)

6日
(土

)
11

日
(土

)
5日

(土
)

10
日

(土
)

14
日

(土
)

12
日

(土
)

そ
の

他

（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
（

Ｗ
Ｅ

Ｂ
）

（
Ｊ

Ｃ
会

館
）

（
Ｊ

Ｃ
会

館
）

（
Ｊ

Ｃ
会

館
）

（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
（

Ｗ
Ｅ

Ｂ
）

（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
（

Ｗ
Ｅ

Ｂ
）

（
沖

縄
）

（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）

（
札

幌
）

総
会

（
京

都
）

(東
京

)
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 九州地区内企業（政策支援）、国土交通省九州地方整備局（政策協力）

連 携 概 要

機関を設置することで、防災、減災について一段と対応できる仕組みづくり整い、
もし災害が起きても、強い九州づくりを目指していきます。

青年会議所の主体である諸会議について、誰もが参加しやすい環境づくりを構築すると
ともに、原点であるＪＣ運動の意義を育成することで、ブロック協議会やＬＯＭでも

■地域経済ビジョンを策定・推進する事業の実施
観光インフラの整備にて観光財のキラーコンテンツ化、観光振興による
地域経済の発展していくことで、効果的、積極的な情報発信や、すべての旅行者が

■時代に即した組織改革の実施

活用できるパッケージ化を進めていきます。

中小企業や誰でも参画できるスキームを確立することで、地域社会の活性化につなげて

公益社団法人 日本青年会議所 ２０２０年度 九州地区
担当常任理事 江口 尚登

九州はアジアの主要都市を中心に５０以上の国際路線や１３０以上の航路にて外貿コンテナ
定期船が張り巡らされており、アジアとの交易、交流環境が充実し、経済的なつながりが
強い地域であり、地理的にも日本の首都東京よりも韓国の釜山や韓国、中国の上海などの現 状 分 析
東アジアに近い距離にあります。農林水産業の生産額は全国の２割以上と高い供給力を
有するなど、多くの自然環境や資源に恵まれています。

■発災時の対応ではなく、日頃より災害対策を構築し、防災機関を設置している状態。

■地域社会でＳＤＧｓを達成していくための事業の実施
持続可能な経済と地域の発展のために、九州地区各地域の金融機関と連携し、地域の

■ＳＤＧｓに共感するために、金融機関と連携しＥＳＧ投資の促進している状態。

九州地区に住み暮らす全ての人びとが安全・安心な地域を確立するために、ブロック協議会

企業が新たなスキームやプラットホームを構築することで、企業の新たな価値が
高まり確立され、ＳＤＧｓを達成していきます。
■地域経済ビジョンを策定・推進する事業の実施
九州が広域圏の経済確立するために、経済団体や観光団体とひとつのプラットホームを

【１．４．５．８．１１．１７】

■九州の魅力を世界中の観光客から選ばれる九州となっている状態。

各地金融機関と連携し、ＳＤＧｓとＥＳＧ投資の推進による企業の価値を高めていき、

安全・快適に観光を満喫し、また来たい九州として環境を整えていきます。
■地区・ブロック協議会・ＬＯＭの災害支援ネットワークの構築
いつ起きるか分からない災害に対応するだけではなく、日頃より災害対策を考えていく

いき、ＳＤＧｓを達成していきます。

■諸会議の運営に新たな仕組みや原点であるＪＣの意義を提供している状態。

政 策 手 法

 株式会社スノーピークビジネスソリューションズ 代表取締役 村瀬亮(実施支援）、内閣府（政策協力）、

一般社団法人九州経済連合会（政策協力）一般社団法人九州観光機構（政策協力）、九州地区内金融機関（政策協力）

火山噴火、地震に向けての災害対策の強化となります。

地区協議会を持続可能な組織していくために、時代に即した新たな諸会議の仕組みを創りや
ＪＣの在籍年数が浅いメンバーでもＪＣ運動の意義を理解し、会議の生産性を
高め、事業運動の最大化になることで、組織の活性化となります。

構築することで、自然、歴史、文化、気候、食といった各地域の恵まれた観光資源の強みや
ポテンシャルを磨き上げていくことで、各地域の発展から輝く九州となります。

カウンター
パート

■地域社会でＳＤＧｓを達成していくための事業の実施

目指すべき状態

■地区・ブロック協議会・ＬＯＭの災害支援ネットワークの構築

と連携し、九州広域圏における防災機関を設置することで、集中豪雨や大型台風、

■時代に即した組織改革の実施
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九州地区担当常任理事　江口　尚登

　
軌跡を紡ぎ、奇跡を起こそう
～持続可能な新たな九州を創ろう～

グループ・会議・委員会・局名　及び　基本方針（４グループ／１会議／４委員会／１局）　　　　事業計画 実施時期 対象者

【１】サスティナブル社会グループ

（1） 九州の未来創造委員会

１ インフラ整備の促進を推進する事業の企画・実施 通年・地区大会 メンバー・一般・関係団体

２ 地域経済ビジョンを策定・推進する事業の実施（地区連携） 通年 メンバー・一般・関係団体

３ 地域社会でＳＤＧｓを達成していくのための事業の実施（地区連携） 通年 メンバー・一般・関係団体

４ 九州内外で発災した際の支援窓口設置・支援 通年 メンバー・関係団体

５ 地区協議会・ブロック協議会・ＬＯＭの災害支援ネットワークの構築（地区連携） 通年 メンバー・関係団体

６ 広域圏災害対策による防災機関の新設に向けた調査・研究・提言 通年・地区大会 メンバー・一般・関係団体

【２】ＬＯＭ支援グループ

（１）九州コンファレンス運営委員会

１ 地域の特色を活用した新しい九州コンファレンス２０２０の企画・運営 地区大会 メンバー・一般

２ 九州コンファレンス２０２１主管ＬＯＭ開催地に関する事業・企画の実施 通年・地区大会 メンバー

３ 九州コンファレンス主管ＬＯＭとの連絡調整 通年・地区大会 主管ＬＯＭ

４ ＬＯＭ新設及び発展のための情報収集・支援 通年 メンバー

５ 本会・ブロック協議会・ＬＯＭと連携した会員拡大の支援 通年 メンバー

【３】九州の魅力創造グループ

（１）グローカル人材育成委員会

１ グローカル人材育成の企画・実施 通年 メンバー

２ 「国境なき奉仕団」をカウンターパートとする事業の連携・企画・実施 通年 メンバー・一般

３ ＬＯＭで活用できる研修プログラムの運用・企画・実施 通年 メンバー

４ 国際大会や世界大会などのブロック協議会との連携による支援・協力 通年 メンバー・一般

５ ＡＳＰＡＣ並びに世界会議ジャパンナイトでのブース出店 通年 メンバー

６ ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会予選大会の実施（地区連携） 通年 メンバー・一般

７ ＡＷＡＲＤＳ ＫＹＵＳＨＵの検証・企画・実施 地区大会 メンバー・一般

８ ＪＣＩ　ＡＷＡＲＤＳの発信と申請支援 通年 メンバー

【４】運営グループ

（１）財政規則会議

１ 諸事業の予算及び決算の審査 通年 メンバー

２ 年間予算案及び決算書の作成・管理 通年 メンバー

３ 会議・委員会会計の指導・支援 通年 メンバー

４ ブロック協議会・ＬＯＭの財政規則審査に関する情報提供・支援 通年 ブロック協議会・ＬＯＭ

５ 本会「財政審査会議」との連携 通年 本会・ブロック協議会

６ 本会「規則審査会議」との連携 通年 本会・ブロック協議会

７ 内部監査への対応 通年 メンバー

８ 外部監査への対応 通年 メンバー

９ コンプライアンスに基づく各会議・委員会の諸事業及び議案のＩＣＴを活用した審査 通年 メンバー

１０ 諸会議における会議資料マニュアルに即した事前精査 通年 メンバー

（２）総務委員会

１ 時代に即した組織改革の実施（地区連携） 通年 メンバー

２ 地区内会員会議所会議の設営及び運営 通年 メンバー

３ 地区協議会諸事業の事業公益性精査及び指導の補佐 通年 メンバー

４ 内閣府提出書類の精査 通年 メンバー

５ コンプライアンスに基づく各会議・委員会の諸事業及び議案のＩＣＴを活用した審査 通年 メンバー

６ アジェンダシステムの管理運用 通年 メンバー

（３）事務局

１ 地区内会員会議所会議及び諸会議の設営 通年 メンバー

２ ＪＣのブランディング戦略の企画・運営・実施 通年 メンバー・一般

３ 各会議・委員会・ブロック協議会との連絡調整 通年 メンバー

４ 会長の国際会議並びに諸大会参加、各地訪問の支援 通年 メンバー

公益社団法人 日本青年会議所　２０２０年度　事業計画（案）
グループ構成（九州地区）
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4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

時
代

に
即

し
た

組
織

改
革

の
実

施

地
域

社
会

で
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
を

達
成

し
て

い
く

た
め

の
事

業
の

実
施

地
域

経
済

ビ
ジ

ョ
ン

を
策

定
・推

進
す

る
事

業
の

実
施

地
区

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
・Ｌ

Ｏ
Ｍ

の
災

害
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

Ｊ
Ｃ

カ
ッ

プ
　

Ｕ
－

１
１

少
年

少
女

サ
ッ

カ
ー

全
国

大
会

予
選

大
会

の
実

施

調
査

研
究

調
査

研
究

全
国

大
会

開
催

企
画

・立
案

検
証

・調
査

研
究

本
会

と
の

連
絡

・調
整

企
画

・立
案

連
携

団
体

と
の

会
議

検
証

政
策

提
案

・発
信

連
携

団
体

と
の

会
議

調
査

研
究

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

整

地
区

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
で

の
予

選
会

の
実

施

調
査

研
究

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
達

成
に

向
け

た
事

業
の

推
進

4月
5月

6月

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

整

連
携

団
体

と
の

会
議

提
言

政
策

の
推

進
・連

携
団

他
と

の
連

携

実
施

・検
証

・改
善

の
サ

イ
ク

ル
に

実
施

ロ
ー

ル
モ

デ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
化

企
画

・立
案

L
O

M
へ

の
提

供
分

析
・検

証

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
達

成
に

向
け

た
事

業
の

推
進

企
画

・立
案

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

整
中

間
検

証

全 国 大 会 （ 富 山 ）

世 界 会 議 （ タ リ ン ）

京 都 会 議 （ 京 都 ）

九
州

地
区

運
動

・事
業

名
9月

10
月

2月
3月

11
月

12
月

1月
12

月

Ａ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ （ ア ン コ ー ル ）

8月
9月

10
月

11
月

全 国 大 会 （ 北 海 道 札 幌 ）

7月

世 界 会 議 （ 横 浜 ）

サ マ コ ン

引
継

政
策

提
案

・発
信

検
証

報
告

引
継

報
告

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

整

引
継

企
画

・立
案

連
携

団
体

と
の

会
議

報
告

引
継

引
継

検
証

報
告

発
信

実
施

検
証

報
告

開
催

発
信

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
調

整
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1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

正
副

会
頭

会
議

（
月

初
）

３
０

日
（
木

）
２

７
日

（
木

）
２

日
（
木

）
２

８
日

（
火

）
４

日
（
木

）
３

０
日

（
火

）
３

日
（
木

）
１

日
（
木

）
２

９
日

（
木

）
３

日
（
木

）

正
副

会
頭

会
議

（
月

中
／

Ｗ
Ｅ

Ｂ
）

９
日

（
木

）
（
Ｊ

Ｃ
会

館
）

６
日

（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
５

日
（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
９

日
（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
７

日
（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
１

８
日

（
木

）
（
沖

縄
）

９
日

（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
１

０
日

（
木

）
（
Ｊ

Ｃ
会

館
）

８
日

（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
１

２
日

（
木

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
１

７
日

（
木

）
（
Ｊ

Ｃ
会

館
）

常
任

理
事

会
１

０
日

（
金

）
１

４
日

（
金

）
１

２
日

（
金

）
１

７
日

（
金

）
１

５
日

（
金

）
１

９
日

（
金

）
（
沖

縄
）

１
６

日
（
木

）
１

１
日

（
金

）
１

６
日

（
金

）
２

０
日

（
金

）
１

8
日

（
金

）

理
事

会
1
７

日
（
金

）
（
京

都
）

１
５

日
（
土

）
１

３
日

（
金

）
１

８
日

（
土

）
1
６

日
（
土

）
２

０
日

（
土

）
（
沖

縄
）

１
７

日
（
金

）
１

２
日

（
土

）
２

５
日

（
金

）
（
札

幌
）

１
７

日
（
土

）
２

１
日

（
土

）
１

９
日

（
土

）

ブ
ロ

ッ
ク

会
長

会
議

総
会

１
８

日
（
土

）
（
京

都
）

２
８

日
（
土

）
（
東

京
）

２
５

日
（
金

）
（
札

幌
）

財
政

審
査

会
議

７
日

（
火

）
８

日
（
水

）
８

日
（
土

）
９

日
（
日

）
７

日
（
土

）
８

日
（
日

）
１

１
日

（
土

）
１

２
日

（
日

）
９

日
（
土

）
１

０
日

（
日

）
６

日
（
土

）
７

日
（
日

）
１

１
日

（
土

）
１

２
日

（
日

）
５

日
（
土

）
６

日
（
日

）
１

０
日

（
土

）
１

１
日

（
日

）
１

４
日

（
土

）
１

５
日

（
日

）
１

２
日

（
土

）
１

３
日

（
日

）

公
益

審
査

会
議

７
日

（
火

）
８

日
（
土

）
７

日
（
土

）
１

１
日

（
土

）
９

日
（
土

）
６

日
（
土

）
１

１
日

（
土

）
５

日
（
土

）
１

０
日

（
土

）
１

４
日

（
土

）
１

２
日

（
土

）

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

審
査

会
議

７
日

（
火

）
８

日
（
土

）
７

日
（
土

）
１

１
日

（
土

）
９

日
（
土

）
６

日
（
土

）
１

１
日

（
土

）
５

日
（
土

）
１

０
日

（
土

）
１

４
日

（
土

）
１

２
日

（
土

）

会
務

役
員

会
議

７
日

（
火

）
（
佐

賀
）

７
日

(金
）

（
飯

塚
）

９
日

（
月

）
（
糸

島
）

８
日

(水
）

（
川

内
）

８
日

（
金

）
（
天

草
本

渡
）

８
日

(月
）

（
さ

つ
ま

出
水

）
３

日
（
金

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
４

日
（
金

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
９

日
(金

）
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ

）
９

日
（
月

）
（
ひ

び
き

）
２

日
(水

）
（
佐

賀
）

財
政

・
規

則
審

査
会

議
９

日
（
木

）
１

２
日

（
水

）
１

６
日

（
月

）
１

４
日

（
火

）
１

２
日

（
火

）
１

５
日

（
月

）
７

日
（
火

）
１

０
日

（
木

）
１

３
日

（
火

）
１

７
日

（
火

）
８

日
（
火

）

役
員

会
議

１
４

日
（
火

）
（
さ

つ
ま

出
水

）
１

８
日

(火
）

（
天

草
本

渡
）

２
３

日
（
月

）
（
諫

早
）

２
０

日
(月

）
（
対

馬
）

２
０

日
（
水

）
（
つ

く
し

）
２

２
日

(月
）

（
中

津
）

１
３

日
（
月

）
（
さ

つ
ま

出
水

）
１

８
日

（
金

）
（
未

定
）

１
９

日
(月

）
（
大

分
）

２
４

日
（
火

）
（
日

向
）

２
１

日
(月

）
（
福

岡
）

会
員

会
議

所
会

議
１

７
日

（
金

）
（
京

都
）

１
７

日
（
金

）
（
予

定
）

（
横

浜
）

２
５

日
（
水

）
（
予

定
）

各
種

大
会

・
事

業
１

７
日

（
日

）
九

州
地

区
サ

ッ
カ

ー
大

会
（
予

定
）

２
９

日
（
土

）
～

３
０

日
（
日

）
九

州
地

区
大

会
出

水
大

会
（
予

定
）

会
員

会
議

所
会

議
２

８
日

（
火

）
２

８
日

(金
）

２
６

日
（
木

）
２

７
日

(月
）

２
８

日
（
木

）
２

９
日

(月
）

２
７

日
（
月

）
３

０
日

（
水

）
２

９
日

(木
）

２
７

日
（
金

）
２

３
日

(水
）

役
員

会
議

１
４

日
（
火

）
１

３
日

（
木

）
１

１
日

（
水

）
１

６
日

（
木

）
１

４
日

（
木

）
１

６
日

（
火

）
１

５
日

（
水

）
１

４
日

（
月

）
１

２
日

（
月

）
１

２
日

木
）

１
１

日
（
金

）

各
種

大
会

・
事

業
ア

カ
デ

ミ
ー

第
１

回
全

体
事

業
・
開

校
式

ア
カ

デ
ミ

ー
第

２
回

全
体

事
業

３
０

日
（
土

）
～

３
１

日
（
日

）
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
ｉｎ

ひ
び

き
（
予

定
）

ブ
ロ

ッ
ク

フ
ァ

イ
ナ

ル

会
員

会
議

所
会

議
２

８
日

（
火

）
大

分
２

８
日

(金
）

別
府

３
０

日
（
月

）
大

分
２

８
日

(火
）

臼
杵

２
８

日
（
木

）
中

津
２

９
日

(月
）

宇
佐

２
８

日
（
火

）
日

田
２

８
日

（
月

）
杵

築
２

８
日

(水
）

佐
伯

３
０

日
（
月

）
中

津
２

１
日

(月
）

大
分

役
員

会
議

１
５

日
（
水

）
中

津
１

４
日

（
金

）
日

田
１

６
日

（
月

）
W

E
B

１
４

日
（
火

）
臼

杵
１

３
日

（
水

）
中

津
１

５
日

（
月

）
W

E
B

１
４

日
（
火

）
別

府
１

４
日

（
月

）
大

分
１

４
日

（
水

）
W

E
B

１
３

日
（
金

）
日

田
１

０
日

（
木

）
中

津

各
種

大
会

・
事

業
７

日
（
金

）
ブ

ロ
ッ

ク
フ

ァ
ー

ス
ト

１
５

日
（
水

）
会

頭
公

式
訪

問

６
日

（
土

）
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
ｉｎ

臼
杵

（
予

定
）

ブ
ロ

ッ
ク

フ
ァ

イ
ナ

ル
（
予

定
）

会
員

会
議

所
会

議
２

７
日

（
月

）
伊

万
里

２
６

日
（
水

）
陶

都
有

田
２

６
日

（
木

）
鹿

島
２

７
日

（
月

）
唐

津
２

６
日

（
火

）
武

雄
２

６
日

（
金

）
佐

賀
２

７
日

（
月

）
鹿

島
２

５
日

（
金

）
伊

万
里

２
６

日
（
月

）
陶

都
有

田
２

６
日

（
木

）
鳥

栖
２

４
日

（
木

）
唐

津

役
員

会
議

１
５

日
（
水

）
佐

賀
１

３
日

（
木

）
佐

賀
１

３
日

（
金

）
佐

賀
１

０
日

（
金

）
佐

賀
１

５
日

（
金

）
佐

賀
１

６
日

（
火

）
佐

賀
１

５
日

（
水

）
佐

賀
１

５
日

（
火

）
佐

賀
１

５
日

（
木

）
佐

賀
１

３
日

（
金

）
佐

賀
１

５
日

（
火

）
佐

賀

各
種

大
会

・
事

業
２

１
日

（
日

）
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
ｉｎ

鳥
栖

（
予

定
）

会
員

会
議

所
会

議
２

９
日

（
水

）
大

村
２

６
日

(水
）

長
崎

２
６

日
（
木

）
島

原
２

５
日

(土
）

福
江

２
７

日
（
水

）
諫

早
２

７
日

(土
）

福
江

２
９

日
（
水

）
大

村
３

０
日

（
水

）
佐

世
保

２
８

日
(水

）
島

原
２

９
日

（
日

）
大

村
２

６
日

(土
）

諫
早

役
員

会
議

８
日

（
水

）
諫

早
８

日
（
土

）
島

原
７

日
（
土

）
福

江
７

日
（
火

）
長

崎
８

日
（
金

）
佐

世
保

４
日

（
木

）
島

原
１

０
日

（
金

）
佐

世
保

４
日

（
金

）
長

崎
１

４
日

（
水

）
諫

早
１

０
日

（
火

）
佐

世
保

１
２

日
（
土

）
福

江

各
種

大
会

・
事

業

会
員

会
議

所
会

議
２

５
日

（
土

）
天

草
本

渡
２

９
日

（
土

）
荒

尾
２

６
日

（
木

）
八

代
２

５
日

（
土

）
玉

名
３

０
日

（
土

）
ひ

と
よ

し
球

磨
２

７
日

（
土

）
山

鹿
３

１
日

（
金

）
阿

蘇
３

０
日

（
水

）
菊

池
３

１
日

（
土

）
宇

城
２

８
日

（
土

）
東

熊
本

２
６

日
（
土

）
熊

本

役
員

会
議

１
２

日
（
日

）
熊

本
１

３
日

（
木

）
熊

本
１

１
日

（
木

）
牛

深
１

１
日

（
土

）
宇

城
１

４
日

（
木

）
東

熊
本

１
０

日
（
水

）
阿

蘇
１

１
日

（
土

）
天

草
本

渡
１

０
日

（
木

）
ひ

と
よ

し
球

磨
１

５
日

（
木

）
玉

名
１

４
日

（
土

）
八

代
１

２
日

（
土

）
熊

本

各
種

大
会

・
事

業

２
４

日
（
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九州地区
佐賀ブロッ ク
地域総合戦略

 佐賀ブロ ッ ク 協議会　 会長　 江崎　 正徳

１ ． 基本理念

軌跡を紡ぎ、 奇跡を起こ そう

持続可能な新たな佐賀を創ろう

２ ． ブロッ ク 連携事業の構築

　 課題① 柔軟かつ開放的な組織改革を 行う ための事業の実施

　【 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 設定】

　 　  【 ８ 】 すべての人のための持続的、 包摂的かつ持続可能な経済成長、 生産的な完全

雇用およびディ ーセント ・ ワーク （ 働き がいのある 人間ら し い仕事） を 推進する

　 　  ８ ．２ 高付加価値セク タ ーや労働集約型セク タ ーに重点を 置く こ と など によ り 、 多

様化、 技術向上及びイ ノ ベーショ ン を 通じ た高いレ ベルの経済生産性を 達成する 。

　【 目指すべき 状態の設定】

　  　 会議においてク リ エイ ティ ブなアイ ディ アが出る 仕組みを 構築する と と も に、 移動

時間や会議費用のよ う に時間的、 金銭的な負担を 軽減する 仕組みを 定着さ せ、 Ｌ Ｏ Ｍ

やメ ン バー企業においての生産性を 高める 環境を 推進し ま す。

　【 政策手法（ ゴ ールデン サーク ル）】

　 　 Ｗｈ ｙ （ 理由）　 ： 活力と 魅力ある 組織から 新し い運動を 作り 上げる ため

　 　 Ｈ ｏ ｗ （ 手法）　 ： 会議の開催時刻を 含めた新たな運営ス タ イ ルを 検証し

　 　 Ｗｈ ａ ｔ （ 対象）： メ ン バーが参画し やすい環境改革を 実行し ま す。

　【 外部協力者・ 種別】

　 　 株式会社ワ ーク ・ ラ イ フ バラ ン ス

　 課題② 会員拡大の支援

　【 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 設定】

　 　【 １７】 持続可能な開発に向けて実施手段を 強化し 、 グロ ーバル・ パート ナーシッ プ

を 活性化する
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　 17．14 持続可能な開発のための政策の一貫性を 強化する 。

　 17． 17 さ ま ざま なパート ナーシッ プの経験や資源戦略を 基にし た、 効果的な公的、 官

民、 市民社会のパート ナーシッ プを 奨励・ 推進する 。

　 18． 18 2020年ま でに、 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を 含む開発途上国に対す

る 能力構築支援を 強化し 、 所得、 性別、 年齢、 人種、 民族、 居住資格、 障害、 地

理的位置及びその他各国事情に関連する 特性別の質が高く 、 タ イ ム リ ーかつ信頼

性のある 非集計型データ の入手可能性を 向上さ せる 。

　【 目指すべき 状態の設定】

　  　 持続可能な開発のための組織づく り を 行う 上で、 各Ｌ Ｏ Ｍのパート ナーシッ プを 構

築し 、 Ｌ Ｏ Ｍの垣根を 越えた拡大体制を 作り 上げま す。

　【 政策手法（ ゴ ールデン サーク ル）】

　 　 Ｗｈ ｙ （ 理由）　 ： 各Ｌ Ｏ Ｍの会員拡大に寄与する ため

　 　 Ｈ ｏ ｗ （ 手法）　 ： ブロ ッ ク 協議会が拡大情報を 集積する 機関と なり

　 　 Ｗｈ ａ ｔ （ 対象）：  Ｌ Ｏ Ｍの垣根を 越えた拡大に対し ての情報が飛び交う 環境を 整

備し ま す。

　【 外部協力者・ 種別】

　 　 ブロ ッ ク 内７ Ｌ Ｏ Ｍ

課題③ 地域社会でＳ Ｄ Ｇ ｓ を 達成し ていく ための事業の実施

　【 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 設定】

　 　  【 １７】 持続可能な開発に向けて実施手段を 強化し 、 グロ ーバル・ パート ナーシッ プ

を 活性化する

　 17． 16 全ての国々、 特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を 支援すべく 、 知

識、 専門的知見、 技術及び資金源を 動員、 共有する マルチス テーク ホルダー・ パー

ト ナーシッ プによ っ て補完し つつ、 持続可能な開発のためのグ ロ ーバル・ パート

ナーシッ プを 強化する 。

　 17． 17 さ ま ざま なパート ナーシッ プの経験や資源戦略を 基にし た、 効果的な公的、 官

民、 市民社会のパート ナーシッ プを 奨励・ 推進する 。

　【 目指すべき 状態の設定】

　  　 こ れま でＬ Ｏ Ｍが取り 組んでき たも のやメ ン バー企業が行っ てき た事業に対し 、 Ｓ

Ｄ Ｇ ｓ の価値観を 絡める こ と で新たなパート ナーシッ プを 作り 上げま す。

　【 政策手法（ ゴ ールデン サーク ル）】

　 　 Ｗｈ ｙ （ 理由）　  ： 県内でＳ Ｄ Ｇ ｓ を 推進する 企業増やすため

　 　 Ｈ ｏ ｗ （ 手法）　  ：  17の目標を も と にメ ン バー企業の取り 組みを 分析し 、 マッ チン

グする こ と で

　 　 Ｗｈ ａ ｔ （ 対象）： 新たなパート ナーシッ プを 作り 上げま す。
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　【 外部協力者・ 種別】

　 　 デロ イ ト ト ーマツ

課題④ 選挙における 各種討論会の実施

　【 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 設定】

　 　【 １１】 都市と 人間の居住地を 包摂的、 安全、 強靭かつ持続可能にする

　 　 11． ２  2030年ま でに、脆弱な立場にある 人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニー

ズに特に配慮し 、 公共交通機関の拡大など を 通じ た交通の安全性改善によ り 、

全ての人々に、 安全かつ安価で容易に利用でき る 、 持続可能な輸送シス テム へ

のアク セス を 提供する 。

　 　 11． ３  2030年ま でに、包摂的かつ持続可能な都市化を 促進し 、全ての国々の参加型、

包摂的かつ持続可能な人間居住計画・ 管理の能力を 強化する 。

　【 目指すべき 状態の設定】

　  　 地域の特色を 活かし ながら 持続可能な社会を 考える 事業を 行い地域住民が地域の強

みと 問題点を 共通認識し 、 制度を 支え、 自立し た地域を 目指し ま す。

　【 政策手法（ ゴ ールデン サーク ル）】

　 　 Ｗｈ ｙ （ 理由）　 ： 投票率が年々低下し ている ため

　 　 Ｈ ｏ ｗ （ 手法）　 ： 公開討論会を 実施する こ と で

　 　 Ｗｈ ａ ｔ （ 対象）： 地域住民の政治参画意識を 高めま す。

　【 外部協力者・ 種別】

　 　 佐賀県庁、 佐賀県内各自治体

課題⑤ 国民の安全保障を 確立する 議論を 起こ す事業の実施

　【 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 設定】

　 　  【 １６】 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を 推進し 、 すべての人に司法へ

のアク セスを 提供すると と も に、 あら ゆるレ ベルにおいて効果的で責任ある包摂的

な制度を 構築する

　 　 16． ６  あら ゆる レ ベルにおいて、 有効で説明責任のある 透明性の高い公共機関を 発

展さ せる 。

　 　 16． ７  あら ゆる レ ベルにおいて、 対応的、 包摂的、 参加型及び代表的な意思決定を

確保する 。

　【 目指すべき 状態の設定】

　  　 現行憲法における 自衛隊の位置づけや集団的自衛権についても 、 イ デオロ ギーに依

ら ない冷静な議論を 巻き 起こ し ま す。
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　【 政策手法（ ゴ ールデン サーク ル）】

　 　 Ｗｈ ｙ （ 理由）　 ： 日本を 取り 巻く 安全保障環境は一層厳し さ を 増し ている ため

　 　 Ｈ ｏ ｗ （ 手法）　 ： 国民的な議論を 巻き 起こ すこ と で

　 　 Ｗｈ ａ ｔ （ 対象）： 地域住民の安全保障に関する 意識を 醸成し ま す。

　【 外部協力者・ 種別】

　 　 自衛隊佐賀地方協力本部

３ ． アク ショ ンプラ ン

　 ４ ．１ ブロ ッ ク 協議会と し ての役割

　 　  　 ブロ ッ ク 協議会は佐賀県における 調整機関である と 考えま す。 し たがっ て日本Ｊ

Ｃ が推進する ブロ ッ ク 協議会連携事業を 地域の現状を 加味し た上で実践し 、 各Ｌ Ｏ

Ｍにプレ ゼン テーショ ン を する 必要があり ま す。 特にＷＥ Ｂ 会議やアウ ト ド ア会議

を はじ め、 組織改革を 率先し て行い、 会議数の減少に歯止めを かけ、 組織の活性化

を はかり ま す。 ま た、連携事業に関し ては、自ら が率先し て運動を 推進する こ と で、

結果を 検証し 、 Ｌ Ｏ Ｍメ ン バーや地域住民に対し て発信し ま す。 さ ら に、 会員拡大

におき ま し ては、 ブロ ッ ク 協議会がＬ Ｏ Ｍの垣根を 越えた入会見込み者情報を 集積

する プラ ッ ト フ ォ ーム と なり 、 各Ｌ Ｏ Ｍの連携を はかる と と も にブロ ッ ク 全体の活

性化に寄与し ま す。

　 ４ ．２ ブロ ッ ク 協議会独自の事業

　 　  　 日本Ｊ Ｃ が掲げる 戦略を 実現する 上で必要なこ と は、 行動と 検証です。 様々な運

動を 推進する 上で、 実際に動いた上での発信であればよ り メ ン バーや地域住民に伝

わり ま す。 佐賀ブロ ッ ク 協議会では例年ブロ ッ ク 大会を 持ち回り 制にて開催し てい

ま す。 本年はブロ ッ ク 大会開催の主管Ｌ Ｏ Ｍと 連携し 、 日本Ｊ Ｃ が推進する 運動の

推進を その地域を 中心と し て行いま す。 ま た、 アカ デミ ー同士の絆を 深めていく こ

と も 会員減少に歯止めを かける と と も に、 新たなメ ン バーを 呼び込む上で非常に大

切である と 考え、 日本Ｊ Ｃ の公式プロ グラ ム を 学び、 地域で実践でき る プロ グラ ム

を 作り あげま す。さ ら に、有事の際に空白地域が生ま れる 事が無いよ う に、防災マッ

プを 作成し 、 ブロ ッ ク 協議会が率先し て関わり を 持てる よ う 調整し ま す。 そし て、

佐賀県のイ ン フ ラ において最も 大き な問題と なっ ている 新幹線西九州ルート につい

ても 地域住民の意識喚起を 行う と と も に議論を おこ し 、 自分たちの地域に対し て当

事者意識を 持っ た地域住民を 増やし ま す。

　 ４ ．３  １ 年後の姿

　 　  　 柔軟かつ開放的な組織改革を ブロ ッ ク が率先し て行う こ と で、 メ ン バーがＪ Ｃ の

組織に対し て冷静に見つめなおせる 状況を つく り あげる と と も に、 会員拡大を 通じ
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てブロ ッ ク 内の交流が生ま れ、 そこ から 新たな良循環を 生み出せる 環境を 構築し ま

す。 ま た、 今日本が掲げる 課題に地域なら ではの現状を 鑑み、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ と いう 新た

なテーマと 向き 合い、 ブロ ッ ク 協議会が試行錯誤を 繰り 返し 、 率先し て運動を 推進

する こ と で、そこ から ビ ジネス を 繋げる 事例を 一つでも 多く 実現さ せま す。さ ら に、

国内の安全保障や、 地域のリ ーダーについて特に若い世代を 中心と し た議論の場を

設ける こ と で、 当事者意識を も っ た地域住民を 増やし 、 10年後の地域に対し 、 多く

の人々が想いを 馳せ、 議論が巻き 起こ る 、 活気に満ち溢れた佐賀と なり ま す。
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金
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日
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日
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日
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日
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日
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木
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火
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木
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日

（
木

）
2
0
日

（
火

）
2
3
日

（
月

）
2
1
日

（
月

）
2
5
日

（
月

）
1
7
日

（
火

）
2
0
日

（
木
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事
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C
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議
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土
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議
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～
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バ

ル
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
サ

ミ
ッ

ト
（
Ｇ

Ｐ
Ｓ

）

J
C

I世
界

会
議

1
0
/
3
0
日

（
火

）
～

1
1
/
3
日

（
土

）

N
O

M

京
都

会
議

（
京

都
）

1
8
日

（
木

）
～

2
1
日

（
日

）

金
沢

会
議

（
金

沢
）

1
6
日

（
金

）
～

1
8
日

（
日

）

国
際

ア
カ

デ
ミ

ー

サ
マ

コ
ン

（
横

浜
）

2
1
日

（
土

）
～

2
2
日

（
日

）

全
国

大
会

宮
崎

大
会

4
日

（
木

）
～

7
日

（
日

）

Ｊ
Ｃ

Ｉ世
界

会
議

イ
ン

ド
1
0
月

3
0
日

～
1
1
月

3
日

九
州

地
区

九
州

地
区

大
会

天
草

佐
賀

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
　

２
０

２
０

年
度

年
間

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

平
成

3
1
年

1
0
月

2
9
日

主 要 行 事

L
O

M
理

事
会

L
O

M
例

会

佐 賀 ブ ロ ッ ク N O M 九 州 地 区

会
員

会
議

所
会

議

役
員

会
議

正
副

会
長

会
議

ブ
ロ

ッ
ク

委
員

会

地
区

役
員

会
議

主
要

行
事
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歴代正副理事長

シニア・ ク ラ ブ会員名簿

シニア・ ク ラ ブ規約





歴代正副理事長・ 専務理事

七　 田　 久　 夫

原　 　 　 敬太郎

片　 渕　 善　 之

原　 　 　 敬太郎    

中　 野　 正　 邦  

加　 悦　 康　 雄   

     

村　 岡　 　 　 栄

渋　 江　 義　 朗  

西　 村　 忠　 治

永　 倉　 真一郎

植　 松　 政　 雄

片　 渕　 善　 之

片　 渕　 善　 之

上　 野　 正　 治 

宮　 原　 好　 治  

 

西　 村　 徳　 蔵

高　 倉　 秀　 允

兵　 働　 久　 弥

高　 倉　 秀　 允

稲　 富　 義　 男

兵　 働　 久　 弥

高　 倉　 秀　 允

兵　 働　 久　 弥 

塚　 原　 堅太郎

兵　 働　 久　 弥

塚　 原　 堅太郎

北　 島　 文次郎 

塚　 原　 堅太郎

北　 島　 文次郎

竹　 下　 　 　 忠

片　 渕　 善　 之

竹　 下　 　 　 忠

田　 中　 繁　 之

鳥　 谷　 弘　 美

竹　 下　 　 　 忠

香　 月　 　 　 孝 

鳥　 谷　 弘　 美

北　 島　 文次郎

山　 崎　 昭　 三

鳥　 谷　 弘　 美

片　 渕　 善　 之

片　 江　 正　 則

矢羽田　 立　 身

池　 田　 　 　 実 

鳥　 谷　 弘　 美

内　 山　 敬　 明

内　 山　 敬　 明

岡　 本　 益　 善

伊　 東　 敏　 雄

牛　 島　 征四郎

鳥　 谷　 弘　 美

小城原　 　 　 功 

小　 林　 雅　 治

片　 江　 正　 則

伊　 東　 敏　 雄

池　 田　 　 　 実

七　 田　 秀　 徳

永　 池　 公　 一

池　 田　 　 　 実 

江　 口　 義　 雄

佐　 藤　 博　 司

原　 口　 朝　 光 

江　 口　 義　 雄

小　 林　 雅　 治

川　 崎　 寿　 朗 

楠　 田　 陽志郎 

小　 林　 雅　 治

小城原　 　 　 功

武　 富　 英　 員

安　 永　 　 　 宏

中　 村　 敏　 郎

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

〔 昭和31年度　 1956年〕

〔 昭和32年度　 1957年〕

〔 昭和33年度　 1958年〕

〔 昭和34年度　 1959年〕

〔 昭和35年度　 1960年〕

〔 昭和36年度　 1961年〕

〔 昭和37年度　 1962年〕

〔 昭和38年度　 1963年〕

〔 昭和39年度　 1964年〕

〔 昭和40年度　 1965年〕

〔 昭和41年度　 1966年〕

初代

2代

3代

4代

5代

6代

7代

8代

9代

10代

11代

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

〔 昭和42年度　 1967年〕

〔 昭和43年度　 1968年〕

  

〔 昭和44年度　 1969年〕

〔 昭和45年度　 1970年〕    

〔 昭和46年度　 1971年〕  

〔 昭和47年度　 1972年〕   

〔 昭和48年度　 1973年〕

〔 昭和49年度　 1974年〕

〔 昭和50年度　 1975年〕

12代

13代

14代

15代

16代

17代

18代

19代

20代
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小城原　 　 　 功

七　 田　 秀　 徳

江　 頭　 　 　 久

松　 原　 良　 治

芦　 原　 清　 彦

永　 池　 公　 一

七　 田　 秀　 徳

江　 田　 良　 孝

土　 井　 　 　 洸

田　 中　 　 　 進  

北　 島　 恭　 一

安　 永　 　 　 宏

松　 原　 良　 治  

吉　 野　 恭　 輔

山　 崎　 嘉　 之

倉　 重　 末　 広

中　 原　 嘉　 男

松　 原　 良　 治

中　 村　 敏　 郎

富　 永　 泰　 樹

佐々木　 三喜郎

中　 村　 敏　 郎

柿　 原　 雄一郎

芦　 原　 清　 彦

宮　 地　 敏　 昭

増　 田　 正　 雄

北　 島　 恭　 一

田　 中　 　 　 進

江里口　 邦　 雄

増　 田　 正　 雄

平　 　 　 龍三郎

田　 中　 洋　 介

宮　 地　 敏　 昭

山　 崎　 雅　 秀

古　 賀　 和　 夫

倉　 重　 末　 広

吉　 川　 笛　 浦

井　 手　 保　 昌

吉　 川　 笛　 浦 

横　 尾　 和　 正

坂　 井　 博　 之

小城原　 　 　 進 

音　 成　 日佐男

古　 賀　 久　 志

井　 手　 保　 昌 

来　 田　 伸　 吾 

村　 岡　 安　 廣

元　 石　 泰　 史

藤　 木　 泰　 則 

中　 原　 　 　 誠

倉　 重　 末　 広 

竹　 下　 豊　 明 

古　 瀬　 英　 治 

古　 賀　 譲　 治

小城原　 　 　 進

小　 原　 嘉　 文 

原　 田　 　 　 親 

小城原　 　 　 進

古　 賀　 譲　 治 

野　 田　 豊　 秋

古　 賀　 久　 志

秀　 島　 宣　 雄

小　 原　 嘉　 文 

清　 水　 信　 弘 

古　 賀　 譲　 治 

円　 田　 　 　 稔

音　 成　 日佐男 

平　 川　 哲　 男

秀　 島　 宣　 雄

笠　 　 　 慶　 宣 

西久保　 孝　 幸 

小　 原　 嘉　 文

小　 川　 洋　 介 

武　 富　 邦　 博 

田　 中　 利　 典

高　 園　 善　 幸

宮　 原　 直　 樹

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 昭和51年度　 1976年〕

〔 昭和52年度　 1977年〕

〔 昭和53年度　 1978年〕

〔 昭和54年度　 1979年〕  

〔 昭和55年度　 1980年〕

〔 昭和56年度　 1981年〕

〔 昭和57年度　 1982年〕

21代

22代

23代

24代

25代

26代

27代

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 昭和58年度　 1983年〕    

〔 昭和59年度　 1984年〕

 

〔 昭和60年度　 1985年〕

〔 昭和61年度　 1986年〕    

〔 昭和62年度　 1987年〕  

〔 昭和63年度　 1988年〕

28代

29代

30代

31代

32代

33代
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田　 中　 利　 典

内　 田　 　 　 健

田　 中　 洋　 介

武　 富　 邦　 博

片　 岡　 新治郎

寺　 田　 和　 正 

秀　 島　 宣　 雄

武　 富　 邦　 博

伊　 原　 政　 行

矢ケ部　 淳　 司

吉　 村　 英　 夫

八　 田　 康　 博 

大　 島　 　 　 隆

江里口　 秀　 次

江里口　 秀　 次

中　 野　 典　 正

寺　 田　 和　 正

高　 園　 善　 幸

橋　 口　 浩　 敏

中　 尾　 清一郎

植　 松　 幹　 博

大　 島　 　 　 隆

野　 口　 　 　 寛

木　 原　 奉　 文

宮　 原　 直　 樹

品　 川　 誠一郎

中　 原　 正　 博

江　 頭　 弘　 美

中　 尾　 清一郎

寺　 田　 和　 正

土　 井　 敏　 弘

板　 谷　 　 　 悟 

橋　 口　 浩　 敏

菅　 　 　 謙一郎

伊　 東　 慎　 也

土　 井　 敏　 弘 

中　 原　 正　 博

嬉　 野　 勝　 利

吉　 松　 潤　 二 

原　 　 　 健　 三

山　 下　 雄　 司

塚　 原　 裕　 一 

嬉　 野　 勝　 利

武　 富　 公　 二

大　 下　 博　 行 

大　 坪　 恵　 介

吉　 田　 裕一郎

山　 下　 雄　 司 

山　 本　 康　 徳 

山　 下　 雄　 司

岩　 井　 　 　 真

武　 富　 公　 二

吉　 田　 裕一郎

竹　 内　 一　 弘

香　 月　 道　 生

千　 綿　 正　 明

武　 富　 公　 二 

中　 山　 晴　 義

井　 福　 幸　 弘

塚　 原　 裕　 一 

大　 坪　 恵　 介

恒　 松　 　 　 勇

香　 月　 道　 生

大　 坪　 恵　 介 

鳥　 屋　 正　 人 

千　 綿　 正　 明 

杉　 町　 利　 朗 

岸　 川　 正　 人

山　 本　 康　 徳 

福　 岡　 龍一郎

鳥　 屋　 正　 人

福　 岡　 龍一郎

伊　 東　 慎　 也

香　 月　 道　 生

川　 原　 常　 宏

小　 宮　 清　 隆

武　 富　 英　 揮

山　 本　 康　 徳

福　 岡　 　 　 桂

古　 賀　 安　 浩

川　 原　 常　 宏

田　 島　 広　 一 

松　 永　 夕　 雅

小　 宮　 清　 隆 

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成元年度　 1989年〕

〔 平成2年度　 1990年〕

〔 平成3年度　 1991年〕

〔 平成4年度　 1992年〕  

 

〔 平成5年度　 1993年〕

〔 平成6年度　 1994年〕

34代

35代

36代

37代

38代

39代

〔 平成7年度　 1995年〕

 

〔 平成8年度　 1996年〕

〔 平成9年度　 1997年〕

〔 平成10年度　 1998年〕

〔 平成11年度　 1999年〕

〔 平成12年度　 2000年〕

40代

41代

42代

43代

44代

45代

97



田　 島　 広　 一

小　 宮　 清　 隆

永　 田　 　 　 智

坂　 口　 忠　 久

北　 村　 栄一郎

末　 次　 直　 栄 

太　 田　 博　 幸

坂　 口　 忠　 久

永　 田　 　 　 智

松　 尾　 弘　 志

荒　 木　 孝　 一 

清　 　 　 正　 夫

藤　 崎　 和　 子

末　 次　 直　 栄

真　 崎　 俊　 夫

石　 原　 隆　 英

荒　 木　 孝　 一

伊　 藤　 孝　 志

下津浦　 信　 啓 

松　 永　 夕　 雅

松　 永　 夕　 雅 

松　 尾　 弘　 志

大久保　 孝　 司 

城　 野　 大　 輔 

北　 川　 弘　 樹

下津浦　 信　 啓

北　 川　 弘　 樹 

森　 　 　 裕　 章 

居　 石　 昭　 彦 

大久保　 孝　 司

橋　 詰　 　 　 空

西　 岡　 聖　 師

西　 岡　 聖　 師

森　 　 　 裕　 章

江　 頭　 　 　 勝 

橋　 詰　 　 　 空

古　 賀　 浩　 之 

川　 代　 勇　 一

古　 賀　 満　 美 

福　 田　 真　 也

森　 　 　 裕　 章 

下津浦　 信　 啓

居　 石　 昭　 彦 

服　 巻　 哲　 也

井　 田　 政　 和

川　 代　 勇　 一

小　 原　 晴　 義 

橋　 詰　 　 　 空

古　 賀　 浩　 之

川　 代　 勇　 一

城　 野　 大　 輔

吉　 原　 崇　 己  

井　 田　 政　 和

古　 賀　 浩　 之

合　 瀬　 博　 俊

北　 村　 　 　 悟 

吉　 原　 崇　 己 

村　 塚　 敏　 之 

川　 代　 勇　 一

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃
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専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃
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専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃
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　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃
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アド バイ ザー　

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長
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　 　 〃
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専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成13年度　 2001年〕

〔 平成14年度　 2002年〕

〔 平成15年度　 2003年〕

〔 平成16年度　 2004年〕

 

〔 平成17年度　 2005年〕

〔 平成18年度　 2006年〕

46代

47代

48代

49代

50代

51代

〔 平成19年度　 2007年〕  

〔 平成20年度　 2008年〕

   

〔 平成21年度　 2009年〕

52代

53代

54代

合　 瀬　 博　 俊 

小　 原　 晴　 義

川原田　 浩　 二 

長　 戸　 和　 光

木　 下　 壮太郎

荒　 尾　 　 　 彰

相　 原　 　 　 宏

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成22年度　 2010年〕

55代

小　 原　 晴　 義 

木　 下　 壮太郎

黒　 髪　 清　 尊 

村　 塚　 敏　 之

荒　 尾　 　 　 彰

相　 原　 　 　 宏

吉　 原　 崇　 己

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成23年度　 2011年〕

56代

木　 下　 壮太郎 

荒　 尾　 　 　 彰

木　 下　 直　 哉 

相　 原　 　 　 宏

平　 川　 浩　 司

江　 口　 尚　 登

村　 塚　 敏　 之

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成24年度　 2012年〕

57代
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〔 平成25年度　 2013年〕 〔 令和元年度　 2019年〕

58代 理 事 長 荒　 尾　 　 　 彰 64代 理 事 長 江　 崎　 正　 徳

副 理 事 長 相　 原　 　 　 宏 副 理 事 長 瀧　 本　 　 　 潤

〃 木　 下　 直　 哉 〃 西　 村　 祐二郎

〃 中　 村　 政　 寿 〃 音　 成　 信　 介

〃 江　 口　 尚　 登 〃 島　 内　 陽　 輔

〃 平　 川　 浩　 司 〃 松　 瀬　 寿　 和

専 務 理 事 久　 保　 和　 則 専 務 理 事 前　 田　 博　 己

〔 平成26年度　 2014年〕

59代 理 事 長 相　 原　 　 　 宏

副 理 事 長 中　 村　 政　 寿

〃 江　 口　 照　 善

〃 関　 　 　 洋太郎

〃 中　 島　 健太郎

専 務 理 事 木　 下　 直　 哉

〔 平成27年度　 2015年〕

60代 理 事 長 江　 口　 尚　 登

副 理 事 長 中　 島　 健太郎

〃 前　 田　 博　 己

〃 堤　 　 　 雄　 亮

〃 関　 　 　 洋太郎

専 務 理 事 江　 口　 照　 善

〔 平成28年度　 2016年〕

61代 理 事 長 中　 島　 健太郎

副 理 事 長 関　 　 　 洋太郎

〃 堤　 　 　 雄　 亮

〃 米　 田　 国　 生

〃 江　 崎　 正　 徳

専 務 理 事 大　 塚　 　 　 浩

〔 平成29年度　 2017年〕

62代 理 事 長 関　 　 　 洋太郎

副 理 事 長 米　 田　 国　 生

〃 真　 子　 　 　 勝

〃 新　 居　 　 　 武

〃 川　 上　 大　 輔

〃 大　 塚　 　 　 浩

専 務 理 事 瀧　 本　 　 　 潤

〔 平成30年度　 2018年〕

63代 理 事 長 米　 田　 国　 生

副 理 事 長 平　 川　 浩　 司

〃 松　 尾　 隆　 臣

〃 新　 居　 　 　 武

〃 徳　 永　 康　 宏

〃 小　 栁　 敬　 寛

専 務 理 事 江　 崎　 正　 徳
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（一社） 佐賀青年会議所

防災危機管理マニュ アル

0 9 9

２ ０ ０ ９ ．１ １ ．２ 　 　 制定
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被害状況によ り 、 集ま る メ ン バーや時期が異なる 上、 交代要員も 含め多く の人手

が必要と なる が、 揃う ま で待つのではなく 、 対策本部長の指示の下、 集ま っ たメ

ン バーで、 必要な人員を 分担し 対応する 柔軟な必要がある と 考える 。

（ 一社）佐賀青年会議所防災危機管理マニュ アル要綱

命を 尊び、 市民と ま ち の為に、 災害に毅然と 立ち向かう （ 一社） 佐賀青年会

議所メ ン バーの危機管理活動を こ こ に定める
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（ 一社） 佐賀青年会議所防災危機管理マニュ アルの定期的な見直し を 行う も のと する 。

ま た、 災害訓練等の実施を 行う も のと する 。
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伊万里JC
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一般社団法人佐賀青年会議所の

ソ ーシャ ルメ ディ アの利用に関するガイ ド ラ イ ン

　 ツ イ ッ タ ーやフ ェ イ ス ブッ ク やブロ グに代表さ れる いわゆる ソ ーシャ ルメ ディ アは、

今や生活において欠かすこ と のでき ない重要な情報手段と なり つつあり ま す。

　（ 一社） 佐賀青年会議所活動においても 、 こ れら ソ ーシャ ルメ ディ アを 有効に活用す

る こ と で、 LOM 内外への情報を 効果的に伝えら れる だけでなく 、 それら を 通じ 会員間

の交流の促進や、 市民の意見を 聴取する こ と が可能と なっ ており 、 今後ま すま す会員同

士ま た市民・ 行政と の相互関係の構築に当たっ ては重要な手段と なる こ と が見込ま れま

す。  

　 一方で、 ソ ーシャ ルメ ディ アには、 匿名性や一方的な記述が可能である と いっ た特性

も あり 、 不正確な情報や不用意な記述が意図し ない問題を 引き 起こ し 、 社会に対し 多大

な影響を 及ぼし た企業の例など 、 リ ス ク 対策を し っ かり 行わなければなら ない面も あり

ま す。 そのため、 ソ ーシャ ルメ ディ アを 使いこ なすためには、 その利用者がソ ーシャ ル

メ ディ アの特性や自ら に関わる 社会的規範など を 十分理解する 必要があり ま す。  

　 そこ で、（ 一社） 佐賀青年会議所会員各位（ 以下「 LOM メ ン バー」 と いいま す。） に

おいて、 ソ ーシャ ルメ ディ アが適切に利用さ れ、 その有用性を 十分に活用でき る よ う 、

LOM メ ン バーがソ ーシャ ルメ ディ ア を 利用する 際の基本的な考え方や留意点を 明ら か

にする「（ 一社） 佐賀青年会議所のソ ーシャ ルメ ディ アの利用に関する ガイ ド ラ イ ン 」（ 以

下「 ガイ ド ラ イ ン 」 と いいま す。） を 策定する こ と と し ま し た。

１  ソ ーシャ ルメ ディ アの定義

　  　 フ ェ イ ス ブッ ク 、ブロ グ、ツ イ ッ タ ー、 電子掲示板、ホーム ページ等に代表さ れる 、

イ ン タ ーネッ ト を 利用し てユーザーが情報を 発信し 、 ある いは相互に情報を やり と り

する 情報の伝達手段を いいま す。

２  ガイ ド ラ イ ンの必要性及び目的

　  　 ソ ーシャ ルメ ディ アは有効な情報伝達手段である 一方、 その情報が不正確であっ た

り 、 法令や公序良俗に反し たり 、 さ ら には意図せずし て特定又は不特定の人たちの感

情を 害し た場合には、 想定し ない影響を 及ぼす場合も ある こ と から 、 事前にそれら リ

ス ク を 回避する ため、 LOM メ ン バーが留意すべき 事項を 明ら かにし たも のがこ のガ

イ ド ラ イ ン です。

３  ガイ ド ラ イ ンの適用範囲

　  　 こ のガイ ド ラ イ ン は、（ 一社） 佐賀青年会議所の会員（ LOM メ ン バーと ） と し ての

身分を 有する 者に対し て適用さ れま す。
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４  ソ ーシャ ルメ ディ ア利用に当たっ ての基本原則

　（ １ ）  LOM メ ン バーがソ ーシ ャ ルメ ディ ア を 利用し て情報を 発信する 場合には、（ 一

社） 佐賀青年会議所の会員である こ と の自覚と 責任を 持たなければなり ま せん。

　（ ２ ）  関係法令およ び佐賀青年会議所の定款を はじ めと する 各種規定等を 遵守し なけ

ればなり ま せん。

　（ ３ ）  基本的人権、 肖像権、 プラ イ バシー権、 著作権等に関し て十分留意し なければ

なり ま せん。

　（ ４ ）  発信する 情報は正確に記述する と と も に、 その内容について誤解を 招かぬよ う

留意する 必要があ り ま す。 一度ネッ ト ワ ーク 上に公開さ れた情報は完全には削

除でき ないこ と を 理解し ておく 必要があり ま す。  

　（ ５ ）  意図せずし て自ら が発信し た情報によ り 他者を 傷つけたり 、 誤解を 生じ さ せた

場合には、 誠実に対応する と と も に、 正し く 理解さ れる よ う 努めなければなり

ま せん。

　 　 　  ま た、 自ら が発信し た情報に関し 攻撃的な反応があ っ た場合には、 冷静に対応

し 無用な議論と なる こ と は避けなければなり ま せん。  

　（ ６ ） 次に掲げる 情報は発信し てはなり ま せん。  

① 不敬な言い方を 含む情報 

② 人種、 思想、 信条等の差別、 又は差別を 助長さ せる 情報 

③ 違法行為又は違法行為を 煽る 情報 

④ 単なる 噂や噂を 助長さ せる 情報 

⑤ わいせつな内容を 含むホーム ページへのリ ン ク  

⑥ その他公序良俗に反する 一切の情報 

５  ソ ーシャ ルメ ディ アを 利用し て、（ 一社） 佐賀青年会議所活動に関する 情報を 発信す

る際の留意事項 

　（ １ ）  （ 一社） 佐賀青年会議所及び佐賀青年会議所に利害関係にある 者は、 団体の秘密

に関する 情報を 発信し てはなり ま せん。  

　（ ２ ）  （ 一社）佐賀青年会議所及び他者の権利を 侵害する 情報を 発信し てはなり ま せん。 

　（ ３ ）  （ 一社） 佐賀青年会議所のセキュ リ ティ を 脅かすおそれのある 情報を 発信し ては

なり ま せん。  

　（ ４ ）  （ 一社） 佐賀青年会議所の活動に関する 情報を 発信する 場合は、 守秘義務を 遵守

する と と も に、 意思形成過程における 情報の取扱いに十分留意する 必要があ り

ま す。  

　（ ５ ）  自ら は直接関わら ない事項であ っ ても 、（ 一社） 佐賀青年会議所に関する 情報を

発信する 場合にあ っ ては、 読み手側では（ 一社） 佐賀青年会議所の会員と し て

一定の関係者と し て理解し 、 その記述が不正確な場合には誤解さ れる 場合があ

る こ と について十分留意する 必要があり ま す。
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20１9年度　 事業報告





　 こ れま ででは考えら れないよ う なス ピ ード で進化し 、 多様な価値観、 仕組みが入り 交

じ る 今の世の中。 し かし ながら 、 私たちの活動の根底にある も のだけは忘れずに持ち続

けていたい。 そのよ う な想いを も っ て本年度のス ロ ーガン を 「 郷土愛」 と し ま し た。

　 ２ ０ １ ９ 年度の活動を 終えよ う と し ている 今、 私が強く 感じ ている こ と はこ の一年間

関わっ ていただいた全ての方々に対し ての感謝の気持ちです。 地域の皆さ ま を はじ め、

全国各地の青年会議所メ ン バーの皆さ ま 、 そし て何よ り 本年の佐賀青年会議所メ ン バー

の皆さ ま がそれぞれの立場で組織の事を 考えて活動し ていただいたお陰で２ ０ １ ９ 年度

の佐賀青年会議所は活動を 全う でき たと 考えており ま す。

一年間の活動報告を 各委員会の職務に沿っ て報告し ま す。

【 郷土愛溢れる ま ちづく り 委員会】

　 第４ ８ 回佐賀城下栄の国ま つり に本年も 参画し ま し た。 こ ちら も 多く の方々のご 協力

のも と 、 開催する こ と ができ ま し た。 中でも 本年は防災に対し ての意識付けを 行いたい

と いう 想いのも と 、 自衛隊を はじ め市民活動団体の皆さ ま と 協働で防災フ ェ ス を 開催

し 、 非常に多く の方々に足を 運んでいただく こ と ができ ま し た。 栄の国ま つり への参画

は佐賀市を 拠点と し て活動する 私たちにと っ て非常に大き な意味を 持っ ていま す。 今後

は５ ０ 回目の栄の国ま つり を 節目の年と 捉え、 多く の方々を 交え、 ど のよ う なま つり を

構築すべき かを 協議し ていく 必要があり ま す。

２０１9年度　 一般社団法人 佐賀青年会議所 

理事長報告

第64代理事長　 江崎　 正徳

副 理 事 長　 瀧本　 　 潤

副 理 事 長　 西村祐二郎

副 理 事 長　 音成　 信介

副 理 事 長　 島内　 陽輔

副 理 事 長　 松瀬　 寿和

専 務 理 事　 前田　 博己

２０１9年度ス ロ ーガン
2 0 19 年度 ス ロ ーガン
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一般社団法人  佐賀青年会議所

0 9 9

～ 若者らしい発想とJAYCEEとしての誇りを胸に新しい時代を築きあげよう ～

郷土愛
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【 人づく り 委員会】

　 私たちには会員拡大と いう 毎年の目標があり ま す。 全ての委員会でその目標を 共有し

ていま すが、人づく り 委員会では担当の窓口と し て、拡大に対し ての大き なプレ ッ シャ ー

があっ たと 思いま す。 その中でも 最後ま であき ら めずに拡大に尽力し ていただき 、 メ ン

バー数こ そ前年対比で減少と なり ま し たが、 １ ７ 名の新し いメ ン バーに入会し ていただ

く こ と ができ ま し た。 ま た、 委員会の事業と し て、 市長と 語る 会を 企画し ていただき 、

当日は市内の青年団体を 交えて秀島市長と 交流する こ と ができ ま し た。 ど のよ う な団体

と も 中立な立場と し て交流でき る 組織は限ら れていま すので、 今後も 継続し ていければ

と 考えており ま す。

【 国際委員会】

　 姉妹Ｊ Ｃ である 台南市新營国際青年商会と の交流は本年で３ ５ 年目を 迎えま し た。 通

常でし たら 訪問と 受入れを 毎年交互に行っ ており ま し たが、 本年は受入れの年である と

同時に新營国際青年商会の４ ０ 周年と いう こ と で多く のメ ン バーと 共に訪問し て参り ま

し た。 １ １ 月の受け入れ時には秀島市長を はじ めと し た佐賀市の皆さ ま 、 江里口市長を

はじ めと し た小城市の皆さ ま に大変なご 協力いただき 、 素晴ら し いおも てなし を する こ

と ができ ま し た。 台南市長から も 都市間の交流を 育む上で青年会議所の活躍に期待し て

いる と のメ ッ セージを いただき 、 今後も 青年会議所間だけではなく 、 相互の都市の発展

に寄与でき る 交流を し 続けていく 必要があり ま す。

【 ビ ジネス 委員会】

　 近年青年会議所で定着し つつある ビ ジネス 系の委員会では、 メ ン バー向けのビ ジネス

セミ ナーを 行いつつ、 対外事業と し てＳ Ｄ Ｇ ｓ と ビ ジネス を いかに結び付けていく かを

考える セミ ナーを 開催し ま し た。 ２ ０ １ ５ 年に国連で採択さ れたこ の国際社会共通の目

標は、 意識せずと も 今後私たちの社会の中に浸透し ていく 大き な存在と なり ま す。 非常

に大き く 漠然と し たも のと し て片づけていく のか、 自分たちの社業や活動の中に取り 入

れていく かで数年後のあり 方は大き く 変わっ ていく のではないでし ょ う か。 今後は学ぶ

だけではなく 、 実践し する こ と が必要です。

【 広報委員会】

　 私たちが発信する メ ッ セージを 多く の人々に伝える 上で、 広報は非常に重要な役割を

持っ ていま す。 こ れは青年会議所だけではなく 、 ビ ジネス においても 大変重要なこ と で

あり 、メ ン バーに向けて広報戦略の重要さ 、考え方を 学ぶ機会を 提供する と と も に、様々

な広報手段にチャ レ ン ジし てま いり ま し た。 特に、 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ＠を 活用し た広報手段も 実

践し ま し たが、 やはり 広報に関し てはすぐ に結果へと 結びつける のは非常に難し く 、 登
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録者数は伸び悩む結果と なり ま し た。し かし ながら 、Ｈ P では閲覧者数が非常に増加し 、

タ イ ム リ ーな情報の更新の必要性を 再認識し ま し た。 今後も き め細やかな情報発信の意

識を 持ち続ける 事が必要です。

【 地域コ ミ ュ ニティ 構築委員会】

　 学校で学ぶ内容は限ら れていま す。 し かし ながら 、 子ど も の時期に学ぶべき こ と は無

数にあり ま す。 そのよ う なも のを 郷土と 結びつけながら 提供でき ないかと 考えて当委員

会を 構築し ま し たが、 青年会議所と し ては比較的長い期間で学生と 協働し 、 教育プロ グ

ラ ム を ブラ ッ シュ アッ プし た事業を 実施する こ と ができ ま し た。 当日は多く の参加者で

にぎわい、 それぞれのグループにおき ま し て、 新し い交流が生ま れま し た。 ま た、 参加

さ れた多く の子供たちに経済について学び、 興味を 持てたと いう 評価を いただく こ と が

でき ま し た。 今後も 様々な形で子ど も たちにと っ ての学びや出会いの機会を 提供する 必

要があり ま す。

【 次世代環境委員会】

　 以前は川辺で遊んでいる 子ど も た ちも 大勢いま し たが、 時代の移り 変わり と と も に

徐々にそのよ う な光景を 目にする こ と も 少なく なり ま し た。 私たちの活動拠点である 佐

賀市は日本有数のク リ ーク を 持ち、 毎年１ ０ 万を 超える 人々が参加する 河川清掃「 川を

愛する 週間」 など 、 水と の関係性が非常に高い地域でも あり ま す。 その様な中、 子ど も

達に河川に対し こ れま でと は違う 角度から 興味を 持っ ても ら いたいと いう 気持ちを 持っ

て事業を 構築し ま し た。 当日は会場近辺で別のイ ベン ト も 開催さ れていたこ と も あり 、

当初想定し ていた人数を 大幅に上回る 来場者数があり 、 お堀で生活し ている 生き 物に触

れ、 様々な角度から 河川に対し 向き 合える 事業を 実施する こ と ができ ま し た。 今後は河

川を はじ めと する 水資源の活用方法についても 考えていく 必要があり ま す。

【 総務委員会】

　 総務委員会では、 諸会議、 総会の設営運営を はじ め組織の屋台骨と し ての活動を 行っ

ていただき ま し た。 なかなか陽の目を 浴びる 機会が少ない委員会ではあり ま すが、 あた

り ま えのよ う に行えた事業を 裏側から サポート し ていただいたお陰で当初計画し ていた

全ての事業が無事に終える こ と ができ ま し た。 対外的な活動と し ても 年末に開催し た献

血運動において大き な 成果を 出し て いた だいており ま す。 当たり 前のこ と を 最後ま で

し っ かり と やり 通す。 こ の非常にシン プルであり ながら 大変なミ ッ ショ ン を こ れから も

やり 遂げていく と と も に、 こ れま でのやり 方ばかり にと ら われず、 新たな価値観を 受入

れ、 活気に満ち溢れた組織の在り 方を 模索し 続ける こ と が必要です。
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　 平成から 令和へと 新たな時代への転換期である ２ ０ １ ９ 年。 こ の節目の年に理事長と

し て活動でき たこ と は本当に幸せなこ と でし た。上述し たと おり 、各委員会を 中心に様々

な活動、 運動ができ ま し たし 、 ス ポーツ 面におき ま し ても 「 公益社団法人日本青年会議

所　 第６ ８ 回全国大会富山大会～Ｊ Ｃ 全国野球大会　 i n 　 と なみ～」 において佐賀青

年会議所初と なる 全国大会の優勝も 経験さ せていただき ま し た。 特に印象深かっ たのは

全ての事業、 活動、 運動においてメ ン バーが笑顔だっ たこ と です。 地域のために活動す

る と はいえ、それま での過程では辛いこ と 、悲し いこ と 、き ついこ と 、悔し いこ と 、色々

な事があっ たと 思いま す。 それでも 仲間が増え、 成長し 、 最後は皆が笑顔になれる 。 こ

れほど 素晴ら し い経験を さ せていただける 団体と メ ン バー、 こ れま でこ の団体を 作り 上

げていただいた先輩諸兄姉、 活動・ 運動を 理解し 支えていただいている 全ての方々に感

謝し 、 ２ ０ １ ９ 年度の報告と いたし ま す。
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総務委員会　 事業報告

委 員 長　 松　 尾　 玖　 美

副委員長　 松　 尾　 延　 寿

副委員長　 古　 賀　 正　 大

運営幹事　 田　 中　 徳　 晃

運営幹事　 峰　 　 　 一　 智

　 本年度の総務委員会は、 通常の理事会や総会の運営・ 設営に加え、 京都会議のアテン ド 、 シニ

ア総会の運営、 献血運動と 様々な担いを 頂き 、 １ 年間活動を 行っ てき ま し た。

　 年間を 通じ 、 理事会や総会の運営・ 設営では、 各委員会の事業が最大限に成果を 上げら れる よ

う に、 従来から の７ ・ ５ ・ ３ シス テム を 継承し 、 理事メ ンバーには、 資料を 余裕も っ て事前に目

を 通し ても ら える こ と で、 活発な意見が出る 理事会運営を 徹底致し ま し た。 そし て、 添付資料の

不備や、 誤字脱字等のチェ ッ ク を 委員会メ ン バー全員で行っ た結果、 効率性がよ く なり 、 よ り 精

度の高い理事会に繋がり 、 ほぼ通年において定刻通り に会議が終われたと 考えま す。

　 年初めの１ 月には、新たな活動の幕開けの場と し て開催さ れる 京都会議のアテン ド に向けては、

早い段階から ス タ ッ フ 間で連携し ながら 準備を 進め、 現地調査にも 委員会メ ン バー数人で京都ま

で足を 運んだおかげで、 余裕も 持っ てメ ン バーの支援ができ 、 特に問題も なく 無事に担いを 終え

る こ と ができ ま し た。 １ 年間を 活動する 気概を 持っ て頂く 機会を サポート でき たと いう こ の成功

は、 前田専務、 西村室長、 ス タ ッ フ を はじ めと する メ ン バーが一丸と なる 礎と も なり ま し た。

　 そし て、 息を つく 暇も なく 京都会議から 帰っ てき た翌日には１ 月総会が開催さ れ、 その翌週に

はシニア総会が開催さ れま し た。 シニア総会では、 先輩たちに今年度の理事メ ン バーのお披露目

と なる ため緊張感を も っ た総会になり 、 先輩たちから 叱咤激励を 受け、 又一歩理事メ ン バーと し

ての責任感が増し たアテン ド になり ま し た。

　 又、 １ ２ 月の年末の瀬戸際にゆめタ ウ ン さ がで２ ０ １ ９ 献血事業を さ せて頂き ま し た。 予定よ

り 大分遅い時期での開催になっ たのですが、 当日は数多く の一般の方を はじ め、 Ｌ Ｏ Ｍメ ン バー

も たく さ ん来ていただき 、 佐賀青年会議所のこ れま での献血事業を 継続する こ と で、 繋がれてい

く 重みを 肌で感じ る 運動になり ま し た。

　 最後に、 一年間総務委員長と し ては全く 役割を 全う する こ と ができ ず、 前田専務、 西村室長を

はじ めと する 、 委員会メ ン バーの全ての皆様にご迷惑を お掛けし ま し たこ と は、 深く お詫び申し

上げま す。 総務と し ての役割が分から ない私に１ 年間助けても ら っ たこ と は、 本当に心から 感謝

申し 上げま す。 本当にあり がと う ご ざいま し た。
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郷土愛満ち溢れる ま ちづく 委員会　 事業報告

委 員 長　 副　 島　 浩　 司

副委員長　 森　 永　 正　 昭

副委員長　 江　 口　 功　 一

運営幹事　 光　 吉　 勝　 助

運営幹事　 成　 清　 　 　 光

　 ２ ０ １ ９ 年度郷土愛満ち溢れる ま ちづく り 委員会では、「 ま ちづく り 事業の企画・ 運営」 を メ

イ ン事業と し 、「 ７ 月例会の企画・ 運営」、「 ク リ ス マス 会事業の企画・ 運営」 そし て各種大会のア

テンド 実施致し ま し た。

　 ま ずは、 ７ 月に開催いたし ま し た例会では、 長き に亘り 諸先輩が継承さ れてき た佐賀城下栄の

国ま つり で同日開催し てこ ら れた事業のご 紹介を し 、 入会３ 年未満のメ ン バーへ周知する こ と に

よ り 参加意欲を 高める 例会を 開催致し ま し た。

　 そし て、 迎えた８ 月３ 日、 ４ 日の第４ ８ 回佐賀城下栄の国ま つり では、 今年も ま た、 市民の皆

様が最も 楽し みにし て頂いてる 花火を 打ち上げる 為にメ ンバー全員で協賛金を 集めて頂いたので

花火が打ち上がる ま でド キド キでし たが今年は天候にも 恵ま れ打ち上げる こ と が出来ま し た。 花

火が上がっ た時の市民の皆様の拍手を 耳にし た時は、 今ま での人生で体験する 事ができ ない程の

感動を 感じ ま し たし 、 メ ン バーや先輩方には、 大変感謝し ていま す。 今でも 自分の人生において

一生忘れる 事の出来ない大切な思い出です。

　 ま ち づく り 事業に関し ては、「 防災フ ェ ス ２ ０ １ ９ 」 を 開催し 自衛隊佐賀地方協力本部のご 協

力頂き 災害時に活動さ れる 自衛隊車輛の展示や、 佐賀広域消防局のご 協力頂き 消火活動模擬体験

ま た、 日本レ ス キュ ー協会にご協力頂き 、 災害時の捜索犬やセラ ピ ー犬と ふれあう 体験ブース を

設け、 市民の皆様に防災、 減災について考えて頂く 機会を 提供いたし ま し た。 来場し て頂いた市

民の皆様から は、 家族で今一度災害時に出来る こ と や避難場所を 再確認する 事が出来ま し た。 あ

り がと う ご ざいま し たと 、 言っ て頂き ま し た。 開催当日も 多く のメ ン バーにご 協力いただき ま し

たので、 佐賀青年会議所メ ン バーの結束力で成し 得た事業でし た。

　 ま た、 ク リ ス マス 交流会を ロ イ ヤルチェ ス タ ーＳ Ａ Ｇ Ａ で開催いたし ま し た。 企画段階では参

加人数があま り 見込めないんではないかと 心配し ていま し たが、 メ ン バーのご 協力も あり １ ０ ０

名オーバーの参加人数には大変驚き ま し た。 日頃ご 協力いただいている メ ンバーのご家族様には

大変喜んで頂く こ と ができ 、 日頃の家族への感謝の気持ちを 込めてメ ン バー全員でおも てなし す

る こ と が出来ま し た。

　 最後に、 江崎理事長の「 郷土愛」 のも と 今年一年は本当に色んな事を 学ばせて頂き ま し た。

江口特別顧問、 徳永監事、 瀧本副理事長、 古川室長、 一年間温かく 見守っ て頂き あり がと う ござ

いま し た。 そし て、 委員会ス タ ッ フ 、 委員会メ ンバー全員に心から 感謝し ていま す。 大切な仲間

に出会えて嬉し かっ たです。 ２ ０ １ ９ 年度卒業さ れた先輩方の心温ま る お言葉に熱く 感謝致し て

おり ま す。

　 以上を ２ ０ １ ９ 年度郷土愛満ち溢れる ま ちづく り 委員会の事業報告と さ せていただき ま す。
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人づく り 委員会　 事業報告

委 員 長　 新　 　 　 大　 介

副委員長　 北　 村　 眞　 士

副委員長　 松　 尾　 陽　 介

運営幹事　 川　 﨑　 陽一朗

運営幹事　 舩　 津　 和　 弥

　 ２ ０ １ ９ 年度人づく り 委員会では、 会員の研修、 交流、 拡大を 大き な柱と し て、 一年間、 様々

な事業に取り 組んで参り ま し た。

　 ま ず、 当委員会のメ イ ン 事業と し て「 市長と 語る 会・ 異業種交流会」 を 開催し ま し た。 こ の事

業では、 こ れから の地域を 担っ ていく 佐賀青年会議所を はじ めと し た各種青年団体が、 自ら の地

域の実情や課題等を 把握し 青年間で共有する と と も に、 団体の垣根を 越えた交流を 深めていく こ

と を 目的に、 佐賀市長と 青年が意見を 交わす機会を 設けま し た。 こ の事業の趣旨にご賛同いただ

き ま し た佐賀商工会議所青年部、 佐賀市北商工会議所青年部、 佐賀市南商工会議所青年部の方々

にご参加いただき 、 と も に地域について学び、 市長と 青年と の意見交換を 行いま し た。 その後の

交流会を 開催し 、 団体間の交流を 深め今後の協力関係の構築につなげま し た。 今回の事業を き っ

かけと し たこ のつながり が、 各団体が展開する 今後の運動や事業に活かさ れ、 よ り 良い地域の発

展に寄与し ていく こ と を 期待し ており ま す。

　 次に会員の拡大について当委員会が主導し て行っ て参り ま し た。 結果と し ては、 委員会と し て

力が及ばずに会員拡大の目標に達せず、 次年度が会員数１ ０ ０ 名を き る 体制でス タ ート する こ と

になっ てし ま い、 反省いたすと こ ろ です。 その中でも 今年度は、 候補者にま ずは青年会議所がど

のよ う なと こ ろ かを 知っ て頂いたう えで入会を 検討し て頂ける よ う に、 候補者と 現役メ ン バーと

が直接話し ができ る 交流会を 複数回実施し ま し た。 参加者の中には、 実際に入会さ れたり 、 青年

会議所に興味を 示さ れたり し た方も いる こ と から 、 今年度の反省点と と も に候補者の情報を し っ

かり と 次年度に引き 継ぎたいと 思いま す。

　 そし て会員の研修では、新入会員の研修と メ ン バーの研修を 行いま し た。新入会員の研修では、

青年会議所の基礎研修や委員会説明、 メ ン バーと の交流会など を 実施し 、 新入会員が早く 青年会

議所の一員と し て活躍でき る よ う に様々な研修を 行いま し た。 ま た、 メ ン バーの研修では２ 月例

会において日本青年会議所の新規プロ グラ ム である Ｊ Ｃ ス ピ ーチを 活用し て、 メ ン バーに運動や

活動を 推進し ていく う えで必要なス キルである ス ピ ーチ力を 磨いて頂き ま し た。

　 そのほか、 当委員会では新年会の開催や九州コ ン フ ァ レ ン ス ２ ０ １ ９ i n 大村大会・ 世界会議

の参加者支援を 担当さ せて頂き 、 多く のメ ン バーのご 協力を 頂き ながら 各種担いを 全う する こ と

ができ ま し た。

　 最後に、 西村副理事長、 木原室長におかれま し ては、 人づく り 委員会を 最後ま でご指導、 ご支

援頂き ま し て誠にあり がと う ございま し た。 そし て、 貴重な経験を さ せて頂く 機会を 与えてく だ

さ っ た江崎理事長を はじ めと する 理事の皆様、 様々な場面でご 協力頂き ま し た現役メ ン バーの皆

様に心よ り 感謝申し 上げま し て人づく り 委員会の事業報告と さ せて頂き ま す。 １ 年間本当にあり

がと う ご ざいま し た。
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国際委員会　 事業報告

委 員 長　 田　 中　 幸　 代

副委員長　 木　 下　 優　 太

副委員長　 小　 山　 智　 也

運営幹事　 下　 　 　 博　 之

運営幹事　 韓　 　 　 冬　 梅

　 ２ ０ １ ９ 年度の国際委員会では、「 社団法人台南市新營國際青年商會４ ０ 周年記念式典訪問」、

「 社団法人台南市新營國際青年商會佐賀訪問事業」 の企画・ 運営を メ イ ン に青年会議所活動を さ

せて頂き ま し た。

　 ま ずは、 ３ 月に姉妹Ｊ Ｃ である 社団法人台南市新營國際青年商會４ ０ 周年記念式典へ現役１ ８

名、 小城市長を はじ めと する 先輩方６ 名の合計２ ４ 名にて 台湾の地を 訪問し 新營國際青年商會

４ ０ 周年記念式典へ参加し 、 多く の新營メ ン バーで感動を 覚える 最高のおも てなし で佐賀Ｊ Ｃ メ

ン バーを 迎えて下さ いま し た。 こ こ に諸先輩が積み上げら れた友情を 垣間見る こ と ができ 、 感動

する と 共に次世代へつなぐ 責任の重さ を 痛感致し ま し た。 ま た、 こ の交流が１ ０ 年、 ２ ０ 年と さ

ら に続いていく こ と を 願い、 ま だ交流経験のないメ ン バーには是非新營の地を 訪れて頂き たいと

思いま す。

　 次に、 ６ 月の公開例会にて～台湾と の国際交流を よ り 良いも のにする ために私達に出来る 事～

を テーマにパネルディ ス カッ ショ ン を 行いま し た。 パネリ ス ト には西九州大学国際交流セン タ ー

長　 田中 豊治様、 Ｊ Ｅ Ｔ R Ｏ 佐賀貿易情報セン タ ー所長 吉田 健様、 佐賀青年会議所 江崎 正

徳理事長３ 名で各市民団体の様々な交流体験を ディ ス カッ ショ ン する こ と で、 今後お互いが協力

し 行える 交流事業について考える こ と が出来たと 思いま す。 ま た、 各市民団体が協力する こ と で

佐賀の民間外交の発展に寄与でき る と 思いま す。 そし て同６ 月、「 Ａ Ｓ P Ａ Ｃ 」 済州島大会への

参加では、 文化の違いや言葉が通じ なく ても 同じ 志を 持つ者同士が一同に会する 場に参加出来た

事はこ の青年会議所でなければ経験でき なかっ たと 思いま す。

　 そし て、 １ ０ 月には国際委員会のメ イ ン事業である 新營國際青年商會佐賀訪問事業を ３ 泊４ 日

の日程で行い、 オプテ ィ ム での企業訪問ではお互いの産業であ る 農業について Ａ Ｉ やＩ ｏ Ｔ を

使っ た新し い農業を 知る こ と が出来た有意義な訪問でし た。 バルーンフ ェ ス タ 視察ではゴ ミ 清掃

のボラ ン ティ アを 新營メ ン バー・ 佐賀メ ンバーで３ ０ 分程度でし たが参加し ま し た。 ま た、 小城

市長表敬訪問では、 小城市役所の皆さ んの温かいお出迎えに始ま り 小城市と 新營市を つなぐ 良い

訪問が出来ま し た。 会務交流会議では、 再度ホームス テイ 事業について意見交換でき 今後も 長く

続いていく 事業になる と 思いま す。 新營Ｊ Ｃ と の長い交流の歴史の中で私が携わっ たのはほんの

一部でし かあり ま せんが、 今年度の交流が今後末永く 続く 交流の力添えに少し でも なれればと 思

いま す。

　 最後に、 こ の１ 年間で多く の事を 学ばせて頂き 私自身大き な転機になっ たと 感じ ていま す。 多

く の学びを 教えて頂いた江崎理事長を はじ め理事メ ン バーの皆さ ん、 私のサポート を し て頂いた

委員会メ ン バーの皆さ ん一年間本当にあり がと う ございま し た。
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ビ ジネス 委員会　 事業報告

委 員 長　 園　 田　 耕太郎

副委員長　 吉　 村　 　 　 篤

副委員長　 西　 田　 満梨絵

運営幹事　 岩　 永　 清　 邦

運営幹事　 菱　 岡　 英　 貴

　 ２ ０ １ ９ 年度、 ビ ジネス 委員会では「 郷土愛」 を テーマに一年間ビ ジネス 事業を 企画・ 運営さ

せていただき ま し た。

　 ま ずは、 ３ 月例会において、 佐賀青年会議所現役メ ン バーの皆様の社業において必要不可欠で

ある 会計について税理士の先生を 講師にお招き し 、 講演を 行っ ていただき ま し た。 内容と し ま し

ては会社を 継続し ていく 中でま ずは、 経営者の会計の活用状況について約７ ０ ％の方がある 程度

は理解し ている が曖昧な部分も ある 、 全く 理解し ておら ず説明も でき ないと の調査結果があり 、

そのデータ を 踏ま えて、 社業において会計全体を 知る ためには決算書の内容である 損益計算書や

貸借対照表を 理解し ていただく こ と から 始ま り 、 その出来上がっ た決算書の数字を 活用し 、 自分

の会社がこ の先ど う なる のか、 ど う なっ ていき たいのか、 経営戦略の知識を 植え付けていただく

ため、 基礎でも あり ま す決算書の読み解き 方を ご教授いただき ま し た。 参加し て頂いた皆さ んに

も 為になっ たと のお声を 頂き ま し た。

　 そし て、 １ ０ 月のメ イ ン 事業におき ま し ては、 昨今、 ビ ジネス のあり 方が多種多様になり 、 時

代の移り 変わり によ っ て新たに生ま れたビ ジネス の良さ や変化を 知っ ても ら い今後社業に生かせ

る 情報を 知っ ても ら う ために、「 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ によ る ビ ジネス 改革」 を 開催さ せて頂き ま し た。 内容

と し ま し ては佐賀青年会議所メ ン バーと 一般の方も お呼びし て１ 部、 ２ 部構成で行いま し た。 １

部ではＳ Ｄ Ｇ ｓ カード ゲーム を 使いＳ Ｄ Ｇ ｓ について楽し く 学んで頂ける よ う に企画し 、 ２ 部に

は実際にＳ Ｄ Ｇ ｓ を 社業に取り 入れていら っ し ゃる 川口様と コ ーディ ネータ ーに香月様を お招き

し 、 対談を し ていただき ま し た。 ま ず、 １ 部の方ではメ ンバーの皆さ んと 一般の方々が楽し く ワ

イ ワ イ ゲームを 楽し んでいる 姿が印象的でし た。 逆に２ 部の方では真剣にお話を 聞かれていたの

も 記憶に残っ ていま す。 長い時間の事業で厳し い意見がある かと 思っ ていたのですが、 皆さ んか

ら 「 面白く 勉強になっ た」 や「 長く 感じ なかっ たよ 」 など の感想を 聞いて共に成長する 良き 機会

にな っ たと 実感致し ま し た。 こ の事業の成功のために多大な る ご 協力を 頂き ま し たＬ Ｏ Ｍメ ン

バーの皆様には心よ り 感謝申し 上げま す。

　 ま た、 １ １ 月例会では各出向者に向けての労いの例会と 題し ま し て、 色々な手法を 凝ら し て出

向者の皆さ んの報告や次年度に向けて出向し たく なる 様に委員会メ ン バーで前日ま で準備を し た

のを 覚えていま す。 結果は「 出向に興味がでた」 や「 すごく 楽し い例会だっ た」 など の感想を 頂

き 大成功を 収めたと 思っ ていま す。 例会後にはメ ン バー全体の合同懇親会を 行いワ イ ワ イ 楽し く

会館で行う 今年最後の例会と し てう ま く いっ た例会に出来たと 思いま し た。

　 最後に担当である 堤顧問、 島内副理事長、 井内室長、 １ 年間ご 指導頂き あり がと う ご ざいま し

た。 そし て貴重な１ 年間を 頂き ま し た江崎理事長を はじ め佐賀青年会議所メ ン バーの皆様に心よ

り 感謝を 申し 上げま す。
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広報委員会　 事業報告

委 員 長　 溝　 口　 貴　 将

副委員長　 兵　 働　 将　 崇

副委員長　 水　 田　 和　 希

運営幹事　 福　 田　 翔　 馬

運営幹事　 森　 　 　 公　 照

　 広報委員会では、地域の方々に佐賀青年会議所の活動・ 運動、事業を 広く 知っ て頂く 為に、ホー

ム ページやフ ェ イ ス ブッ ク 、 ラ イ ン ＠を 使い発信し て参り ま し た。

　 今年度、 閲覧数を 増やす為にホーム ページの刷新を 行いま し た。 佐賀青年会議所が行っ ている

事のお知ら せや報告を 写真や文章にて市民の皆様に発信を し 、 観ていただく こ と で閲覧数を 増や

す事が出来ま し た。

　 ま た、 対外フ ェ イ ス ブッ ク ではホームページと 同じ 内容と 発信を し 、 いいね！数や閲覧数を 増

やす事ができ ま し た。 対内フ ェ イ ス ブッ ク では、 佐賀青年会議所の対内向けの発信を 行っ て参り

ま し た。

　 対内なら ではの、 写真や文章を 載せま し た。 改めて見返し てみる と 、 佐賀青年会議所は、 と て

も 暖かい組織だと 改めて実感いたし ま し た。

　 ラ イ ン ＠では、 地域の方々にラ イ ン ＠登録を し て頂き 、 一斉発信にて、 一人ひと り に佐賀青年

会議所の情報を 発信し て参り ま し た。 し かし ながら 、 なかなかラ イ ン ＠登録数を 増やす事の難し

さ を 実感いたし ま し たが、 ど う すれば登録数を 増やすこ と ができ る のかと いう 事も 知る こ と がで

き ま し た。 　 　 　 　 　

　 そし て、９ 月例会では「 一流人から 学ぶ効果的で継続的な広報戦略」 と 題し て、佐賀市のシティ

プロ モーショ ン アド バイ ザーでも あり ま す三寺雅人様を お招き し て、 佐賀青年会議所の活動・ 運

動を はじ め、 地域の魅力発信を よ り 多く の方に伝わっ ていく ための効果や重要性と 同時に今後の

地域の可能性について学びま し た。発信する だけではなく 、先を 考え多く の人を 巻き 込みながら 、

可能性を 最大限に引き 出すこ と で、 多く の方々に伝わっ ていく 事を 知り ま し た。 広報の仕方は、

無限な仕方や可能性がある 事も 知り 、 改めて広報戦略の奥深さ を 感じ ま し た。

　 そし て、 １ ０ 月の全国大会㏌富山では、 広報委員会がアテン ド を 行いま し た。 卒業さ れる 先輩

方にと っ て最後の大会でも あり 準備等はじ めビ ジネス 委員会のメ ンバーにも お手伝いいただき 、

無事に全国大会を 終わら せる 事ができ 卒業さ れる 先輩方にも 喜んで頂き ま し たが、 あいにく の台

風によ り 来れない方も いら っ し ゃ たり 大会ス ケジュ ール等も 変更になり 多々変更と も あり ま し た

が広報委員会、 ビ ジネス 委員会そし て参加し て頂いた皆様にご 協力し て頂き ま し た事でス ム ーズ

に進める 事が出来き 、 と ても 良い経験を さ せて頂き ま し た。

　 議案数では、 総務委員会の次に議案数が多く 議案を こ なし てま いり ま し たが、 多く の学びと 、

経験を さ せていただき ま し た。 １ 年間楽し く 過ごす事ができ ま し た。 本当に、 江崎理事長はじ め

と する 理事メ ン バーの皆様、 そし て支えてく れたメ ン バーの皆様、 あり がと う ご ざいま し た。
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次世代環境委員会　 事業報告

委 員 長　 西　 村　 誠　 剛

副委員長　 辻　 　 　 安　 隆

副委員長　 大　 石　 　 　 徹

運営幹事　 久　 保　 隆　 佳

運営幹事　 陣　 内　 宏　 樹

　 ２ ０ １ ９ 年度次世代環境委員会では、「 環境事業の企画、 運営」 を メ イ ン 事業と し 、「 春と 秋の

河川清掃」、「 薩長土肥の会の企画・ 運営」、「 ５ 月例会」 など の事業や活動を 行いま し た。

　 ま ずは、佐賀市の川を 愛する 週間に合わせて４ 月と １ ０ 月に毎年恒例の河川清掃を 行いま し た。

年々増加する 雑草や水草の対応を 委員会内で話し 合いながら 活動し 、 長年諸先輩から 受けついで

き た佐賀青年会議所発信の活動を メ ン バーに対し ても 意識向上でき たと 考えま す。

　 そし て、 ５ 月例会では、 生き 物例会と 題し 、 河川清掃を 行っ ている 会館横の川に生息する 生物

の展示、 ク イ ズを 行い、 普段生活を する 中で生き 物に触れ合う こ と が少ないメ ン バーに対し ても

自分たちが住みく ら す地域の生物に対し 興味を 持つき っ かけ作り ができ 、 ９ 月の環境メ イ ン 事業

に繋げる こ と ができ ま し た。

　 ９ 月開催の環境メ イ ン 事業、「 さ がかんき ょ う ま つり 」 については、 ８ 月末に佐賀市内も 甚大

な被害を 受けた大雨の影響、開催３ 日前にも 台風発生と 、開催すら 危ぶま れる 中での準備でし た。

　 し かし 当日は晴天にも 恵ま れ、 気温も 上昇し 、 絶好のメ イ ン 事業日和と なり ま し た。 市民の人

たちに自分たちが住みく ら す地域の生物に触れ合っ ていただき 、 興味を 持っ ていただく き っ かけ

作り を 目的と し ま し た。 当初の来場目標１ ０ ０ ０ 人に対し 、 開催直前にサガテレ ビ 様から の同時

開催の依頼も あり ３ ０ ０ ０ 人（ サガテレ ビ 会場集計７ ５ ０ ０ 人） と 、 大き く 上回る 来場者にご参

加いただき ま し た。 生き 物相手と いう 事で準備時間も 管理方法も 大変な部分はあり ま し たが、 委

員会メ ン バー全員協力し 頑張っ た結果だと 考えま す。

　 ま た、 ご 協力いただいた、 佐賀城公園管理事務所様、 佐賀コ ン ピ ュ ータ ー専門学校様、 Ｎ Ｂ Ｃ

ラ ジオ佐賀様、 各出店店舗様のご 協力にも 感謝いたし ま す。

　 １ ２ 月開催の薩長土肥の会に関し ては、 佐賀開催と いう 事で準備さ せていただき 、 他３ Ｌ Ｏ Ｍ

の方々に多数のご 参加いただき 、 来年の鹿児島へと 繋げる こ と ができ ま し た。

　 結びに、 １ 年間ご 指導、 ご 協力いただいた、 関特別顧問、 松瀬副理事長、 納富室長、 心よ り 感

謝申し 上げま す。 そし て、 こ のよ う な貴重な機会を いただき ま し た江崎理事長はじ めメ ン バーの

皆様に深く 感謝申し 上げま す。 最後にス タ ッ フ ４ 名はじ めと する 委員会メ ンバー全員に心から 感

謝し ており ま す、 最高の１ 年間あり がと う ご ざいま し た。

　 以上を ２ ０ １ ９ 年度次世代環境委員会の事業報告と さ せていただき ま す。 １ 年間あり がと う ご

ざいま し た。
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地域コ ミ ュ ニティ 構築委員会　 事業報告

委 員 長　 赤　 川　 　 　 綾

副委員長　 畠　 中　 隆　 嘉

副委員長　 福　 田　 泰　 之

運営幹事　 永　 田　 恭　 平

運営幹事　 田　 中　 俊二郎

　 ２ ０ １ ９ 年度地域コ ミ ュ ニティ 構築委員会では、 経済学習「 カード ｄ ｅ マネーゲーム 」 を メ イ

ン 事業と し 、 各事業はコ ミ ュ ニティ を 構築する 、 深める 事を 目的と し 構築し ていき ま し た。

　 ま ず、 ４ 月例会では佐賀青年会議所の活動力維持・ 向上にはワ ーク ラ イ フ バラ ン ス ・ ダイ バー

シティ 等の柔軟な調和を 学ぶ機会を 設け、 こ れま で以上に女性や子ど も がいる メ ン バーも 所属・

活動し やすい環境創り を 考える 例会にし ま し た。 講師講演と 実際Ｊ Ｃ ではど のよ う なこ と が実現

可能か検討し 、活動や懇親の深め方など でも 新たな視点で多彩なアイ ディ アが生ま れていま し た。

ま た子ど も 連れ可能例会と し て環境提供を 行いま し たが保育の課題等残り ま し た。

　 そし て、 ９ 月にメ イ ン 事業「 カード ｄ ｅ マネーゲーム 」 を 開催し ま し た。 準備段階と し て日本

青年会議所のプロ グラ ム を ４ か月に渡り 大学生と 共に佐賀に親し む内容、 チーム ビ ルディ ン グを

促進する 内容へと リ メ イ ク し 、 子ど も 食堂等で２ 度検証を 行いま し た。 メ イ ン 事業では子ど も も

大人も 笑顔が溢れる 中、 ど う やっ て手持ちのお金を 増やすか、 ど う いう 言葉を 使っ て交渉し たら

有効かなど を 必死で考え、 実践し 失敗や成功を 体感でき る 事業であっ たと 思いま す。 カード ゲー

ム を 通じ て子ど も を 中心に誰も が地域と つながる 機会を 向上さ せ、 学ぶっ て楽し い！と 生涯学習

意識を 創造する 教材と なり 、 笑顔や必死さ 、 購入し たい等と 反応があっ た際にグッ と 込み上げて

く る も のがあり ま し た。 作成し た教材が継続し て活用でき る よ う 教育現場や子ど も が集ま る 場へ

の提供を も っ と 計画的に促進すべき だっ たと 考えま す。

　 そし て、 ７ 月に開催さ れたサマーコ ンフ ァ レ ンス ２ ０ １ ９ では「 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ と Ｊ Ｃ 」 と し て公益

社団法人日本青年会議所の運動を 知る こ と が出来る 貴重な場であり 、 ま た出向メ ン バーの活躍と

共に、 全国各地の同志の存在を 認識し 、 今後運動・ 活動を 行っ ていく 原動力にも なっ たのではな

いかと 感じ ま す。

　 そし て、 １ ２ 月例会・ 卒業生を 送る 会は結婚式場を 会場の選定し 、 プロ のも てなし の力を 借り

ながら ２ ３ 名の卒業生を 送り 出し ま し た。 厳かにも 盛り 上げも 可能な会場で、 独自のゲーム や見

送り の花火演出は式場なら ではの送り 出し が出来たと 考えま す。

　 結びに、 １ 年間休みなく 行う 事業に最後ま で伴走し 、 ご指導ご 支援頂いた関特別顧問、 松瀬副

理事長、 納富室長には心から 感謝し たし ま す。 そし て女性委員長と し て不安がある 中で担いを 全

力で全う でき たのは両副委員長、 運営幹事を はじ めと する 委員会メ ン バーが連携・ 協力し 、 全担

いを 楽し んでく れたおかげであり 、 委員会メ ン バーの漢気と 知恵と 行動力の賜物です。 最高の仲

間と １ 年間共に活動出来たこ と は財産です。 こ のよ う な成長の機会を 与えて頂いた江崎理事長を

はじ めと する メ ン バーの皆様、 関係各所の皆様へ感謝申し 上げ、 地域コ ミ ュ ニティ 構築委員会の

事業報告と さ せていただき ま す。 １ 年間あり がと う ご ざいま し た。
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▲４ 月例会

▲メ イ ン事業

▲１2月例会・ 卒業生を送る会
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２０１9年　 LOM 内褒賞及び皆勤賞受賞者

〈 個人褒賞〉

委員会名 氏　 名

総 務 委 員 会 松 尾 　 延 寿

郷土愛満ち溢れる

ま ちづく り 委員会
光 吉 　 勝 助

人 づ く り 委 員 会 舩 津 　 和 弥

国 際 委 員 会 古 賀 　 久 達

ビ ジ ネ ス 委 員 会 吉 村 　 　 篤

広 報 委 員 会 兵 働 　 将 崇

地 域 コ ミ ュ ニ

テ ィ 構 築 委 員 会
畠 中 　 隆 嘉

次世代環境委員会 片 岡 清 治 郎

〈 皆勤賞〉

【 ５ 年】

江 口 　 尚 登 江 崎 　 正 徳

【 ４ 年】

松 瀬 　 寿 和

【 ３ 年】

新 　 　 大 介 副 島 　 浩 司

【 ２ 年】

園 田 耕 太 郎 溝 口 　 貴 将

【 １ 年】

瀧 本 　 　 潤 西 村 祐 二 郎

音 成 　 信 介 島 内 　 陽 輔

小 栁 　 敬 寛 堤 　 　 雄 亮

古 川 健 太 郎 峰 　 　 一 智

田 中 　 幸 代 吉 村 　 　 篤

赤 川 　 　 綾 松 永 　 公 助

〈 委員会褒賞〉

委員会名 該当なし

〈 理事長特別褒賞〉

役　 職 氏　 名

副 委 員 長 兵 働 　 将 崇

副 委 員 長 吉 村 　 　 篤
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Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ

世界を 結ぶ　 若き 団結

新し き 世紀の　 希望と なり て

永遠に栄繁ん　 我等の集い

Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ

奉仕の理想　 探求めつつ

祖国の進歩の　 力と なり て

先駆けゆかん我等の集い

Ｊ Ｃ ソ ング

１ ． 若さ と 若さ が　 手を 結び

　 　 明日にいつも 　 向かう のだ　

　 　 　 　 豊かな未来　 めざし つつ　

　 　 　 　 日本の道を 　 創ろ う よ 　

　 　 　 　 　 　 行こ う 　 Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ

　 　 　 　 　 　 明日のために

２ ． 心と 心を 　 つなぎ合い　

　 　 大き な虹を 　 かける のだ　

　 　 　 　 生き てる こ と の　 喜びを 　

　 　 　 　 すべての人に　 投げかけて　

　 　 　 　 　 　 行こ う 　 Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ 　

　 　 　 　 　 　 明日のために

３ ． 命と 命が　 満ちあふれ　

　 　 光り と なっ て　 燃える のだ　

　 　 　 　 世界の窓に　 いつの日も 　

　 　 　 　 希望の夢は　 はばたく よ 　

　 　 　 　 　 　 行こ う 　 　 Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ 　

　 　 　 　 　 　 明日のために

明日のために
あ し た

ち か ら

の ぞ みよ

も 　 と

１ ． 若い我等が　 手を 取り 合っ て　

　 　 進む行く 手の　 青い空に　

　 　 輝く Ｊ Ｃ 　 明る い希望　

　 　 足なみを そろ えて　 行こ う じ ゃないか

２ ． 世界を 結ぶ　 若さ の力　

　 　 互いに尽く す　 楽し さ こ そ　

　 　 Ｊ Ｃ の理想だ　 新し い日だ　

　 　 足なみを そろ えて　

　 　 行こ う じ ゃないか

３ ． 若い我等の　 心を 集め　

　 　 つく る 集いに　 未来を かけて　

　 　 Ｊ Ｃ の仲間は　 皆信じ あう 　

　 　 足なみを そろ えて　 行こ う じ ゃないか　 　

若 い 我 等

　 　
〒8 4 0 -0 8 0 5 　 佐賀市神野西4 丁目3 番1 8 号
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